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１．位置と地勢 

 本市は、福島県の北部、東経１４０度２８分２９秒、北緯３７度４５分３９秒、海抜６５．６

８ｍ（福島市役所所在地）に位置し、面積は７６７．７２ｋ㎡と、県内ではいわき市、南会津町

に次いで広大な市域を有しています。 

西に雄大な吾妻連峰、東はなだらかな阿武隈高地に抱かれた信達盆地に開け、市の中央には信

夫山が位置し、これを取り巻くように市街地が広がっております。 

人口は、令和５年４月１日現在で約２７万５千人を擁し、県内の政治・経済・文化の中心都市 

として、着実な発展を続けています。また、高速交通体系の整備により、首都圏と東北圏、太平 

洋圏を結ぶ交通結節点として重要な位置を占めています。 

  

 福島市の位置 
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２．人口の推移 

 

 

（１）人口・世帯数の推移
１ 世 帯 人 口 密 度

年　次 世帯数 当 た り の １k㎡当たり 備　　　考
人 員 ( 人 ) (人)

大正　９年 6,757 17,518 18,244 35,762 5.3 4,055 第１回国勢調査

　　１４年 7,651 20,211 21,168 41,379 5.4 4,691 第２回国勢調査

昭和　５年 8,314 22,186 23,506 45,692 5.5 5,180 第３回国勢調査

　　１０年 8,842 23,171 25,313 48,484 5.5 5,497 第４回国勢調査

　　１５年 9,082 23,042 25,245 48,287 5.3 5,475 第５回国勢調査

　　２２年 17,684 40,989 45,550 86,539 4.9 1,223 第６回国勢調査

　　２５年 18,659 45,099 48,336 93,435 5.0 1,321 第７回国勢調査

　　３０年 24,858 62,294 64,965 127,259 5.1 548 第８回国勢調査

　　３５年 30,695 66,968 71,993 138,961 4.5 538 第９回国勢調査

　　４０年 41,722 83,372 90,306 173,678 4.2 329 第１０回国勢調査

　　４５年 58,325 109,846 117,605 227,451 3.9 305 第１１回国勢調査

　　５０年 68,370 119,546 126,985 246,531 3.6 331 第１２回国勢調査

　　５５年 77,976 127,853 134,984 262,837 3.4 352 第１３回国勢調査

　　６０年 82,183 131,530 139,232 270,762 3.3 363 第１４回国勢調査

平成　２年 89,068 134,593 142,935 277,528 3.1 372 第１５回国勢調査

　　　７年 97,483 138,417 147,337 285,754 2.9 383 第１６回国勢調査

　　１２年 104,553 141,000 150,121 291,121 2.8 390 第１７回国勢調査

　　１７年 108,728 140,013 150,856 290,869 2.7 390 第１８回国勢調査

２２年 113,074 140,723 151,867 292,590 2.6 381 第１９回国勢調査

２７年 122,269 144,690 149,557 294,247 2.4 383 第２０回国勢調査

令和　２年 121,919 138,190 144,503 282,693 2.3 368 第２１回国勢調査
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（２）人口動態

　年

　　　昭和６０年

平成　２年

　　　７年

　　　１２年

　　　１５年

　　　１６年

　　　１７年

　　　１８年

　　　１９年

　　　２０年

　　　２１年

　　　２２年

　　　２３年

　　　２４年

　　　２５年

　　　２６年

　　　２７年

　　　２８年

　　　２９年

　　　３０年

　　　　令和　元年

　　　２年

　　　３年

　　　４年

資料：政策調整課統計係

（３）人口動向

（備考）　年少人口は、０歳～14歳
生産年齢人口は、15歳～64歳
老年人口は、65歳以上

・ 後期高齢者は、老年人口のうち75歳以上の人口
・ 従属人口指数＝（年少人口＋老年人口）÷（生産年齢人口）×１００

（　　）内は、構成比(％)

△ 2,602

1,753 3,407

3,273 △ 1,384 9,269

9,664 △ 501

8,852 9,260 △ 408

△ 1,535△ 483

(12.0)

35,013 40,357

△ 2,155

△ 2,194

△ 2,163

(27.7)

2,094 3,146 △ 1,052 9,815 10,298

△ 2,0442,077 3,170 △ 1,093 9,511

従 属 人 口 指 数

△ 1,654 9,163

572,255 3,152 △ 897 10,804 9,850 954

△ 1782,154 3,083 △ 929 10,099 9,348 751

△ 2,8501,935 2,921 △ 986 8,912 10,776 △ 1,864

資料：総務省統計局（国勢調査）
46.4 48.8 53.5 54.5 60.0 65.5

18.0 22.5 27.2 31.8 38.0 45.8
老 年 人 口

28.4 26.3 26.3 22.7 22.0 19.7
年 少 人 口

後期高齢者
（5.5) (6.9) (9.6) (13.9)

13,146 15,774 20,034 27,986

(4.7)

(23.5)

34,074 43,256 52,071 59,911 68,621 80,252

年　 少　人 　口

老　 年　人　 口
(12.3) (15.1) (17.9) (20.6)

188,874 192,165 191,820 188,241 180,618 175,079
生 産 年 齢 人 口

(68.1) (67.2) (65.9) (64.7) (61.7) (60.4)

(19.4) (17.7) (17.3) (14.7) (13.6)

53,704 50,510 50,481 42,688

総　 　人　　 口
人 人 人 人 人

277,528 285,754 291,121 290,869

9,570 226 △ 650

区　　　 　　分
１９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０ ２０１５

2,474 2,724

2,203 3,079 △ 876 9,796

2,417 2,817 △ 400 9,251

2,644 △ 234 9,935 10,588

9,715 △ 464

△ 250 9,762 10,017 △ 255

△ 653 △ 887

2,527 2,540 △ 13 10,660 11,404 △ 744 △ 757

2,410

△ 523

2,587 2,407 180 10,471 11,429 △ 958

2,553 2,505 48 11,314 11,885 △ 571

△ 159

2,534 2,413 121 11,544 12,114 △ 570 △ 449

2,632 2,323 309 11,873 12,341 △ 468

1,212

31,136

(56.6)

160,024

(29.8)

84,304

△ 778

△ 505

△ 864

平成２７年

2,948 2,107 841 12,051 11,680 371

1,225

1,629 3,466 △ 1,837 8,516 8,964 △ 448 △ 2,285

2,939 2,010 929 12,820 12,524 296

1,441

2,950 1,725 1,225 12,528 13,136

増△減(人）

△ 608 617

3,361 1,675 1,686 12,127 12,372 △ 245

※人口の総数及び構成比については、不明人口も含まれているため、数値が合致しない。

区分 自　　然　　動　　態 社　　会　　動　　態
増加人口(人)

出生(人) 死亡(人) 増△減(人） 転入(人) 転出(人)

△ 5,5262,171 2,942 △ 771 8,979 13,734 △ 4,755

10,462 △ 951

1,806 3,287 △ 1,481 9,078 9,088

10,048 △ 7791,889

平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年

△ 10 △ 1,491

２０２０

令和２年

1,576 3,770

72.1

43,183

19.5

(11.0)

(15.3)

52.7

(11.9)

39,736

282,693

平成２２年

人

292,590 294,247

人

34,412
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３．福島市保健福祉センターの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　福島市保健福祉センター

　　　福島市森合町１０番１号

　　　鉄骨・鉄筋コンクリート造、地下１階 地上６階

　　  2,235.93㎡

　　　10,573.16㎡

　　　平成8年度～平成10年度

　　　58億円

◇健康増進室 ◇大会議室

◇保健指導室・栄養指導室・調理実習室

◇乳幼児健診ホール ◇親と子の広場 ・ 市民の健康づくりのための健康教室、

・ ・ 生活習慣改善指導、食生活改善指導など

・ ◇ボランティアルーム

・ 保健ボランティアの育成、指導

◇保健総務課 ◇保健予防課

◇衛生課 ◇健康推進課

３階 ○福島市医師会事務局

○福島市在宅医療・介護連携支援センター

○福島市社会福祉協議会 ◇こども政策課
〇中央地域包括支援センター（市社協） ◇こども家庭課

◇幼稚園・保育課

○在宅福祉サービスセンター（市社協） ◇こども発達支援センター

１階 ○デイサービスセンター(市社協） ◇休日救急歯科診療所(日曜、祝日、年末年始) １階

・ 受付9:00～11：30、13：00～16：30

◇防災機能 地下

・ 防災センター

・ 地下貯水槽（災害時の防災用水、飲料水） 301ｔ

玄関ホール

地下

乳幼児健診事後教室など

３階

２階 ２階

４階 ４階乳幼児健診診査 センターに訪れた
親と子が気軽に遊
びに来れるスペー
ス

５階 ５階（休止中）

６階

名 称

所 在 地

構 造 ・ 規 模

総 事 業 費

建 築 面 積

延 床 面 積

工 期
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　　　検査棟・犬猫保護施設

　　　福島市森合町１０番１５号

　　　鉄骨・鉄筋コンクリート造、地上２階

 　　 607.55㎡

　 　 1030.14㎡

　　　平成28年度～平成29年度

　　　5.2億円

◇犬猫相談室 ◇衛生課検査室

１階 　犬舎・猫舎 １階

建 築 面 積

名 称

所 在 地

構 造 ・ 規 模

延 床 面 積

工 期

総 事 業 費

２階 ２階◇微生物検査室 ◇理化学検査室

福島
ふれあい
パーク

福島高校
㊫

福島保育所

13

福島中央
郵便局
〶

保健所事務室
（福島市保健福祉センター
２・３階）

検査棟及び
犬猫保護施設

至郡山市

至米沢市
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４．組織図（令和５年４月１日現在） 

課長　　　１

【兼】 主幹　　　１

1 1

室長　　　１

課長　　1【1】

課長　　　１

課長　　　１

【】内は福島県からの派遣職員数（再掲）

主幹　　　１

こども政策課
（係省略）

こども家庭課
（係省略）

幼稚園・保育課
（係省略）

こ

ど

も

未

来

部

次

長

こ

ど

も

未

来

部

長

地域保健第二係

保健予防課

健康推進課

地域医療政策室

健

康

福

祉

部

長

検査室

検診予防係

難病支援係

感染症対策係

健康増進係

地域保健第一係

医事薬事係

衛生課 生活衛生係

食品衛生係

動物愛護係

総務管理係

保健企画係

放射線健康管理係

地域医療係

保

健

所

副

所

長

保
健
所
長

保健総務課

共生社会推進課
（係省略）

生活福祉課
（係省略）

障がい福祉課
（係省略）

長寿福祉課
（係省略）

介護保険課
（係省略）

福祉監査課
（係省略）

健

康

福

祉

部

次

長

3

3

3

3

7

【1】

8

12

13

7

9

【1】

4

6

【1】

8

ワクチン接種
業務担当

7

夜間急病診療所

休日救急歯科診療所

（障害者歯科診療所）

5

10
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備考

医

師

農

芸

化

学

技

師

化

学

技

師

薬

剤

師

管

理

栄

養

士

放

射

線

技

師

獣

医

師

保

健

師

看

護

師

臨

床

心

理

士

歯

科

衛

生

士

臨

床

検

査

技

師

精

神

保

健

福

祉

士

小

計

[保健所]

　所長 1 1

　副所長 1 1

　医長 1 1

　保健総務課 13 6 1 20 ※薬剤師1名県より派遣

　衛生課 2 15 1 6 3 27
※技師2名県より派遣

※薬剤師1名県より派遣

　保健予防課 15 17 32

　健康推進課 2 3 29 34

合計 32 2 15 1 12 3 3 48 116

（令和５年４月１日現在）

　　　　　　職　種

課　名

事

務

吏

員

技術吏員
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５．市制の沿革 

 
編 入 面 積 編 入 後 の 面 積

（k㎡） （k㎡）

明治40年 4月 1日 市制施行（全国で５９番目） － 8.82

信夫郡　 渡利村 17.49

　 　　　　 杉妻村 12.04 38.35

昭和22年 3月10日 　　　　 清水村 9.20

　 　　　   岡山村 13.09

　 　　　   鎌田村 6.55

　　　　 瀬上町 3.55 70.74

昭和29年 3月31日 　　　　 余目村 7.14 77.88

昭和30年 3月31日 　　　   大笹生村 43.78

　　　　 笹谷村 5.02

　　　   吉井田村 4.52

　　   　荒井村 12.57

　　　   土湯村 57.69

伊達郡霊山町の一部（大波） 16.13 217.59

昭和30年 7月10日 伊達郡 　立子山村 14.58 232.17

昭和31年 9月30日 信夫郡　 佐倉村 24.47 256.64

昭和32年 7月 1日 信夫郡吾妻村の一部（野田） 1.88 258.52

昭和39年 1月 1日 信夫郡　 飯坂町 270.09 528.61

昭和41年 6月 1日 　　　   松川町 64.28

　 　　　　 信夫村 41.17 634.06

昭和43年10月 1日 　　　　 吾妻町 111.80 745.86

昭和47年11月15日 安達郡安達町から境界変更により編入 0.01 745.87

　 福島市の一部を境界変更により安達町へ

昭和49年 5月 1日 安達郡安達町から境界変更により編入

福島市の一部を境界変更により安達町へ

昭和49年12月 1日 伊達郡桑折町から境界変更により編入

福島市の一部を境界変更により桑折町へ

昭和50年 5月 1日 安達郡安達町から境界変更により編入

福島市の一部を境界変更により安達町へ

昭和51年 9月 1日 安達郡安達町から境界変更により編入

平成元年11月10日 国土地理院の測量成果により面積修正 0.62 746.48

平成 9年 9月 1日 福島市の一部を境界変更により霊山町へ △ 0.05 746.43

平成20年 7月 1日 伊達郡飯野町を合併により編入 21.31 767.74

※ △は減

編 入 年 月 日 編　　入　　町　　村

△ 0.01 745.86
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６．関係組織の沿革 
明治 40. 4 
昭和 10. 6 

26. 9 
27. 3 

30 
30．3 

4 
10 
12 

32．4 
5 

38．5 
39．5 

 
7 

40．3 
7 

41．4 
6 

43.12 
45．3 

4 
12 

46．1 
3 

47．3 
4 

48．4 
7 

48．8 
50．7 
53．4 
54．9 

10 
56．4 
61．6 

平成 元．3 
2．9 
3．4 
3.10 
3.12 
5．3 
5．4 
5.12 
7．4 
8．6 

9 
10．8 

10 
 
 

11. 4 
12. 3 
13.10 
15. 4 

 
18. 9 
20. 4 

7 
22．3 
23．4 
23.10 
25．3 
25．4 
27．3 
27．4 
28．4 
29. 3 
29. 3 
30．4 

 
 
 

30．4 
31. 4 

令和 2. 4 
3. 4 

 

 市制施行 
 立子山診療所開設 
 水原診療所開設 
 岡山診療所開設 
 厚生部衛生課となり、庶務係・予防係・清掃係となる。 
 下川崎診療所開設 
 大笹生診療所開設 
 土湯診療所開設 
 水保診療所開設 
 荒井診療所開設 
 大波診療所開設 
 茂庭診療所委託診療 
 機構全面改正により、民生部衛生課となり、環境衛生係と清掃係となる。 
 衛生課予防係と社会課年金係を吸収、保健年金課を新設 
 支所駐在保健婦、本庁に集中管理 
 荒井診療所直営廃止 
 隔離病舎開設する。入江町に１４室（５０床） 
 岡山診療所直営廃止 
 平田診療所開設 
 水保診療所直営廃止 
 立子山診療所直営廃止 
 保健年金課より予防係が衛生課に移管する。 
 大笹生診療所直営廃止 
 大笹生診療所委託診療 
 大波診療所直営廃止 
 平田・土湯診療所直営廃止 
 平田・土湯診療所委託診療 
 下川崎診療所直営廃止 
 機構全面改正により、生活環境部保健衛生課となり、保健年金課より保健係を移管する。 
 下川崎診療所委託診療 
 夜間急病診療所開設 
 国の“国民健康づくり”施策に伴い、国保保健婦並びに設置費を一般会計に移管する。 
 水原診療所直営廃止 
 水原診療所委託診療 
 機構改正により、生活環境部が市民部となる。 
 機構の一部改正により、環境衛生係が庶務係となり、予防係と市民医療係を合わせ、市民健康係となる。 
 土湯診療所委託診療廃止 
 大笹生診療所委託診療廃止 
 機構の一部改正により、保健指導係が保健指導室になり、同時に４大支所の保健婦を引き上げ一元化した。 
 平田診療所委託診療廃止 
 茂庭診療所の建築・移転 
 夜間急病診療所の建築・移転 
 機構改正により、市民部保健衛生課が健康福祉部市民健康課となり、市民健康係・保健第一係・保健第二係となる。 
 下川崎診療所委託診療廃止 
 機構改正により、市民健康係・母子保健係・成人保健係・高齢者保健係の４係体制となる。 
 保健福祉センター（仮称）の基本設計・実施設計完了 
 保健福祉センター（仮称）着工 
 保健福祉センター（仮称）竣工 
 保健福祉センター開設 保健福祉総合情報システムの導入 機構改正により、健康福祉部保健福祉センター生涯 
健康課となり、市民健康係・母子保健係・成人保健係の３係体制となる。 
 夜間急病診療所の移転開設（保健福祉センター内） 休日救急歯科診療所開設（保健福祉センター内） 
 隔離病舎の廃止 
 水原診療所委託診療廃止 
 福島市保健計画（ふくしまし健康プラン）の策定 
 機構改正により、健康福祉部保健福祉センター健康推進課となる。 
フレキシブルフラット制導入により健康企画・母子保健・成人保健・地域保健の４グループ制となる。 
「新ふくしまし健康づくりプラン 2006」の策定   
グループ制を廃止し、係制へ移行。地域医療対策室を設置する。 
飯野町との合併に伴い、福島市保健福祉センター飯野分館を開設 
「福島市食育推進計画」の策定 
機構改正により、飯野分館を廃止 
機構改正により、健康福祉部内に放射線健康管理室を設置する。 
「ふくしまし健康づくりプラン 2013」の策定 
機構改正により、放射線健康管理室が企画管理係・業務係の２係体制となる。 
機構改正により、長寿福祉課が本庁舎へ、児童福祉課が保健福祉センターへそれぞれ移転 
機構改正により、放射線健康管理室が課体制へ、児童福祉課が子育て支援課・こども育成課の２課体制となる。 
機構改正により、子育て支援課がこども政策課となり、健康推進課母子保健係がこども政策課へ。こども未来部が
新設し、こども政策課・こども育成課の１部２課体制となる。 
「第 2 次福島市食育推進計画」の策定 
「ふくしまし健康づくりプラン 2018」の策定 
中核市移行に伴い保健所を設置。これに伴う機構改正により、保健所内に総務課、衛生課、健康推進課、放射線健
康管理課を設置。健康推進課に健康増進係、感染症対策係、成人保健係、地域保健第一係、地域保健第二係の５係
体制になる。 
夜間急病診療所が移転（上町テラス） 
機構改正により、こども育成課が幼稚園・保育課となる。 
機構改正により、こども家庭課を新設する。 
機構改正により、保健予防課を新設し、放射線健康管理課を保健総務課に統合する。保健総務課内に地域医療政策
室を新設し、地域医療係、医事薬事係の２係体制となる。また同課内に保健企画係を新設。 
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７．事務分掌 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

課名 係名 事務分掌

　１　保健所事業の総括調整に関すること。

　２　保健福祉センターの施設管理に関すること。

　３　保健福祉センターの修繕・工事に関すること

　４　「保健衛生事業の概要」に関すること。

　５　母体保護法に関すること。

　１　保健師の統括に関すること。

　２　保健所運営協議会に関すること。

　３　保健所内及び保健師の人材育成に関すること。

　４　健康危機管理の調整に関すること。

　５　実習の受け入れに関すること。

　６　保健衛生情報の収集・分析・活用に関すること。

　７　厚生統計調査（保健所所管分）に関すること。

　１　放射線と健康管理に関する広報。

　２　福島市健康管理実施計画に関すること。

　３　福島市健康管理検討委員会に関すること。

　４　ホールボディカウンタ検査（測定）の実施に関すること。

　５　ホールボディカウンタ検査結果等、各種データの作成、
      管理（構築）、運用に関すること。

　６　ガラスバッジによる外部被ばく検査に関すること。

　７　放射線関係の健康講座等の企画、開催。

　８　個人積算線量計の貸出しに関すること。

　９　放射線相談支援事業に関すること。

　10　県民健康調査との連携。

　１　病院、診療所等に関すること。

　２　医療安全支援センターに関すること。

  ３　死体解剖保存法に関すること。

　４　施術所に関すること。

　５　歯科技工所に関すること。

　６　薬事に関すること。

　７　薬物乱用防止に関すること。

　８　衛生検査所に関すること。

　９　医療従事者の免許に関すること。

　10　献血に関すること。

　11　移植医療に関すること。

　１　地域医療確保対策に関すること。

　２　救急医療病院群輪番体制に関すること。（寄附講座含む）

  ３　救急告示病院への助成事業に関すること。

  ４　救急医療の広域化に関すること。

　５　休日在宅当番医制に関すること。

  ６　在宅医療に関すること。

  ７　福島市夜間急病診療所に関すること。

　８　福島市休日救急歯科診療所に関すること。

　９　福島市障がい者歯科診療所に関すること。

　10　茂庭診療所に関すること。

保健企画係

保健
総務課

総務管理係

医事薬事係

地域医療係

放射線
健康管理係
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　１　旅館、興行場、理・美容所、公衆浴場及びクリーニング所に
      関すること。

　２　温泉に関すること。

　３　建築物における衛生的環境の確保に関すること。

　４　家庭用品の規制に関すること。

　５　遊泳用プールに関すること。

　６　専用水道、簡易専用水道、給水施設、飲用井戸等に関すること。

　１　食品衛生に関すること。

　２　食品表示（添加物、アレルゲン等の衛生に関する事項）に
      関すること。

　３　調理師・製菓衛生師に関すること。

　１　動物愛護に関すること。

　２　畜犬の登録及び狂犬病の予防注射に関すること。

　３　化製場等に関すること。

　４　と畜場に関すること。

　５　食鳥処理に関すること。

　１　感染症に係る検体検査に関すること。

　２　食品衛生検査に関すること。

　３　環境衛生検査に関すること。

　１　健康増進事業（がん検診・各種検診を含む）に関すること。

　２　国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者の保健事業に
　　  関すること。

難病支援係 　１　難病対策等に関すること。

　１　感染症に関すること。

　２　結核に関すること。

　３　エイズ及び性病に関すること。

　４　防疫に関すること。

　５　予防接種に関すること。

　１  新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。

  ２　新型コロナウイルスワクチン保管・移送に関すること。

　１　健康づくり事業の企画及び調整に関すること。

　２　健康づくりプラン及び食育推進計画に関すること。

　３　管理栄養士・栄養士の免許に関すること。

　４　歯科保健に関すること。

　５　たばこ対策に関すること。

  １  地域の健康づくり事業に関すること。

  ２  地域母子健康づくり推進事業に関すること。

  ３  こんにちは赤ちゃん事業に関すること。

　４　国民健康・栄養調査に関すること。

　５　特定給食施設に関すること。

　６　栄養改善に関すること。

保健予防課

地域保健
第一係、第二係

健康推進課

ワクチン接種
業務担当

感染症対策係

健康増進係

検査室

衛生課

食品衛生係

動物愛護係

検診予防係

生活衛生係
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８．令和５年度予算及び令和４年度予算決算の状況 

当初予算額 構成率 予算額 構成率 決算額 構成率

保健所計 5,826,054,000 9,025,175,000 6,824,652,305

給与費 職員給与費 796,962,000 833,934,000 797,312,298

中核市派遣職員関連費 派遣職員関連費 42,984,000 47,480,000 44,469,841

保健総務課 1,019,157,000 100.0% 1,045,025,000 100.0% 915,001,124 100.0%

保健企画費 1,066,000 0.1% 1,479,000 0.1% 638,215 0.1%

人材育成事業費 855,000 1,138,000 475,806

情報収集分析事業費 211,000 341,000 162,409

医療確保対策費 433,895,000 42.6% 432,444,748 41.4% 431,860,067 47.2%

地域医療確保対策費 302,078,000 312,368,412 312,034,112

休日在宅当番医制運営事業費 5,293,000 5,293,000 5,293,000

救急医療病院群輪番制運営費補助金 119,510,000 111,419,200 111,419,200

災害時医療確保事業費 1,804,000 ー ー

事務費 3,710,000 3,364,136 3,113,755

若年（AYA世代）がん患者終末期在宅療養支援事業 1,500,000 ー ー

保健衛生諸費 610,000 0.1% 610,000 0.1% 483,595 0.1%

保健福祉総合情報システム運用事業費 462,000 462,000 462,000

地域健康危機管理体制推進事業費 148,000 148,000 21,595

新型コロナウイルス感染症対策費 新型コロナウイルス感染症対策事業費 25,514,000 2.5% 64,368,252 6.2% 41,044,789 4.5%

保健所総務費 4,220,000 0.4% 4,261,000 0.4% 3,439,739 0.4%

保健所運営協議会委員報酬 224,000 224,000 96,000

保健衛生統計調査員報酬 448,000 784,800 784,800

保健衛生統計調査費 1,228,000 889,200 883,815

事務費 2,320,000 2,363,000 1,675,124

医事薬事費 4,900,000 0.5% 5,989,000 0.6% 5,003,029 0.5%

医療薬事許可指導費 546,000 3,398,000 3,166,615

医療薬事推進事業費 700,000 700,000 280,000

医療監視費 3,540,000 1,785,000 1,460,142

薬事監視費 114,000 106,000 96,272

保健福祉センタ－維持管理費 管理費 242,164,000 23.8% 213,788,000 20.5% 123,708,134 13.5%

夜間急病診療所費 夜間急病診療所運営費 219,610,000 21.5% 215,184,238 20.6% 213,074,407 23.3%

新型コロナウイルス感染症対策費 夜間急病診療所運営費 1,965,000 0.2% 3,624,762 0.3% 3,624,762 0.4%

休日救急歯科診療所費 28,155,000 2.8% 29,065,000 2.8% 27,742,255 3.0%

休日救急歯科診療所歯科医師報酬 6,483,000 6,335,000 6,111,900

障害者歯科診療所歯科医師報酬 4,455,000 4,365,000 4,050,000

休日救急歯科診療所運営費 14,822,000 15,776,700 15,228,664

障害者歯科診療事業費 2,395,000 2,588,300 2,351,691

新型コロナウイルス感染症対策費 休日救急歯科診療所運営費 243,000 0.0% 212,000 0.0% 211,100 0.0%

復興事業費 56,815,000 5.6% 73,999,000 7.1% 64,171,032 7.0%

放射線健康管理事業費 44,339,000 52,009,000 47,222,526

妊婦・子ども等の放射線対策事業費 6,074,000 16,068,000 11,596,558

放射線と市民の健康講座開催費 3,585,000 3,244,000 2,721,346

放射線相談支援事業費 2,817,000 2,678,000 2,630,602

58,427,000 100.0% 58,809,000 100.0% 52,025,607 100.0%

生活衛生費 4,256,000 7.3% 3,649,000 6.2% 2,834,711 5.4%

環境営業許可指導費 2,207,000 1,627,000 1,222,169

専用水道等許可事務費 117,000 129,000 24,315

事務費 1,932,000 1,893,000 1,588,227

環境衛生諸費 公衆浴場施設整備事業補助金 ー 2,000,000 3.4% 2,000,000 3.8%

食品衛生費 食品営業許可指導費 3,755,000 6.4% 4,852,000 8.3% 4,569,312 8.8%

動物愛護費 19,081,000 32.7% 18,717,000 31.8% 17,765,939 34.1%

動物愛護管理事業費 17,158,000 16,982,000 16,225,006

畜犬登録事業費 1,923,000 1,735,000 1,540,933

検査費 試験検査事業費 30,307,000 51.9% 20,091,000 34.2% 17,815,731 34.2%

新型コロナウイルス感染症対策費 PCR検査事業費 1,028,000 1.8% 9,500,000 16.2% 7,039,914 13.5%

課
令和５年度 令和４年度

保健所人件費

衛生課

（単位　円）

細目 細々目
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当初予算額 構成率 予算額 構成率 決算額 構成率

保健予防課 3,887,829,000 100.0% 7,019,099,878 100.0% 4,999,911,836 100.0%

保健所指導諸費 4,536,000 0.1% 1,672,000 0.0% 1,478,409 0.0%

会計年度任用職員費 826,000 869,000 862,359

指定難病患者等支援事業費 3,557,000 668,000 560,085

事務費 153,000 135,000 55,965

感染症予防費 10,593,000 0.3% 88,632,450 1.3% 86,451,903 1.7%

感染症診査協議会委員報酬 1,128,000 1,128,000 736,000

感染症予防事業費 2,117,000 2,323,100 1,632,876

結核予防事業費 4,436,000 4,202,160 3,438,459

結核医療費 2,478,000 4,387,450 4,374,225

検査相談等指導事業費 434,000 384,900 64,293

国庫支出金返還金 ー 76,206,840 76,206,050

感染症対策特別促進事業費 感染症対策特別促進事業費 1,119,000 0.0% 404,078 0.0% 147,940 0.0%

新型コロナウイルス感染症対策費 1,880,163,000 48.4% 4,760,797,472 67.8% 2,960,904,050 59.2%

ＰＣＲ検査事業費 316,300,000 680,810,472 590,921,705

医療費 96,120,000 176,080,000 175,680,893

新型コロナウイルスワクチン接種事業費 701,743,000 1,811,907,000 900,901,287

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 766,000,000 2,092,000,000 1,293,400,165

健都ふくしま創造事業費 908,000 0.0% 165,006 0.0% 165,006 0.0%

健康づくり推進費 110,000 67,644 67,644

職域の健康づくり事業費 378,000 97,362 97,362

生活習慣病重症化予防対策事業費 420,000 ー ー

市民検診費 873,825,000 22.5% 881,753,162 12.6% 880,674,706 17.6%

会計年度任用職員費 4,425,000 4,208,000 3,129,544

一般健康診査事業費 173,441,000 174,333,999 174,333,999

がん検診事業費 676,694,000 686,363,549 686,363,549

歯周疾患検診事業費 1,037,000 853,239 853,239

骨粗鬆症検診事業費 10,826,000 8,688,339 8,688,339

健康管理事業費 7,402,000 7,306,036 7,306,036

復興事業費 一般健康診査対象者拡大事業費 97,000 0.0% 1,613,570 0.0% 1,612,820 0.0%

後期高齢者保健事業費 後期高齢者保健事業費 6,409,000 0.2% 4,672,000 0.1% 2,868,838 0.1%

予防接種費 851,165,000 21.9% 890,919,140 12.7% 748,380,414 15.0%

定期予防接種事業費 837,406,000 869,143,140 728,762,632

任意予防接種助成費 13,759,000 15,995,000 13,836,782

国庫支出金返還金 ー 5,781,000 5,781,000

新型コロナウイルス感染症対策費 インフルエンザ感染症拡大防止対策事業費 ー 0.0% 125,056,000 1.8% 70,731,477 1.4%

医療費適正化特別対策事業費 事務費 35,000 0.0% 60,000 0.0% 31,350 0.0%

特定健康診査等事業費 247,412,000 6.4% 245,989,000 3.5% 234,984,085 4.7%

特定健康診査等事業費 247,412,000 235,613,000 224,608,085

県支出金返還金 ー 10,376,000 10,376,000

保健事業費 日帰り人間ドック助成事業費 11,567,000 0.3% 17,366,000 0.2% 11,480,838 0.2%

20,695,000 100.0% 20,827,122 100.0% 15,931,599 100.0%

保健所指導諸費 1,786,000 8.6% 1,954,000 9.4% 582,839 3.7%

国民健康・栄養調査員報酬 452,000 406,000 224,100

国民健康・栄養調査費 1,118,000 1,296,000 264,593

健康・栄養推進事業費 216,000 252,000 94,146

母子保健費 2,748,000 13.3% 2,873,000 13.8% 2,812,020 17.7%

こんにちは赤ちゃん事業費 2,522,000 2,350,780 2,299,430

地域母子健康づくり推進費 226,000 82,220 72,590

国庫支出金返還金 ー 440,000 440,000

健都ふくしま創造事業費 16,161,000 78.1% 16,000,122 76.8% 12,536,740 78.7%

健康づくり推進費 1,578,000 1,650,000 595,567

健都ふくしま創造市民会議開催費 405,000 474,000 311,486

歯と口腔の健康づくり推進事業費 425,000 388,150 332,023

子どものむし歯予防対策事業費 1,636,000 1,377,000 813,830

食育推進事業費 766,000 781,000 536,716

食環境整備事業費 2,999,000 2,837,000 2,746,088

受動喫煙対策事業費 5,428,000 5,865,850 5,477,249

地域の健康づくり事業費 2,924,000 2,627,122 1,723,781

※令和4年度予算額は、最終的な予算現額を計上。

健康推進課

課
令和5年度 令和4年度

細目 細々目
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保健総務課 
 

事業名 事業概要 

保健所運営協議会事業 

保健、医療及び生活衛生に関する総合的な施策を推進するため下記事項を審

議する。 

①地域保健及び保健所の運営に関すること 

②保健医療体制の整備に関すること 

③その他保健、医療及び生活衛生に関する総合的な施策の推進に関する事項 

保健衛生統計調査事業 
各種保健衛生統計調査を行うことにより、人口及び厚生労働行政施策の基礎

資料を得る。 

人材育成事業 
福島市人財育成基本方針、福島市保健師現任教育の手引き及び福島市保健所

運営基本方針に基づき、保健・衛生・医療事業に携わる人材の育成を図る。 

情報収集分析事業 
科学的根拠に基づく政策的な保健衛生活動を推進するため、保健・衛生等の

分野で保有する情報の収集と分析、解析を行う。 

地域健康危機管理体制推

進事業 

あらゆる健康危機事例に対応できるよう、マニュアルの整備や研修・訓練等

の実施により、体制整備を図る。 

放射線健康管理事業 

市民の放射線に対する不安軽減を図るとともに健康管理を行うため、移動式

ホールボディカウンタによる検査や、委託検査機関等と連携した内部被ばく

検査を行う。 

妊婦・子ども等の 

放射線対策事業 

市民の放射線に対する不安軽減を図るとともに健康管理を行うため、希望す

る全ての市民にガラスバッジ（積算線量計）を配布し、個人の外部被ばく量

を測定・分析するとともに、１６歳以上の方には電子式積算線量計を貸し出

す。 

放射線と市民の健康 

講座開催事業 

放射線に対する正確な情報の提供や健康不安の軽減を図るため、健康づくり

をテーマとした講座等を開催する。 

放射線相談支援事業 

相談員を配置し、放射線の健康不安軽減を目的に実施する講座や座談会等で

市民からの相談に応じる。 

また、地域で実施する「内部被ばく検査」において、検査の目的やその結果

の捉え方を個別に説明し、市民の理解を促す。 

地域医療確保対策事業 

医師、看護師不足などの課題に対応するため、地域医療確保対策事業を実施

する。 

①地域医療対策協議会    

②特定診療科医師研究資金貸与事業 

③福島県立医科大学における寄附講座の開設 

④救急告示病院運営費補助  

⑤臨床研修医の充実に伴う補助事業 

⑥救急安心センター（#7119 救急電話相談）事業 

休日在宅当番医制 

運営事業 

市医師会に委託して休日在宅当番医制を実施し、日曜・祝日・年末年始の昼

間における初期救急医療を確保する。 
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救急医療病院群輪番制運

営費補助事業 

初期救急医療に対する後方医療機関として、市内の 11 病院が輪番制により土

曜日午前及び午後、休日昼間及び毎夜間の救急医療を確保する。 

夜間急病診療所運営事業 夜間における急病患者に対し、応急的な診療を確保する。 

休日救急歯科診療所運営事業 休日における急病患者に対し、応急的な歯科診療を確保する。 

障がい者歯科診療事業 心身に障がいをもつ患者に対し、歯科診療を確保する。 

若年（AYA 世代）がん患者 

終末期在宅療養支援事業 

介護保険が適用にならない若年がん患者が終末期を自宅で過ごす際の、介護

サービス等の経済的負担軽減を図る。 

茂庭診療所運営支援 
市医師会による診療所運営終了後は石井医師により診療を継続し、地域住民

の医療確保を図る。 

災害時医療確保事業

（新） 

福島市医師会との災害時の医療救護活動に関する協定に基づき、応急医療資

機材を整備するもの。 

新型コロナウイルス 

感染症対策事業 

５類感染症へ移行後の感染拡大時に対応するため、臨時発熱外来を開設する

医療機関に対する助成金や院内クラスターによる救急輪番病院代替に対する

給付金を交付する。 

医療機関立入検査事業 

①医療法等に基づく病院･診療所等の許可及び届出等の事務処理を行う。 

②医療機関に対して立入検査を実施し、医療法等関係法令に適合しているこ

とを確認し、適切な医療安全体制の確保を指導する。 

医療安全支援センター 

運営事業 

①地域における医療安全確保のため、患者等から医療に関する苦情･相談を受

け、助言や情報提供等を行い、患者等と医療機関との信頼関係構築の支援を

行う。 

②センターの適切な運営を確保するため、協議会を開催し、センターの運営

方針や地域における医療安全の推進のための方策等を検討する。 

③医療安全体制の確保及びその取り組みを推進し、医療安全に対する医療従

事者の資質の向上を目的とし、医療安全研修会を開催する。 

薬事監視事業 

①医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に

基づき、薬局や医薬品販売業等の許可及び届出等の事務処理を行う。 

②薬局等に対して立入検査を実施し、関係法令に適合していることを確認し、

医薬品の安全･適正使用の徹底を図る。 

③衛生検査所に対して臨床検査技師等に関する法律に基づく立入検査を行

う。精度管理の質的向上を図るため、専門委員会を開催する。 

薬物乱用防止事業 

薬物乱用の弊害等について普及啓発を図り、薬物乱用を許さない社会環境づ

くりを推進するため、市内小中高校、大学等へ薬物乱用防止教室の講師を派

遣する。 

献血推進事業 

県献血推進計画に基づき、県及び血液センターと連携し、献血の推進を図り、

献血目標量の達成に努める。 

また、街頭キャンペーンや事業所訪問を実施し、献血思想の普及啓発を行う。 

骨髄ドナー登録推進 

福島県骨髄バンク推進連絡協議会と連携し、献血併行型骨髄バンクドナ 

ー登録会を開催する。 

また、骨髄ドナーに対し助成金を交付し、ドナーとその家族の負担軽減を図

ることにより、骨髄等移植の推進及びドナー登録の増加を図る。 
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衛生課 
 

事業名 事業概要 

生活衛生指導事業 

生活衛生関係営業施設等における衛生環境を確保するため、各種事業を実

施する。 

①生活衛生関係営業施設等に対する許認可 

②生活衛生関係営業施設等の監視指導 

③営業者等に対する各種啓発事業 

④家庭用品試買試験検査事業   

⑤そ族昆虫等の相談等 

食品衛生推進事業 

食品の安全性を確保し、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するた

め、各種事業を実施する。 

①食品営業施設に対する許可 

②福島市食品衛生監視指導計画に基づく、食品関係施設の監視指導及び食

品検査のための収去 

③食中毒の原因究明と拡大防止対策 

④事業者、消費者に対する食中毒予防の啓発 

狂犬病予防事業 

狂犬病予防法に基づく犬の登録と狂犬病予防注射に関する事務、狂犬病予

防に関する普及啓発を行う。 

①狂犬病予防注射の実施と注射済票の交付 

②犬の登録と鑑札の交付   

③広報誌、チラシなどによる広報活動 

動物愛護管理事業 

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく犬猫の保護管理に関する事業、

動物の適正な飼養・保管に関する普及・啓発事業を実施する。 

①飼い犬、飼い猫の引き取り、放浪犬等の捕獲抑留、負傷動物の保護、犬・

猫の譲渡 

②飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成事業 

③動物愛護普及啓発事業 

④動物取扱業者の登録・届出事務、監視指導 

⑤特定動物の飼育者に対する許可、監視指導 

試験検査事業 

公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって市民の健康な生活を確保するた

め、各種検査事業を実施する。              

①市内に流通している食品の規格基準等の検査          

②食中毒（疑いを含む）事案に係る病因物質特定のための検査   

③感染症に関わる検査（新型コロナウイルスを除く） 

④生活科学に関わる検査   

⑤便及び食品等の一般依頼検査 

PCR 検査事業 新型コロナウイルスの PCR 検査を実施する。 
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保健予防課 
 

事業名 事業概要 

指定難病患者支援 

事業等 

①福島県特定医療費支給認定実施要綱に基づく、医療費助成制度の申請受

付・進達業務 

②難病特別対策推進事業実施要綱に基づく、相談支援、医療相談会 

等の難病患者地域支援対策推進事業 

③遷延性意識障がい者治療研究事業 

④スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療事業 

⑤先天性血液凝固因子障害治療研究事業 

⑥原子爆弾被爆者の援護に関する事業 

予防接種事業 

個別による予防接種の実施 

①予防接種法に基づく定期予防接種 

②任意予防接種 

 おたふくかぜ、大人風しん（妊娠関連） 

結核予防事業 

結核のまん延防止対策の実施 

①結核に関する正しい知識の普及啓発 

②感染症診査協議会 

③結核医療費公費負担 

④患者の相談、服薬継続支援等の治療支援 

⑤患者家族等に対する相談や健康診断の実施 

感染症予防事業 

①感染症に関する正しい知識の普及啓発 

②感染症発生動向調査事業 

③感染症の調査、指導 

④ウイルス等の行政検査 

⑤患者、家族等への相談、支援 

検査相談等指導事業 

①エイズ・性感染症・肝炎等に関する普及啓発事業 

②エイズ・性感染症・肝炎についての相談及び検査事業 

③肝炎治療等公費負担申請 

がん検診事業 

①胃がん、大腸がん、肺がん、前立腺がん、子宮頸がん、乳がんの検診を実

施 

②県外避難者健康診査（胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がん、乳がん）

を実施 

③がん検診受診率向上のための受診勧奨、周知広報、乳がん早期発見啓発事

業を実施 

一般健康診査事業等事業 
一般健康診査（生活保護受給者、後期高齢者）、骨粗しょう症検診、肝炎ウ

イルス検診、歯周病検診を実施する。 
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国保特定健康診査等 

事業 

①国保特定健康診査、特定保健指導 

②特定健康診査、特定保健指導未受診者対策事業 

③国保人間ドック要医療受診勧奨保健指導 

④糖尿病性腎症重症化予防保健指導事業 

⑤生活習慣病重症化予防連携プログラムによる事業 

⑥国保関連健康教育事業、地域包括ケア推進事業 

⑦国保日帰り人間ドック助成事業 

高齢者の保健事業と 

介護予防の一体的事業 

①糖尿病性腎症重症化予防事業 

②高齢者のフレイル対策事業 

新型コロナウイルス 

ワクチン接種事業 

予防接種法第 25 条第 1項の規定による、新型コロナウイルスワクチン接種

について、医療機関による個別接種及び集団接種により実施する。 

新型コロナウイルス 

ワクチン接種体制 

確保事業 

新型コロナウイルスワクチン接種について、市民への接種が迅速かつ安全

に実施できる体制を確保する。 

 

保健予防課・健康推進課 
 

【健都ふくしま創造事業】 

ふくしまし健康づくりプラン 2018 に基づき、健康寿命を延伸し、すべての市民が地域で健やかに暮らせ

る「健都ふくしま」の実現をめざし、「一人ひとりの健康を応援する環境づくり」「地域の健康づくり」「職

場の健康づくり」の３本柱を基本方針として、市民総ぐるみの健康づくり運動を推進する。 

下記の（１）～（10）の事業を実施 

事業名 事業概要 

（１）健都ふくしま 

創造市民会議 

幅広い市民団体及び関係団体・企業等で構成し、「健都ふくしま」の実現を

めざし、市民が一体となった健康づくりの推進と機運の醸成を図る。 

（２）健康づくり 

推進事業 

(健康推進課） 

①ふくしまし健康づくりプラン 2018 に基づき、市民一人ひとりの基本的な

生活習慣づくりや市民・地域・行政が一体となった健康なまちづくりを推

進するための事業を実施する。 

②福島市健康づくり推進協議会 

③福島市健康づくりポイント事業 

④保健計画推進事業 

（３）歯と口腔の健康 

づくり推進事業 

（健康推進課） 

①福島市歯と口腔の健康づくり推進条例に基づき、関係機関と連携し、市

民の意識向上と主体的な歯と口腔の健康づくりを推進する。 

②福島市歯と口腔の健康づくり推進委員会 

（４）子どものむし歯 

予防対策事業 

（健康推進課） 

子どもたちの健やかな成長を図るため、むし歯予防対策として科学的に効

果が明らかとなっているフッ化物洗口事業を実施する。 

（５）食育推進事業 

（健康推進課） 

①福島市食育推進委員会 

②地域における食育推進事業（親子料理教室） 

（６）食環境整備事業 

（健康推進課） 

①ヘルスメイト養成講座 

②地域における食環境整備事業（「適しお」の推進） 
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（７）受動喫煙対策 

事業 

（健康推進課） 

①福島市受動喫煙防止条例及びガイドラインに基づいた、たばこ対策の実

施 

②福島市受動喫煙防止対策推進委員会 

③受動喫煙による健康影響及び改正健康増進法の周知啓発 

④禁煙支援 

⑤空気のきれいな施設・車両認証事業 

（８）地域の健康 

づくり事業 

（健康推進課） 

地域の健康課題の解決のために、地域住民が主体となった健康づくりを推

進し、健康なまちづくりを目指す取り組みを実施する。 

（９）職域の健康 

づくり事業 

（保健予防課） 

①地域職域連携体制を構築する。 

②職場の健康づくり推進委員会の実施。 

③健康経営支援を推進する。 

（１０）生活習慣病 

重症化予防対策事業 

（保健予防課） 

生活習慣病の包括的なリスク管理として、かかりつけ医と専門医・歯科医

師・薬剤師との連携を強化し、具体的な連携基準や各機関の役割等を明記

したプログラムを策定。プログラムの適切な運用を目指す。 

 

健康推進課 
 

事業名 事業概要 

国民健康・栄養調査 
健康増進法に基づき、指定地区において栄養摂取状況調査、生活習慣調査

及び身体状況調査を行う。 

健康・栄養推進事業 
①特定給食施設における栄養管理に対する指導・助言の実施 

②食品表示法に係る保健事項（栄養成分表示）の相談指導 

こんにちは赤ちゃん事業

（乳児家庭全戸訪問事業） 

生後４か月頃の乳児がいるすべての家庭に、保健師や助産師、こんにちは

赤ちゃん応援隊が訪問し、子どもの健全な成長の支援及び地域の子育て支

援体制の充実を図る。 

地域母子健康づくり推進

事業 

地域と連携・協働し、子育てと健康支援のネットワークづくりを実施する

ことで地域の親子をあたたかく見守り支える地域を目指す。また、地域で

安心して子育てできるように個別・グループで支援を行う。 

 

こども家庭課 

事業名 事業概要 

子育て世代包括 

支援センター事業 

妊娠期からの切れ目のないワンストップ拠点として「子育て相談センター・

えがお」を設置し、保健師、助産師、看護師、保育士、ケースワーカー等の

専門職員が、全ての妊産婦を継続的に把握し、関係機関と連携して妊娠、

出産、子育て期の総合的な相談支援を行う。 

＊Ｒ元年８月より「子育てアプリえがお」による情報発信開始。 

＊Ｒ２年４月より妊娠届出時に専門職による全数面接開始。 

＊Ｒ５年１月より「伴走型相談支援事業」を出産・子育て応援給付金事業

と一体的に開始。 
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妊産婦健診事業 

妊娠届出時に「母子健康手帳」「妊産婦健康診査受診票（妊婦健診 

１５回と産後２週間健診、産後１か月健診の計１７回助成）」を交付、併せ

て、多胎妊婦に対しては、追加健診に係る費用も助成対象とし、母と子の 

健康の保持増進を図る。 

＊Ｒ３年４月より産後２週間健診開始。 

＊Ｒ４年４月より「多胎妊娠への追加健診に係る費用助成」開始。 

新生児聴覚検査事業 

新生児期に医療機関等で実施する聴覚検査（初回検査・確認検査・再確認

検査）にかかる費用を全額助成し、先天性聴覚障がいの早期発見、早期療

育を推進する。  

＊Ｒ３年４月より一部助成から全額助成に拡充。 

産後ケア事業 

心身の不調や育児に不安を持つ産婦、また家族などから十分なサポートを

受けられない産婦等に対し、医療機関等におけるショートステイ、デイケ

ア及びアウトリーチにより産後の身体的回復と心理的な安定を図るととも

に母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支

援する。 

＊Ｒ４年４月より「専門職による乳児家庭アウトリーチ支援」開始。 

ホームスタート事業 

（産前・産後サポート事業） 

妊婦や乳幼児のいる家庭に、研修を受けた地域の子育て経験者が訪問し、

傾聴（親の気持ちを受け止めて話を聴くこと）と協働（親と一緒に家事や

育児、外出などをすること）を行い、親の心の安定と子育て意欲の向上を

生み出すとともに、地域の子育て力の底上げを図る。 

＊Ｒ３年度開始事業。 

乳幼児健康診査事業 

母子保健法に基づき、乳幼児期の健康診査（４か月児、１０か月児、１歳６

か月児、３歳児健診）を実施し、疾病等を早期発見し適切な治療や療育に

つなげるとともに、保健相談等により子どもの健全な発育発達を支援する。 

＊Ｒ２年５月より４か月児健診を集団健診から個別健診へ移行。 

（個別健診：４か月、１０か月  集団検診：１歳６か月、３歳児） 

育児等支援事業 

妊婦教室や離乳食教室等を開催することにより、妊娠、出産、子育てに関

する親の不安を軽減し、子どもの豊かな心と身体の成長を支援する。 

＊Ｒ２年度より県助産師会との共催事業「ﾌﾟﾚﾏﾏ&ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ講座」「おんぶで

食育体験教室」開始。 

＊Ｒ３年度より子育て応援団、(一社)Mather Tree、ふくしま信陵子育て支

援ｾﾝﾀｰの共催により「ふたごひろば」開始。 

母子保健事業 

（健康教育・性と健康の相

談センター事業） 

思春期の健康教育やプレコンセプションケア（女性やカップルを対象とし

て、将来の妊娠のための健康管理を促す取組）等、ライフステージに応じ

た健康支援を実施する。 

（主な事業：思春期健康教育、妊活ｾﾐﾅｰ･相談会等） 

軽度・中等度難聴児 

補聴器購入費等 

助成事業 

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入費

用の一部を助成し、言語の習得や教育等における支援及びコミュニケーシ

ョン力の向上を推進する。 



- 21 - 

 

小児慢性特定疾病 

対策等事業 

小児慢性特定疾病にり患した児童に対し、医療費を助成し、治療にかかる

負担の軽減を図る。また、相談支援や自立支援事業を行うことにより小児

慢性特定疾病児童等の健全育成及び自立支援を図る。 

また、小児慢性特定疾病児童等が治療等のために県外の指定医療機関を受

診する際の交通費を一部助成し、世帯負担の軽減を図る。 

＊小児慢性特定疾病児童世帯交通費助成事業はＲ３年度開始事業。 

妊婦の PCR 検査 

支援事業 

不安を抱える妊婦への新型コロナウイルス検査の費用を助成し、安心して

出産を迎えることができるようにする。また、感染が確認された妊婦に対

しては、一人ひとりに寄り添って産後も継続的な支援を行う。 

＊Ｒ２年９月より開始。 

オンラインによる 

保健指導等事業 

新型コロナウイルス感染拡大時においても、インターネットを通して参加

者同士がつながり、思いを共有し悩みや疑問を解消できる保健指導手段と

して創設した。 

＊令和２年７月より開始。（主な事業：ｵﾝﾗｲﾝﾌﾟﾚﾏﾏ&ﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ教室、ｵﾝﾗｲﾝ離

乳食相談会、小児慢性特定疾病ｾﾐﾅｰ･相談会等） 

 

 



 

    

 

 

 

                                

                                    

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 令和４年度事業実績 
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保健総務課 

１．保健衛生事業 

（１）保健所運営協議会 

【令和４年度予算決算状況 予算額：224 千円 決算額：96 千円】 

医療・衛生・学校関係者や学識経験者、行政機関等で構成する福島市保健所運営協議会を 

開催した。 

○委員数：１５名 

○開催状況： 

開催年月日 内容 

令和５年２月２１日（火） 令和３年度事業報告・令和５年度事業計画・新型コロナ

ウイルス感染症対応の経過について 

 

（２）保健衛生統計調査事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：1,674 千円 決算額：1,669 千円】 

令和４年度は以下のとおり保健衛生に係る統計調査を実施した。 

調査名 調査目的 令和４年度実績 

人口動態調査 人口動態事象（出生・死亡・婚姻・離婚・

死産）を把握し、人口及び厚生労働行政

施策の基礎資料を得る。 

毎月報告 

国民生活基礎調査 保健・医療・福祉・年金・所得等国民生活

の基礎的事項を調査し厚生労働行政に

必要な基礎資料を得るとともに、各種調

査の親標本を設定するために実施。 

調査基準日：６月２日 

調査対象地区数：１５地区 

社会保障・人口問題基

本調査 

人々の生活、家族関係と社会経済状態、

社会保障制度の果たしている機能を把

握し、行政施策の基礎資料を得る。 

調査基準日：７月 1 日 

調査対象地区数：２地区 

医師・歯科医師・薬剤

師統計（２年に１度） 

医師・歯科医師及び薬剤師について、業

務の種別および従事場所等による分布

を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料

を得る。 

届出の時点：１２月３１日現在 

看護職員等業務従事

者届 

（２年に１度） 

看護職員および歯科保健医療業務への

就業者の実態を把握し、保健衛生行政

の推進に資するため実施。 

届出の時点：１２月３１日現在 
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２．人材育成事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：1,138 千円 決算額：476 千円】 

社会構造や疾病構造の変化に伴い高度化、多様化する健康課題に対応し、質の高い地域保健サー

ビスを提供するため、保健・衛生・医療事業に携わる人材育成事業を実施した。 

①  保健業務研修会 

「福島市保健師現任教育の手引き」等に基づき、保健に係わる職員の職場内研修および現任教

育の一環として開催した。 

○開 催 日   令和５年２月７日(火)および１５日（水）１３時３０分～１６時３０分 

〇場 所   保健福祉センター ４階 第一保健指導室 

〇対 象 者   各課所属保健師、保健師所属課および保健所職員 

〇内 容   ・講義「健康なまちづくりとコミュニティアプローチ～保健師の役割と期待～」 

    講師 保健所長 中川昭生 

・ワールドカフェによる共有 

    （両日程とも同じ内容） 

〇参加状況   ２月７日（火）   ４９名（保健師３７、事務職８、専門職４） 

２月１５日（水）  ３９名（保健師３０、事務職１、専門職４） 

 

②  職場外研修派遣 

職務遂行能力の向上と高度な専門知識や技能、新しい知見を習得するため、国立保健医療科学

院等の派遣研修に参加した。 

 〇国立保健医療科学院研修 「保健福祉行政管理分野分割前期(基礎)」 1名 

       〃      「健康増進計画等の推進状況モニタリング分析技術研修」１名 

 〇県外での研修・学会参加  ２研修 ２学会 計６名 

 

③  学会発表 

健康課題に即した調査研究の実績として、下記の学会で演題発表を行った。 

 〇福島県衛生学会 令和５年１０月１３日（木） とうほう・みんなの文化センター 

  演題発表 ２題 
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３．情報収集分析事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：341 千円 決算額：162 千円】 

科学的根拠に基づく政策的な保健衛生活動を推進するため、保健・衛生等の分野で保有する情報

の収集と分析、解析として、今年度は主に新型コロナウイルス感染症について実施した。 

① 新型コロナウイルス感染症に係る情報の収集と分析、解析 

〇市ホームページへ、月ごとおよび感染波ごとの感染状況の掲載 

② 保健情報処理技術を持つ職員の育成 

    〇国立保健医療科学院 「疫学統計研修」 １名 受講 

 

４．地域健康危機管理体制推進事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：148 千円 決算額：22 千円】 

今年度においては、健康危機管理として、新型コロナウイルス感染症に係る体制推進を主に実施

した。 

① 保健所応援体制の整備 

〇庁内応援職員 

２回の研修を行い、年度内延１，８７１名の職員が陽性者への聞き取りや自宅療養管理業務 

等の応援を行った。 

       ・第 1 回研修：令和４年５月１２日（木）市民会館第二ホール（９１名参加） 

       ・第 2 回研修：令和４年１２月５日（月）動画配信による研修 

 〇ＩＨＥＡＴ（福島県新型コロナウイルス感染症等対応人材）の受援 

   第 7 波（令和４年７月１３日～９月１７日） 延９名 ４３回 

第 8 波（令和４年１２月１日～令和５年３月３１日） 延３名 ７３回 

② 健康危機管理に係る人材育成 

災害時における保健医療活動のマネジメント業務ができる人材の継続した育成のため、 

ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム）養成研修に参加した（主任保健師、主任薬剤師 各１名） 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 

 

５．地域医療対策事業 

 （１）地域医療確保対策事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：312,368 千円 決算額：312,034 千円】 

地域医療について、救急医療、医師、看護師不足などの様々な課題に対応するため、地域医療確保

対策事業を実施した。 

①  地域医療対策協議会 

本市の地域医療の課題の整理とその解決方法について検討するため、地域医療対策協議会を開催した。 

○委 員  ７名（市医師会２名、病院長２名、看護協会１名、県１名、県北保健所１名） 

○設 置  平成２４年９月２８日 

○現任期  令和４年９月２８日から令和６年９月２７日まで 

 

 ② 特定診療科医師研究資金貸与事業 

  福島市外から転入し、新たに福島市の輪番病院に従事する医師に研究資金を貸与する。 

 なお、福島市の輪番病院に３年間勤務すれば貸与した研究資金の返還を免除する。 

〇該当診療科 内科、外科、泌尿器科 ※令和２年度より脳神経外科⇒外科 

〇貸与額 ３００万円 

〇実績 

 

      

③ 看護師再就職のための研修補助事業 

   看護の職を離職して概ね２年以上経過した看護師または准看護師免許を取得している方の 

再就職研修を実施する輪番病院に対して、研修実施費用の一部を補助する。 

○対象病院  市内９カ所の輪番病院 

○補 助 額  一人当たり５万円 

○実 績  Ｈ３０（１名）、Ｒ元（１名）、Ｒ２（０名）、Ｒ３（０名）、Ｒ４（０名） 

 

 

 

 

 

 

年 度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

診療科 内科 内科 脳神経外科 ― ― ― ― 

人数 １名 １名 １名 ０名 ０名 ０名 ０名 
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④ 臨床研修医の充実に伴う補助事業 

  市内の臨床研修病院（日赤、大原、わたり病院）が合同で福島市臨床研修ＮＯＷプロジェクトを組 

織し様々な事業を展開している。 

補助対象事業 事業内容 

研修会 著名な指導医等を講師として実施する研修会 

レジナビフェア出展 臨床研修医への病院説明会 

ＩＣＬＳ研修 医療従事者のための蘇生トレーニング研修 

〇臨床研修指定病院マッチング状況 

年 度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

募集定員 １９名 １９名 １９名 

実績人数 １６名 １８名 １９名 

  

⑤ 救急告示病院運営費補助 

  不採算な土日祝日の日中及び夜間のいわゆる輪番体制で救急医療を維持している時間帯の二次

救急医療に要する人件費不足分を補助する。 

〇対象病院 市内９カ所の救急告示病院 

福島赤十字病院 済生会福島総合病院 福島第一病院 あづま脳神経外科病院 

大原綜合病院 わたり病院 福島西部病院 福島南循環器科病院 南東北福島病院 

 

⑥ 福島県立医科大学における寄附講座の開設 

  福島医大の救急医療学の寄附講座を設置し、その所属教員等を輪番病院に派遣し実地研修や研 

修医を対象とした研修会等を実施することにより、福島市の救急医療の強化を図る。（平成２５年５

月開設） 

〇講 座 名 称 地域救急医療支援講座（福島県立医科大学内） 

〇講 座 体 制 教授１名、助手３名、事務員１名 

〇実地研修先 毎週月曜日：大原綜合病院 毎週火曜日：福島赤十字病院 

  １～３木曜日：済生会福島総合病院 ４～５金曜日：福島第一病院 

〇講 習 会 研修医を対象に救命救急、感染症、その他の講習会を実施 

○開 設 期 間 平成２５年度～平成２９年度（５年間） 

延長（継続） 平成３０年度～令和２年度（３年間） 

延長（継続） 令和３年度～令和５年度（３年間） 
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（２）休日在宅当番医制運営事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：5,293千円 決算額：5,293千円】 

休日（日曜、祝日、年末年始）の昼間における急病患者の診療を行うため、福島市医師会に委託 

（昭和４６年４月１日から）し、医療機関が当番制により診療を行った。 

① 診療時間  午前９時～午後５時 

② 診療科目別参加医療機関数（令和４年度） 

診療科目 内科 小児科 
外科・整形

外科 

産婦 

人科 
皮膚科 眼科 

耳鼻咽

喉科 
合計 

医療機関数 ６９ １３ ３６ １４ ９ １４ １４ １６９ 

 

（３）救急医療病院群輪番制運営費補助事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：111,419千円 決算額：111,419千円】 

土曜日午前および午後、休日昼間及び毎夜間における初期診療で対応できない重症患者に対して、

市内の１１病院が輪番制をとり、常時受け入れのできる体制で二次診療にあたり救急医療体制を確保

した。また、同病院群輪番制の円滑な運営を図るため、運営協議会が設置されている。 

 ① 病院群輪番制病院 

大原綜合病院 福島赤十字病院 済生会福島総合病院 福島第一病院 わたり病院 

福島西部病院 福島南循環器科病院 あづま脳神経外科病院 南東北福島病院 

福島県立医科大学附属病院 しのぶ病院(※協力病院・整形外科のみ) 

② 診療時間  ※令和2年度より輪番夜間時間を1時間延長し午後6時を午後5時からとした。 

土曜午前：午前8時30分～午後1時 

土曜午後：午後１時～午後５時        

休日昼間：午前８時３０分～午後５時 

        毎 夜 間：午後５時～翌朝午前８時３０分 

③ 診療科目別受診者数（令和４年度）               

                   （単位：人） 

区分 内科 外科 
循環器 

疾患 

脳 

疾患 

小児

科 

整形

外科 

産婦 

人科 

神経 

精神科 
その他 計 

当番１回

当 た り 

平   均 

入院 556 273 581 675 298 577 233 98 855 4146 7.72 

外来 1639 634 899 1342 1215 1669 106 150 2118 9772 18.20 

計 2195 907 1480 2017 1513 2246 339 248 2973 13918 25.92 
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④ 輪番体制の経過 

 平成14年度 「内科・外科」に「循環器科」・「脳神経外科」追加  

 平成15年度 「小児科」追加 

 平成18年度 「整形外科」追加 

 令和2年度  一部「内科外科」を分割（わたり：内科－南東北：外科） 

 

（４）福島市･伊達地方救急医療病院群輪番制協議会連絡会 

平成３１年３月に福島市輪番協議会･伊達地域輪番協議会･福島市消防･伊達地域消防の４者で救急 

搬送にかかる広域化の協定を締結した。 

令和元年５月に連絡会を設置し、年に２回、協定の円滑な運用について、協議等を行っている。 

 

＜二次救急医療及び救急搬送の広域的対応に関する協定の概要＞ 

・休日夜間等において伊達地方では対応が困難な脳疾患、循環器疾患の患者をダイレクトに福島市の

病院へと搬送し、福島市内の病院はそれを可能な限り受け入れる。 

・伊達地方での軽中傷程度の内科・外科疾患は伊達地方の病院で対応する。 

 

（５）夜間急病診療所運営事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：218,809 千円 決算額：216,700 千円】 

夜間における急病患者に対し応急的な診療を行うため、夜間急病診療所を設置している。 

平成１０年の保健福祉センター開設時に、診療時間を翌朝まで延長し、診療科目に小児科を加え３科

体制とした。 

平成３０年４月１９日に診療所施設の老朽化と狭隘化の問題から上町に診療所を移転し、待合室等

の拡充と施設の充実を図るとともに院外処方を開始した。 

① 名称・所在地  福島市夜間急病診療所（福島市上町５-６ 上町テラスビル２階） 

② 開 設  昭和５０年７月２１日（診療開始）    

③ 診 療 科 目  内科、外科、小児科 

④ 診  療  日  年中無休 

⑤ 診 療 時 間  午後７時～翌朝７時３０分（受付：午後６時３０分～翌朝午前７時） 

        ※令和２年４月１日より診療終了時及び受付時間を３０分短縮した。 
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⑥ 運営体制  運営業務委託－福島市医師会 

 

⑦年度別受診者等状況 

年度 
開設 

日数 

 受    診    者    数（人） 

合計 
一日 

平均 

区  分  別  内  訳 診 療 科 目 別 内 訳 

性  別 居 住 地 内科

系 
外科系 

小児

科 

深夜帯 

（全科） 男 女 市内 市外 

H29 365 14,227 39.0  7,340 6,887 11,744 2,483 4,508 2,714 4,628 2,377 

H30 362 15,357 42.4  7,745 7,612 12,804 2,553 4,899 3,104 4,481 2,873 

Ｒ元 366 14,504 39.6 7,241 7,263 12,074 2,430 4,540 3,037 4,242 2,685 

R2 365  6,756 18.5 3,453 3,303 5,805 951 1,854 2,298 1,368 1,236 

R3 365  7,799 21.4 3,917 3,882 6,656 1,143 2,106 2,345 1,919 1,429 

R4 365  7,895 21.6 3,886 4,009 6,758 1,137 2,026 2,426 1,957 1,486 

 

＜夜間急病診療所の変遷＞ 

昭和５０年７月 御山町２－３８（現福島テレビ社屋） 

平成５年３月 宮下町１－１５（現青少年センター） 

平成１０年１０月 森合町１０－１（保健福祉センター１階、現こども発達支援センター） 

平成３０年４月 上町５－６（上町テラスビル２階） 

 

（６）休日救急歯科診療所運営事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：22,324千円 決算額：21,552千円】 

休日における急な歯の痛みや歯ぐきの腫れ、差し歯などの脱落、入れ歯の破折などの応 

急的な治療・処置を行うため休日救急歯科診療所を設置している。 

① 名称・所在地 福島市休日救急歯科診療所（福島市森合町１０-１ 保健福祉ｾﾝﾀｰ1階） 

 

  準   夜 深   夜 

勤 務 

時 間 

医師       
    午後 7時～午後 11時 

   （小児科医は 10時まで） 
医師    午後 11時～翌午前 7時 30分 

看護師・事務員 午後 6時～午前 0時 看護師・事務員 午前 0時～翌午前 7時 30分 

医 師 ３名（内科系１名、外科系１名、小児科１名） １名（内科系または外科系） 

看護師 ３名（年末年始等繁忙期は増員の場合あり） １名 

事務員 ２名（      〃         ） １名 
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② 開設・診療日・診療時間等 

開  設 平成 10 年 10 月 1 日 

   診療体制 

 歯科医師 １名（５月連休・年末年始は２名） 

 歯科衛生士 ２名（５月連休・お盆・年末年始は３～４名） 

診 察 日 日曜日、祝日、年末年始（１２／３０～１／３） 

診察時間 午前９時～午後５時（正午から午後１時までを除く） 

受付時間 午前９時～午前１１時３０分 、午後１時～午後４時３０分 

 

③ 運営体制 事務管理業務委託―福島歯科医師会、福島県歯科衛生士会福島支部 

④ 受診状況 

年度 

休日救急歯科診療 

開設 

日数 

受診者数（人） 

総数 
一日 

平均 

性  別 居 住 地 

男 女 市内 市外 

Ｈ29 71 957 13.5 522 435 769 188 

Ｈ30 72 891 12.4 474 417 691 200 

Ｒ元 76 1,084 14.3 566 518 851 233 

Ｒ２ 61 643 10.5 368 275 545 98 

Ｒ３ 72 828 11.5 422 406 667 161 

Ｒ４ 73 768 10.5 408 360 612 156 

 

（７）障がい者歯科診療事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：6,953 千円 決算額：6,402 千円】 

歯科治療が困難な障がいのある方の口腔保健の向上を図ることを目的に、平成13年10月から 

障がい者歯科診療事業を行っている。歯科治療が上手に受けられない方でも少しずつ練習を 

積んでいくことで、いずれはお住いの地域の歯科医院で受診できるようになることを目指している。 

① 所 在 地 福島市休日救急歯科診療所（福島市森合町１０-１ 保健福祉ｾﾝﾀｰ1階） 

② 開 設 平成１３年１０月４日（診療開始） 

③ 診 療 日 毎週水曜日及び木曜日（祝日、１２／２９～１／３は休診） 

④ 診療時間 午後１時３０分～午後３時３０分まで（予約制） 

⑤ 診療体制 歯科医師２名 歯科衛生士３名 

⑥ 運営体制 事務管理業務委託―福島歯科医師会、福島県歯科衛生士会福島支部 
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⑦ 受診状況  

年度 

障がい歯科診療 

開設 

日数 

受診者数

（人） 

1 日平均

（人） 

Ｈ29 97 446 4.6 

Ｈ30 97 420 4.3 

Ｒ元 98 419 4.3 

Ｒ２ 92 351 3.8 

Ｒ３ 99 390 3.9 

Ｒ４ 100 434 4.3 

 

（８）茂庭診療所運営支援事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：3,339 千円 決算額：2,465 千円】 

茂庭地区における住民の医療を確保するため、国民健康保険事業直営診療所の廃止後においても、

市医師会による運営（補助金交付）を行っていたが、令和元年７月１日より市医師会に代わり石井彌

医師（石井外科皮フ科院長）により診療を継続している。 

①  名 称 ・所 在 地 茂庭診療所（福島市飯坂町茂庭字西川原８７） 

②  開設日 令和元年７月１日  

③  開設者・管理者 石井 彌（石井外科皮フ科 院長） 

④  診療日 金曜：午後３時～５時、土曜：午前９時～１２時 

⑤  診療科 内科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科 

※市医師会による開設期間は平成7年9月～令和元年6月 

（参考）診 療 科 目 内科・外科 

     診療日・時間 月・土曜日 : 午前９時～正午 木曜日 : 午後２時～５時                    

            

年度別受診者等状況    （単位：人） 

区  分 Ｈ29 Ｈ30 
Ｒ元 

～6/30 

Ｒ元 

7/1～ 
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

受診者数 1,564 1,198 188 288 396 448 453 

１日平均 5.4 4.2 2.6 3.8 3.9 3.6 3.7 
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（９）新型コロナウイルス感染症対策事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：64,368 千円 決算額：41,045 千円】 

① 市保健所の体制整備 

○感染拡大時に、症状のある市民へ抗原検査キットをドライブスルー方式で無料配布し、陽性者登

録の支援までを行うことで、医療機関の負担軽減を図った。 

〇二酸化炭素濃度測定器や消毒液等を多くの市民が利用する支所及び学習センターに配布し、感

染防止対策を求めた。 

② 市内医療体制の整備 

○市内医療機関の協力によりＰＣＲ専用外来を２か所設置し、迅速なＰＣＲ検査と、かかりつけ医を 

持たない発熱患者の診療・検査を行える体制を整備した。 

○院内感染が発生し、救急搬送受け入れができなくなった病院の代わりに輪番病院を担当した 

１０か所の医療機関に対して支援金を交付し、市内の救急医療体制を緊急確保した。 

○多くの医療機関が休診となる年末年始及び日曜日・祝日に臨時発熱外来を開設した医療機関に 

対して、開設協力金を交付し、医療提供体制の維持、確保を図った。 

 

 

６．医事薬事関係業務 

【令和４年度予算決算状況 予算額：5,989 千円  決算額：5,003 千円】 

医療施設や薬局等に対する許認可や監視指導を行い、市民が安心して医療等を利用できる環 

境づくりに取り組んだ。 

（１）医事関係事業 

病院や診療所、助産所、施術所等に対する許認可や監視、指導を実施した。また、医療安全支援 

センターを設置し、医療に関する苦情・心配や相談に対応するとともに、医療安全推進協議会を開催

し、医療安全の推進を図った。 

① 病院・診療所等の施設数（令和５年３月３１日現在） 

 令和４年度 

病院  ２１ 

診療所 
有床  １７ 

無床 ２４１ 

歯科診療所 １３３ 

助産所  １２ 

施術所 ３１６ 

歯科技工所  ６３ 
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② 病院・診療所の病床数（令和５年３月３１日現在） 

 令和４年度 

病院 

精神病床 １,１３２ 

感染症病床     ８ 

結核病床    １４ 

療養病床   ２１５ 

一般病床 ２,８０９ 

合計 ４,１７８ 

診療所 

一般病床   ２２９ 

療養病床     ３ 

合計   ２３２ 

 

③ 病院・診療所等への立入検査件数 

 令和４年度 

病院 ２ 

診療所 
有床 ０ 

無床 ８ 

歯科診療所 ９ 

助産所 ３ 

施術所 １２ 

歯科技工所 ２ 

 

④ 医療相談件数 

１９０件 

 

⑤ 医療安全推進協議会 

開催日 令和５年２月２日 
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（２）薬事関係事業 

薬局などに対する許認可や監視、指導を実施した。 

また、衛生検査精度管理専門委員会を開催し、衛生検査所の検査精度の質的向上を図った。 

① 薬局等の施設数（令和５年３月３１日現在） 

 令和４年度 

薬局 １７２ 

薬局製造販売医薬品製造販売業  １３ 

薬局製造販売医薬品製造業  １３ 

店舗販売業  ５２ 

特例販売業   １ 

高度管理医療機器等販売業･貸与業 ２１１ 

管理医療機器販売業･貸与業 ６１９ 

毒物劇物販売業 

一般  ９８ 

農業用品目  ２６ 

特定品目  ５ 

衛生検査所  ８ 

 

② 薬局等の立入検査件数 

 令和４年度 

薬局 ４６ 

薬局製造販売医薬品製造販売業  ５ 

薬局製造販売医薬品製造業  ５ 

店舗販売業 ２３ 

特例販売業  ０ 

高度管理医療機器等販売業･貸与業 ８９ 

管理医療機器販売業･貸与業 １３ 

毒物劇物販売業 

一般 ４１ 

農業用品目  ６ 

特定品目  ３ 

毒物劇物業務上取扱者（電気めっき事業）  ０ 

毒物劇物届出不要業務上取扱者  ０ 

衛生検査所  ４ 

 

③ 衛生検査精度管理専門委員会 

  開催日 令和５年２月２２日 
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（３）啓発・助成事業 

  ① 薬物乱用防止事業 

   市内の各学校が開催する薬物乱用防止教室に保健所職員を派遣し、教室を支援した。 

〇 薬物乱用防止教室の実施状況 

学校種 
 

令和４年度 

小学校 
回数  １ 

人数 １９（２） 

中学校 
回数  ２ 

人数 ２９３（２３） 

高等学校 
回数  ２ 

人数 ４３３（１８） 

その他 
回数  １ 

人数 ７ 

合計 
回数 ６ 

人数 ７５２（４３） 

 ※ 人数欄の括弧書きは教職員等の人数 

 

  ② 献血事業 

   福島県献血推進計画に基づき、各事業所や地区献血友の会等による献血のほか、広く市民に献 

血思想の普及を図るため、各種奉仕団等の協力による街頭献血を実施した。 

また、７月の「愛の血液助け合い運動」月間の一環として、令和４年７月３日にイオン福島店にて 

街頭献血キャンペーンを実施し、夏場の血液の安定供給に努めた。 

 〇 福島市の献血状況（献血バス） 

年度 献血車運行台数 

（台） 

目標量 

（L） 

献血量 

（L） 

達成率 

（％） 

令和元年度 １４５.０ ２,６１８.８ ２,４９１.６ ９５.１ 

令和２年度 １４２.０ ２,６４０.０ ２,２３１.４ ８４.５ 

令和３年度 １３８.０ ２,５７６.０ ２,１８０.８ ８４.７ 

令和４年度 １４３.２ ２,４９８.２ ２,３７７.０ 95.1 

 

 ③ 骨髄ドナー登録推進事業 

   福島県骨髄バンク推進連絡協議会と連携し、移動献血併行型ドナー登録会を開催した。 

   〇 ドナー登録会の開催状況 

年度 開催回数 登録者数 

令和３年度 １ ４ 

令和４年度 １ ６ 
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７．放射線健康管理事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：73,999 千円  決算額：64,171 千円】 

（１）個人線量計（ガラスバッジ）による外部被ばく線量測定 

① 令和４年９月から１１月までの３か月間の間に個人線量計（ガラスバッジ）による外部被ばく検

査を実施した。 

② 対象者 

・全市民（他自治体からの避難者を含む） 

③ 実施状況（対象者数・申込件数・回収数） 

対象者数 申込件数 申込率 
回収数 

（期限内提出） 

未回収者 

（キャンセル・紛失・損壊等） 

277,963 1,243 0.4％ 1,139 104 

※ 令和５年３月３１日現在 

 

④ 結 果（３か月間測定者の平均値） 

 回収数（人） 
追加被ばく線量平均値 

（ミリシーベルト） 

全年齢 1,139 0.012 

0～15 歳   439 0.005 

16 歳以上  700 0.016 

※この資料は、３か月測定者の人数で集計 

 

⑤ 見 解 

  福島市健康管理検討委員会の検証では、「３か月で測定された線量より推定した年間積算線量か

らは、『将来、放射線によるがんの増加などの可能性は少ない』と判断されます。」との見解をいた

だいた。 

 

（２）電子式積算線量計による外部被ばく線量測定 

① １６歳以上の市民の外部被ばく測定を目的として、電子式積算線量計の貸出し事業を実施した。 

② 貸出し状況 

対象者 貸出し件数(件) 

１６歳以上の市民 0 
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（３）放射線と市民の健康講座事業 

① 福島市の放射線の現状と健康影響について正しい知識と情報を提供し、健康不安の軽減を図

るため、健康講座を開催した。 

② 実施状況・結果 

講 座 内 容 講 師 実施 

回数

(回) 

参加 

人数 

(人) 

会 場（対象） 

講座 １  

医師講演 

「放射線と市民の

健康講座」 

講話・質疑 内科医  1 16 保健福祉センター 

（希望者） 

講座 ２  

個別相談会 

外部・内部被

ば く 線 量 測

定 後 の 医 師

に よ る 個 別

相談 

福島県立医科大

学医師 

0 0 保健福祉センター 

（避難先から戻った方・

外部被ばく線量実測希

望者・避難者支援員等） 

講座 ３  

出前講座（企業職

員・団体職員等） 

講話・質疑 内科医 

保健総務課職員 

0 0 各企業・団体の指定会

場等（各企業職員、会員

等） 

講座 ４  

子どもの健康と放

射線講座（中学生） 

講話・質疑 小児科医 

福島県立医科大

学医師 

保健総務課職員 

3 281 依頼のあった中学校、

各学校体育館等 

（中学生・看護学生等） 

講座 ５  

他課主催協力講座 

講話・質疑 福島県立医科大

学医師 

小児科医 

1 70 こむこむ館 

わいわいホール 

（福島市学習センター運

営審議会委員、川俣町

社会教育員等） 

計 5 367  
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（４）相談員による相談・個別説明 

講座や座談会等で市民からの相談に応じた。また、地域で実施する「内部被ばく検査」において、

検査の目的やその結果の捉え方を個別に説明した。 

 

相談・質問の概要 件数 主な内容 

放射線基礎的事項及び健康不安 33 放射線が体に与える影響と自然発症との関連等 

ホールボディカウンタ検査 19 検査の流れと検査の内容等 

ガラスバッジ及び電子式積算線量計 1 性能諸元及び取扱いと測定結果等 

医療用放射線 1 医療用放射線全般 

食品検査及び食品汚染 6 食品放射能検査及び食品汚染の概要等 

メンタルヘルス 5 災害ストレス及びメンタルヘルス全般 

甲状腺 1 放射線が甲状腺に与える影響と検査関連 

市・行政の取り組み 4 情報提供及び意見具申等 

事故・震災 2 事故の概要及び被災地の状況等 

除染全般 1 除染関連 

計 73  

 

（５）ホールボディカウンタ（ＷＢＣ）による内部被ばく検査 

① 市民の健康不安の軽減を図るとともに、今後の健康管理を目的として、全市民を対象とした

内部被ばく検査を実施した。 

② 検査体制 

（ア）市所有ＷＢＣでの検査 

市では、移動式のＷＢＣを導入し、小・中学校、特別支援学校の巡回検査にあたっている。また、

学校の夏休み、春休み期間を利用し、各地区の巡回検査にあたっている。 

導入機種 キャンベラ社製 ＦＡＳＴＳＣＡＮ 

検査方式  立位式 

設置方式 移動式 

開始時期 １号車：平成 24 年 2 月 

２号車：平成 25 年 9 月 
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（イ）病院または公益法人等で設置するＷＢＣでの検査 

全市民が受検しやすいよう、関係機関と提携して検査にあたっている。 

№ 検査機関名 対 象 者 開始時期 

１ 福島県労働保健センター 
 

(1) 福島市に居住する者 

(2) 平成 23 年 3 月 12 日以降に福

島市内から転出した者 

(3) 市外から市内の事業所又は学校 

等に通勤、通学している者 

平成 23 年 11 月 28 日～ 

２ 福島県 平成 24 年 1 月 23 日～ 

３ 福島赤十字病院 平成 24 年 4 月 9 日～ 

４ あづま脳神経外科病院 平成 24 年 12 月 1 日～ 

５ 済生会春日診療所 平成 25 年 9 月 1 日～ 

６ 医療生協わたり病院 平成 26 年 1 月 1 日～ 

７ ひらた中央病院 平成 23 年 10 月 1 日～ 

  ※ 令和３年４月より、福島赤十字病院及びあづま脳神経外科病院での検査が終了しています。 

※ 令和５年４月より、医療生協わたり病院での検査が終了しています。 

                         

 

※ 検査対象者数は、令和４年３月３１日の住民基本台帳人口 

（住登外、ひらた中央病院を除く者）   （受検者実人数）      （複数回受検者） 

２０３，４１５人   ＝     １１１，４６０人    ＋   ９１，９５５人 

 

※対象者 ２７１，７９８人に対する受検率＝４１．０％ 

③ 実施状況及び結果  令和５年３月末現在 

年 齢 区 分 検    査 

対象者数 

（人） 

検査人数（人） 

累計 
（平成２３年１１月 

～ 令和５年３月末） 
 

再検査 

１０歳未満 19,448 9,807 0 

１０歳代 23,670 88,222 104 

２０歳代 25,499 39,539 249 

３０歳代 28,445 8,001 25 

４０歳以上 174,736 57,846 510 

小 計 271,798 203,415 888 

住登外 

 

2,912 5 

ひらた中央病院 

 

1,183 

 

合  計 271,798 207,510 893 
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④ 結果及び評価 

・受検者全員が預託実効線量※１１ミリシーベルト未満 

・福島市健康管理検討委員会より、「健康に影響を与えるような数値ではない。」との見解を 

いただいた。 

※１ 預託実効線量とは 

 計測された放射性物質の量から推定される、成人では５０年間、子どもでは７０歳までの 

間に体内から受ける線量のことです。  
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衛生課 

１． 生活衛生指導事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：1,627 千円 決算額：1,222 千円】 

（１）生活衛生関係営業施設 

  旅館業、興行場、公衆浴場、理容業、美容業、クリーニング業の生活衛生営業施設は市民の日常生

活に密接に関係しており、衛生水準の維持向上及び営業者による自主的な衛生管理が必要となる。

そのため衛生的環境が必要となる生活衛生営業施設について、許可や届出等の事務を行うとと

もに、これらの施設への監視指導を行った。 

 

 施設数、監視指導件数等の状況 

施設の種類 施設数 新規許可 

確認件数 

廃止施設数 監視指導延

件数 

 

旅館業 

旅館・ホテル 166 2 7 93 

簡易宿所 19 1 1 3 

下宿 0 0 0 0 

興行場 
常設 21 0 0 0 

臨時・仮設 0 0 0 0 

公衆浴場 
普通 1 0 0 2 

その他 52 4 2 44 

理 容 所 291 6 5 29 

美 容 所 618 21 16 44 

 

クリーニング所 

一般 32 0 2 25 

取次所 99 3 24 3 

無店舗取次所 15 0 0 0 

 

（２）理容所、美容所における使用器具類の消毒効果確認検査 

  理容所、美容所で使用される皮膚に接する器具の消毒効果の指標として、ブドウ球菌及び一般細

菌の検査を実施し、その結果をもとに消毒方法等の指導を行った。 

 検査状況 

 検査施設数 改善指導施設数 

理容所 12 5 

美容所 11 3 
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（３）特定建築物 

  店舗や事務所、学校等多数の者が使用し、又は利用する延べ床面積が 3,000 ㎡以上（学校教育

法第１条に規定する学校は 8,000 ㎡以上）の特定建築物について、建築物における衛生的環境

の確保を推進するため、特定建築物の監視指導を行った。 

 

 特定建築物数、監視指導件数等の状況 

施設数 新規届出施設数 廃止施設数 監視指導延件数 

165 0 2 51 

 

（４）浴槽水中のレジオネラ症防止対策事業 

  レジオネラ症の発生防止を推進するため、公衆浴場及び旅館の浴槽水中のレジオネラ属菌検査を

実施した。改善が必要と判断された施設には、適正な衛生管理、自主検査の励行等を指導した。 

  

 検査状況 

施設区分 検体数 検出数 

公衆浴場 2 0 

旅  館 29 5 

計 31 5 

  

（５）温泉に係る指導事業 

  ① 温泉利用施設の許可・監視指導 

 温泉成分等による衛生上の被害を防止するため、公共に浴用、飲用で利用する施設の利用許

可について、審査及び監視指導を行った。 

 

温泉利用施設数、監視件数等の状況 

施設数 新規許可施設数 廃止施設数 監視指導延件数 

141 1 4 81 

 

② 硫化水素含有泉（総硫黄が 2mg/kg 以上含まれる温泉）の入浴施設の立入検査 

   硫化水素による中毒事故を防止するため、硫化水素含有泉利用の入浴施設に対し、硫化水素濃

度の自主測定及び施設管理について指導を行い、立入時に各浴室で硫化水素濃度の測定を行

った。 

    

  硫化水素含有泉利用施設数及び監視指導件数の状況 

硫化水素含有泉利用施設 硫化水素濃度測定延件数 

施設数 浴槽数 施設数 浴槽数 

14 84 14 87 
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（６）遊泳用プール 

  遊泳用プールの衛生確保を図るため、「福島市遊泳用プール衛生管理指導要綱」に基づき、衛生

管理状況等について監視指導を行った。 

  

 遊泳用プール数、監視指導件数等の状況 

施設数 新規届出施設数 廃止施設数 監視指導延件数 

14 0 1 11 

 

（７）コインオペレーションクリーニング施設 

  洗濯機・乾燥機等を設置し利用させるコインオペレーションクリーニング施設について、「福島市コ

インオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱」に基づき、監視指導を行った。 

  

 コインオペレーションクリーニング施設数、監視指導件数等の状況 

施設数 新規届出施設数 廃止施設数 監視指導延件数 

50 4 7 24 

 

（８）家庭用品試買試験検査 

  家庭用品による健康被害を防止する目的で実施する、福島市内で流通する衣類、家庭用の洗剤

で液体状のものについての試買試験検査。 

 

 検査結果 

検査品目 検査項目 検体数 不適合数 

衣類 ホルムアルデヒド（生後２４月以内の乳幼児のもの） 4 0 

衣類 ホルムアルデヒド 

（生後２４月以内の乳幼児のものを除くもの） 
3 0 

洗剤 水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム 2 0 

洗剤 容器試験 2 0 

計 11 0 

 

（９）そ族昆虫等の相談 

  ネズミや衛生・不快害虫の実体顕微鏡による種類鑑別、駆除対策及び発生予防等の情報を提供し

た。 

 

  相談件数 

 種類 ネズミ ハエ ゴキブリ シラミ ダニ ハチ その他 

相談件数 1 0 0 0 0 0 1 
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（１０）水道施設 

  【令和４年度予算決算状況 予算額：129 千円 決算額：24 千円】 

  安全な飲料水が安定的に供給されるよう、専用水道及び給水施設等の立入検査を行い、適正な

水質管理や水道施設の維持管理の徹底を図るよう監視指導を行った。 

  

 

 施設数、監視指導件数 

区分 施設数 監視指導延件数 

専用水道 25 22 

給水施設 14 13 

簡易専用水道 545 44 

準簡易専用水道 539 5 

 

（１１）公衆浴場施設整備事業補助 

  【令和４年度予算決算状況 予算額：2,000 千円 決算額：2,000 千円】 

  公衆浴場の転廃業を防止するとともに、経営の安定と入浴施設の確保を図り、公衆衛生の向上

に資するため普通公衆浴場経営者に対し補助を行った。 
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２．食品衛生推進事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：4,852千円 決算額：4,569千円】 

食品の安全性を確保し、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生法に基づ

き「福島市食品衛生監視指導計画」を策定し、この計画に基づき食品関係施設の監視指導や流通食

品等の収去検査、食中毒等健康危機発生時の対応等を実施した。（新型コロナウイルス感染症の影響

により、一部事業については休止又は縮小） 

 

（１）食品関係施設の監視 

①旧食品衛生法に基づく許可施設数及び監視件数 

営業の種類 施設数 
新規許可 

件 数 

継続許可 

件 数 

廃業 

件数 

監視 

件数 

飲食店営業 1,875 0  0  266 277 

菓子製造業 253 0  0 22 79 

乳処理業 0 0  0  1 2 

特別牛乳搾取処理業 0 0  0  0 0 

乳製品製造業 5 0  0  2 11 

集乳業 0 0  0  0 0 

魚介類販売業 71 0  0  8 118 

魚介類競り売り営業 1 0  0  0 9 

魚肉練り製品製造業 1 0  0  0 0 

食品の冷凍又は冷蔵業 11 0  0  1 18 

かん詰又はびん詰食品製造業               22 0  0  1 13 

喫茶店営業 193 0  0  36 14 

あん類製造業 2 0  0  1 8 

アイスクリーム類製造業 9 0  0  2 13 

食肉処理業 10 0  0  3 5 

食肉販売業 42 0  0  3 45 

食肉製品製造業 3 0  0  0 2 

乳酸菌飲料製造業 1 0  0  2 3 

食用油脂製造業 1 0  0  0 0 

ﾏｰｶﾞﾘﾝ又はｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ製造業 0 0  0  0 0 

みそ製造業 8 0  0  0 6 

しょうゆ製造業 3 0  0  1 6 

ソース類製造業 6 0  0  1 12 

酒類製造業 5 0  0  1 0 

豆腐製造業 9 0  0  0 3 

納豆製造業 0 0  0  0 0 

麺類製造業 17 0  0  5 21 

そうざい製造業 59 0  0 9 53 

添加物製造業 0 0  0  1 0 

食品の放射線照射業 0 0  0  0 0 

清涼飲料水製造業 4 0  0  0 11 

氷雪製造業 4 0  0  0 1 

合 計 2,615  0  0 366 730 
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②改正食品衛生法に基づく許可施設数及び監視件数 

営業の種類 施設数 
新規許可 

件 数 

継続許可 

件 数 

廃業 

件数 

監視 

件数 

飲食店営業 970  647  0 9２  659  

調理の機能を有する自動販売機 4  4  0 2  5  

食肉販売業 22  15  0 0  30  

魚介類販売業 27  18  0 0  42  

魚介類競り売り営業 0  0  0 0  0  

集乳業 0  0  0 0  0  

乳処理業 1  1  0 0  2  

特別牛乳搾取処理業 0  0  0 0  0  

食肉処理業 3  2  0 1  2  

食品の放射線照射業 0  0  0 0  0  

菓子製造業                120  80  0 ３  99  

アイスクリーム類製造業 4  2  0 0  7  

乳製品製造業 2  2  0 0  2  

清涼飲料水製造業 6  4  0 1  6  

食肉製品製造業 1  0  0 0  0  

水産製品製造業 0  0  0 0  0  

氷雪製造業 0  0  0 0  0  

液卵製造業 0  0  0 0  0  

食用油脂製造業 0  0  0 0  0  

みそ又はしょうゆ製造業 2  2  0 0  4  

酒類製造業 1  1  0 0  1  

豆腐製造業 6  3  0 1  5  

納豆製造業 1  1  0 1  2  

麺類製造業 11  7  0 0  12  

そうざい製造業 66  37  0 0  43  

複合型そうざい製造業 0  0  0 0  0  

冷凍食品製造業 2  2  0 0  3  

複合型冷凍食品製造業 0  0  0 0  0  

漬物製造業 6  3  0 0  6  

密封包装食品製造業 13  8  0 0  11  

食品の小分け業 7  4  0 0  3  

添加物製造業 4  4  0 0  6  

合 計 1,279  847  0 101  950  
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③改正食品衛生法に基づく届出施設数及び監視件数 

業種 施設数 監視件数 

旧
許
可
業
種
で
あ
っ
た
営
業 

魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) 170  20  

食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) 229  65  

乳類販売業 499  130  

氷雪販売業 5  12  

コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) 171  1  

販
売
業 

弁当販売業 9  2  

野菜果物販売業 62  169  

米穀類販売業 17  11  

通信販売・訪問販売による販売業 2  0  

コンビニエンスストア 70  15  

百貨店、総合スーパー 50  36  

自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。) 111  0  

その他の食料・飲料販売業 196  55  

製
造
・
加
工
業 

添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除

く。) 

0  0  

いわゆる健康食品の製造・加工業 2  0  

コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) 23  0  

農産保存食料品製造・加工業 11  0  

調味料製造・加工業 9  0  

糖類製造・加工業 0  0  

精穀・製粉業 6  0  

製茶業 4  0  

海藻製造・加工業 1  0  

卵選別包装業 1  0  

その他の食料品製造・加工業 39  11  

上
記
以
外
の
も
の 

行商 5  0  

集団給食施設 172  35  

器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に

限る。) 

15  0  

露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの 0  23  

その他 2  0  

合計 1,881 585 
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（２）食品等の収去検査 

①収去検査結果（乳以外） 

食品種別 

試験 

した 

検体数 

 

不良 

検体数 

 

放射性 

物質検査 

検体数 

（再掲） 

不良理由（延べ数） 

大腸菌

群 
異物 

添加物

使用 

基準 

指定外

添加物 

放射性

物質 
その他 

魚介類 6  0  0       

冷
凍
食
品 

無加熱摂取冷凍食品 12  9 0       

凍結直前に加熱された 

加熱後摂取冷凍食品 

3  
1 0 

      

凍結直前未加熱の加熱後

摂取冷凍食品 

2  
1 0 

      

生食用冷凍鮮魚介類 0  0 0       

魚介類加工品 

（かん詰・びん詰を除く） 

4  2  
0 

      

肉卵類及びその加工品 

（かん詰・びん詰を除く） 

15  5  
0 

      

乳製品 8  4  0       

乳類加工品（アイスクリーム類を

除き、マーガリンを含む） 

0  0  
0 

      

アイスクリーム類・氷菓 7  0  0       

穀類及びその加工品 

（かん詰・びん詰を除く） 

59  39  
0 

      

野菜類・果物及びその加工品（か

ん詰・びん詰を除く） 

86  46  
0 

      

菓子類 49  26  0       

清涼飲料水 4  2  0       

酒精飲料 0  0  0       

氷雪 2  1  0       

水 0  0  0       

かん詰・びん詰食品 0  0  0       

その他の食品 49  19  0       

添加物及びその製剤 0  0  0       

器具及び容器包装 0  0  0       

おもちゃ 0  0  0       

合 計 306  155  0 0 0 0 0 0 0 

 

②収去検査結果（乳） 

食品種別 

試験 

した 

検体数 

 

不良 

検体数 

 

放射性 

物質検査 

検体数 

（再掲） 

不良理由（延べ数） 

大腸菌

群 
異物 

添加物

使用 

基準 

指定外

添加物 

放射性

物質 
その他 

生乳 1   0       

牛乳 2   0       

低脂肪牛乳 0         
加
工
乳 

乳脂肪分３％以上 0         

乳脂肪分３％未満 0         

その他の乳 0         

合 計 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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（３）食中毒発生状況 

№ 発生月日 摂食者数 患者数 原因食品 病因物質 原因施設 

1 4 月 10 日 不明 1 不明 アニサキス 不明 

２ 5 月 23 日 30 3 
5 月 20 日、5 月 21 日に提供された 

食事（加熱不十分な鶏肉を含む食事） 
カンピロバクター 飲食店 

３ 1 月 29 日 不明 105 
1 月 28 日から 1 月 30 日に提供され

た弁当 
ノロウイルス 飲食店 

４ 3 月 18 日 272 31 
3 月 17 日以降に施設で提供された 

加熱不十分な食肉を含む食事 
カンピロバクター 飲食店 

計    140       

 

（４）違反食品等の回収事例 

No. 発生月日 違反等の内容 食品の種類 

1 6 月 14 日 異物混入 アイスクリーム 

2 9 月 6 日 
原材料、原料原産地、アレルゲン、賞味期限、保存方法、 

製造者の表示欠落 
調味料、ジャム 

3 10 月 7 日 品質不良 清涼飲料水 

4 1 月 30 日 表示不適 漬物 

5 3 月 14 日 不適切な温度帯での陳列販売及び不適切な表示 山菜加工品 

 

（５）食品苦情件数 

 
 

（６）食品衛生講習会の開催 

①食品衛生責任者の養成 

区分 養成講習会 

開催回数 3回 

受講者数 334名 

 

②出前講座等の開催 

区分 食品等事業者、従事者 集団給食施設従事者 

開催回数 8回 5回 

受講者数 149名 106名 

件数 比率（％） 件数 比率（％）

21 27.6 40 52.6

6 7.9 15 19.7

2 6 7.9

0 3 3.9

1 2 2.6

3 2 2.6

2 2.6 8 10.5

4 5.3 76

0 0.0

0 0.0

4 5.3

5 6.6

22 28.9

3 3.9

9 11.8

※76

※異物混入の件数を除く

苦情要因分類 施設分類

有症苦情 飲食店営業

異物混入 食品販売業

異

物

混

入

の

内

訳

昆虫類 菓子製造業

毛髪 魚介類販売業

硬質異物 そうざい製造業

軟性異物 家庭

腐敗・変敗 不明

異味異臭 計

変色

食品・器具の取扱

従事者

表示

施設・設備

その他

計

変質
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（７）ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の推進 

区分 食品等事業者、従事者、食品衛生指導員 

開催回数 18回※ 

受講回数 671名※ 

    ※食品衛生講習及び出前講座から上記内容のものを再掲したものを含む 

 

（８）市民等への食品衛生思想啓発のための広報活動 

区分 実施内容 

広報紙（市政だより） ・細菌性食中毒の注意喚起 

・ノロウイルス食中毒の注意喚起 

・有毒植物・毒キノコによる食中毒の注意喚起 

・生食用食肉に関する注意喚起 

・食品衛生月間に関するお知らせ 

食品衛生月間の取組 ８月の１ヶ月間、下記のとおり食中毒予防啓発に取り組んだ 

➢ 保健所庁舎内にポスターとのぼりを掲示 

➢ 市役所関連施設及び大型量販店にポスター配布 

➢ ホームページ、ＳＮＳ，公用車を活用しての食中毒予防の啓発 

➢ ラジオ・庁内放送での食中毒予防の呼びかけ 

 

 

３．動物愛護事業 

（１）狂犬病予防事業 

 【令和４年度予算決算状況 予算額：1,735千円 決算額：1,541千円】 

 狂犬病予防法に基づき、犬の登録及び狂犬病予防注射等の狂犬病予防対策を行った。また、犬の

登録と狂犬病予防注射の必要性について広報・周知を行った。 

  

登録頭数 

(年度末) 

新規登録

頭数 
死亡届出数 注射頭数 

集合注射

頭数 
注射率（％） 

令和３年度 13,140 838 994 8,940 3,736 68.0 

令和４年度 13,096 930 1,089 8,987 ３,11９ ６８.６ 

 

（２）動物愛護管理事業 

 【令和４年度予算決算状況 予算額：16,982千円 決算額：16,225千円】 

① 動物保護管理事業 

 動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法及び福島県犬による危害の防止に関する条例に

基づき、犬猫の引き取り、犬の捕獲、負傷動物の収容保護、収容した犬猫の返還などを行うとともに、

犬猫の譲渡などを行った。 
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○犬の引取頭数等 

  
引取頭数 

   ※ 

返還 

頭数 

譲渡 

頭数 

殺処分 

頭数 

負傷動物 

収容頭数 

咬傷事故

件数 

苦情・ 

相談件数 

令和３年度 41(29) 20 16 3 0 10 25 

令和４年度 30(27) 22 11 0 0 13 37 

 ※（ ）内は収容頭数のうち、狂犬病予防法に基づく犬の捕獲頭数。収容頭数には年度をまたいで

管理している動物を含む。 

○猫の引取頭数等 

  
引取頭数 

   ※ 

返還 

頭数 

譲渡 

頭数 

殺処分 

頭数 

負傷動物 

収容頭数 

苦情・ 

相談件数 

令和３年度 150 0 86 65 10 96 

令和４年度 152 2 104 42 14 51 

※収容頭数には年度をまたいで管理している動物を含む。 

 

② 動物愛護普及啓発事業 

犬猫を最期まで責任をもって飼養する大切さや、猫の不妊去勢手術の実施、室内飼育の徹底、野

良猫への無責任なエサやりの防止など動物の適正飼養に関する普及啓発事業を実施した。 

〇小学校への獣医師派遣事業 ３校 児童 ９８人 

〇譲渡動物写真展 （会場：保健福祉センター等） 

〇市政だより、ホームページ、ポスター・チラシ作成配布による普及啓発 

 

③ 動物取扱業の登録・届出及び特定動物飼養保管の許可 

動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、動物取扱業や特定動物の飼養保管の申請・届出

を受け付けるとともに、定期的に立入調査し、適切な動物の取扱いについて監視指導を行った。 

  また、動物取扱業の動物取扱責任者向けに関係書類を送付した。 

  

 

第一種動物取扱業 第二種動物取扱業 特定動物飼養保管 

登録件数 施設監視件数 届出件数 施設監視件数 許可件数 施設監視件数 

令和３年度 130(14) 91 7(0) 4 2(0) 2 

令和４年度 134(19) 56 10(3) 4 1(0) 0 

件数は、各年度末。（ ）内数値は、新規の件数。  
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４．試験検査業務 

 【令和４年度予算決算状況 予算額：20,091 千円 決算額：17,816 千円】 

   市民の健康な生活を確保するために、市内で流通又は生産している食品の規格基準等の検査、 

食中毒（疑いを含む）に係る病因物質特定のための検査、感染症の発生を予防しその蔓延の防止

を図るための検査及び生活科学に関わる検査等を実施した。 

 

（１）食品収去検査（理化学検査）             

 福島市食品衛生監視指導計画に基づき、理化学検査用に収去された 199 件 275 項目を検査した。 

 

 

 

 

検体区分 

検
体
数  

食品添加物 成分規格 その他 

保
存
料 

品
質
保
持
剤 

着
色
料 

甘
味
料 

発
色
剤 

牛
乳 

乳
製
品 

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類 

清
涼
飲
料
水 

放
射
性
物
質 

カ
ド
ミ
ウ
ム 

魚 介 類 0            

冷 凍 食 品 0            

魚介類加工品 

（かん詰・びん詰を除く。） 
5 4    2     3  

肉卵類及びその加工品 

（かん詰・びん詰を除く。） 
11 12    4     7  

乳・乳製品 9      2 3   4  

乳類加工品（アイスクリーム類を

除き、マーガリンを含む。） 
0            

アイスクリーム類・氷菓 5        5    

穀類及びその加工品 

（かん詰・びん詰を除く。） 
48  5        40 3 

野菜類・果物及びその加工品 

（かん詰・びん詰を除く。） 
48 41  9 13      35  

菓 子 類 35 15         30  

清 涼 飲 料 水 4         2 2  

酒 精 飲 料 0            

氷 雪 1          1  

水 0            

かん詰・びん詰食品 0            

その他の食品 33          33  

      計 199 72 5 9 13 6 2 3 5 2 155 3 

 ※ 1 つの検体に対して複数の項目の検査を実施する場合があるため、検体数の合計は検査 

項目別検体数の合計とは一致しない。 
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（２）食品収去検査（微生物検査） 

  福島市食品衛生監視指導計画に基づき、微生物検査用に収去された 112 件 353 項目を検査した。 

 

 

 

 

検体区分 

検
体
数 

細
菌
数 

大
腸
菌
群 

大
腸
菌 

黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌 

腸
炎
ビ
ブ
リ
オ 

サ
ル
モ
ネ
ラ
属
菌 

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

O157 

乳
酸
菌
数 

ク
ロ
ス
ト
リ
ジ
ウ
ム
属
菌 

リ
ス
テ
リ
ア 

レ
ト
ル
ト
食
品
成
分
規
格 

魚 介 類 6   6 6 6       

冷 凍 食 品 5 5 5          

魚介類加工品 

（かん詰・びん詰を除く。） 
2  2          

肉卵類及びその加工品 

（かん詰・びん詰を除く。） 
4  2 2 2  2   2   

乳・乳製品 7 3 5       2  2  

乳類加工品（アイスクリーム類を

除き、マーガリンを含む。） 
0            

アイスクリーム類・氷菓 7 7 7          

穀類及びその加工品 

（かん詰・びん詰を除く。） 
8 8 3 5 8        

野菜類・果物及びその加工品 

（かん詰・びん詰を除く。） 
18 9 5 13 18 9 4 13 

    

菓 子 類 23 23 23  23  12      

清 涼 飲 料 水 2  2          

酒 精 飲 料 0            

氷 雪 1 1 1          

水 0            

かん詰・びん詰食品 0            

その他の食品 29 24  24 24 9 21     5 

    計 112 80 55 50 81 24 39 13 2 2 2 5 

   ※ 1 つの検体に対して複数の項目の検査を実施する場合があるため、検体数の合計は検査 

項目別検体数の合計とは一致しない。 
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（３）食中毒等検査 

食中毒（疑いを含む）の発生時、原因究明のために食品、ふき取り、発症者便及び調理従事者便

の検査を実施した。微生物検査の結果、黄色ブドウ球菌が 1 事例 2 検体、カンピロバクターが 3 事

例 14 検体、ノロウイルスが 2 事例 15 検体で検出された。 

 

事例Ｎｏ 検査項目 検体種類 検体数 病因物質 陽性検体数 

1 食中毒細菌 
食品 1 

カンピロバクター 
1 

便 5 2 

2 食中毒細菌 便 1 ― 0 

3 
食中毒細菌及び 

ノロウイルス 
便 3 ― 0 

4 食中毒細菌 便 2 カンピロバクター 1 

5 食中毒細菌 便 2 黄色ブドウ球菌 2 

6 ノロウイルス 便 15 ノロウイルス 13 

7 ノロウイルス 便 2 ノロウイルス 2 

8 食中毒細菌 
便 12 

カンピロバクター 
10 

ふき取り 5 0 

 

 

（４）感染症検査 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく積極的疫学調査に係る 

検査を実施した。なお、新型コロナウイルス検査については「５．ＰＣＲ検査事業」を参照。 

  <３類感染症届出に係る調査> 

 

             

 

 

（５）HIV・梅毒即日検査 

ＨＩＶ及び梅毒の早期発見及び早期治療に結びつけるための検査を実施した。                            

検査項目 検体数 

ＨＩＶ抗原・抗体検査 35 

梅毒抗体検査 35 

    

 

検査項目 対象者 検体数 

腸管出血性大腸菌 Ｏ１５７ 接触者 2 
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（６）家庭用品試買品検査 

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づき市内で販売されている有害物質

を含む家庭用品による健康被害防止を目的とした家庭用品の検査を実施した。 

検査項目 検体数 

ホルムアルデヒド 

繊維製品(出生後 24 月以内の乳幼児用のも

の) 

4 

繊維製品(乳幼児用繊維製品を除く) 3 

水酸化ナトリウム又は

水酸化カリウム 
家庭用洗浄剤（液体状） 2 

容器試験（4 項目） 家庭用洗浄剤の容器（液体状） 2 

 

（７）公衆浴場水等の水質検査 

福島市公衆浴場施行条例及び福島市旅館業法施行条例に基づき市内の公衆浴場、旅館等にお

ける浴槽水の細菌検査及び理化学検査を実施した。検査の結果、レジオネラ属菌で 5 件、濁度で

4 件の基準値超過があった。 

検査分類 検査項目 検体数 

浴槽水 

大腸菌群 31 

レジオネラ属菌 31(5) 

濁度 31(4) 

過マンガン酸カリウム消費量 2 

ｐＨ 31 

 ＴＯＣ 29 

（ ）内は不適合件数（内数） 

 

（８）一般依頼検査 

市民等からの依頼に基づき、便及び食品の検査（有料）を実施した。                  

検査分類 検体数 

便・細菌 58 

食品・理化学 0 

 

（９）その他行政検査 

市民等からの苦情等に基づき、食品の放射性物質の検査を実施した。 

 

     

 

 

 

 

検査分類 検体数 基準値を超えた件数 

食品 7 0 
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（１０）外部精度管理 

適正管理運営基準（GLP : Good Laboratory Practice）に基づく試験検査業務の信頼性確

保の一環として外部精度管理調査に参加した。 

 

（ア）理化学検査 

実施機関 試験項目 評価 

福島県衛生研究所 食品化学検査（亜硝酸根） 良好 

一般財団法人 

食品薬品安全 

センター 

重金属検査（カドミウム） 良好 

食品添加物（Ⅰ）着色料 良好 

福島県 

環境創造センター 

放射性物質（セシウム 134 及び

137） 
良好 

一般財団法人 

日本食品検査 

放射性物質(セシウム 134 及び

137) 

ただし、Cs134 は評価の対象外 

良好 

（イ）微生物検査 

実施機関 試験項目 評価 

福島県衛生研究所 
細菌検査（Ⅰ）細菌数 良好 

細菌検査（Ⅱ）黄色ブドウ球菌 良好 

一般財団法人 

食品薬品安全 

センター 

E.coli 検査 良好 

黄色ブドウ球菌検査 良好 

サルモネラ属菌検査 良好 

大腸菌群検査 良好 

厚生労働省 新型コロナウイルス 良好 

 

５．ＰＣＲ検査事業 

  【令和４年度予算決算状況 予算額：9,500 千円 決算額：7,040 千円】 

  市民の安全・安心を確保するために、新型コロナウイルスの検査をリアルタイムＰＣＲ 

法により実施した。 

 

〈指定感染症に係る調査〉 

 

 

 

 

 

検査項目 検体種類 検体数 

新型コロナウイルス 鼻咽頭ぬぐい液 他 1,829 
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＜令和４年度　市民検診（がん検診等）事後フォロー　フローチャート＞

<令和４年度　国民健康保険特定健康診査事後指導フローチャート>

受診勧奨通知

【対象者】 【実施方法】【検診種類】 【事業】

が
ん
検
診

要精検未受診者
受診勧奨

がん検診精密検査未受診者

肝
炎
ウ
ィ
ル
ス

検
診

要精検未受診者
受診勧奨

肝炎ウィルス検診
　　　　要精検未受診の者

受診勧奨通知

骨
粗
鬆
症
検
診

要指導・要精検者
受診勧奨

要指導・要精密検査と
　　　　　　判定された者

事後教室の紹介

国
民
健
康
保
険
特
定
健
診

情報提供
受診者全員

（特定保健指導対象者も含む）

「情報提供」：健診の見方の説明と指導

（個別健診では、健診結果返却時等に実施

   集団健診はチラシにて実施）

 特定保健
 指　　導

動機付け支援対象

「動機付け支援」：概ね１回以上の個別

またはグループ支援

（初回面接と３ヵ月後に再面接、文書等）

積極的支援対象

特定健診未受診者

対策事業

特定健診を継続的に受診していない者

等
通知による受診勧奨

【事業】 【実施方法】【対象者】

「積極的支援」：３ヵ月以上継続的に、個別

またはグループ支援

（初回面接、継続支援後３～６ヵ月後に再面接、文書等）

要医療者
（特定保健指導

以外の保健指導）

血圧、血糖、脂質、eGFRの受診勧奨値

判定の者
電話、訪問等による相談、指導。未受診者には受診勧奨
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①胃がん検診

　対象者　　 令和2年度まで年度内40歳以上　令和3年度より年度内50歳以上原則2年に1回

　内容

　委託機関 集団検診：（公財）福島県保健衛生協会、個別検診：（一社）福島市医師会 （単位：人）

92,142 集団 1,252 10 2 0 48 12 60 83.3%

30 個別 28,108 (3) 24 99 37 733 51 893 94.6%

(31.9%) 計 29,360 (3) 34 101 37 781 63 953 93.8%

92,142 集団 1,076 12 3 1 54 22 70 76.1%

元 個別 27,504 (1) 37 97 58 594 53 786 93.7%

(31.0%) 計 28,580 (1) 49 100 59 648 75 856 91.9%

集団 - - - - - - - -

2 個別 18,716 (0) 26 66 34 409 53 535 91.0%

(20.3%) 計 18,716 (0) 26 66 34 409 53 535 91.0%

集団 - - - - - - - -

3 個別 20,894 (1) 18 92 44 565 43 719 94.4%

(33.2%) 計 20,894 (1) 18 92 44 565 43 719 94.4%

集団 - - - - - - - -

4 個別 22,838 (2) - - - - - - -

(35.4%) 計 22,838 (2) - - - - - - -

＊R3～下記計算式により受診率を算出

　受診率＝（前年度の受診者数）＋（当該年度の受診者数）                 （　）内県外避難者受診数再掲

　－(前年度及び当該年度における２年連続受診者数) ＊令和4年度の精検受診状況は翌年度に集計のため空欄

　／（当該年度の対象者数）×１００

②大腸がん検診
　対象者 年度内40歳以上

　内容 問診及び便潜血検査

　委託機関 個別検診：（一社）福島市医師会 （単位：人）

30 92,142 (2) 2,307 325 61 21 1,216 684 1,623 70.4%

元 92,142 (2) 2,421 427 65 4 1,340 585 1,836 75.8%

2 92,142 (0) 2,018 315 45 2 1,035 621 1,397 69.2%

3 91,926 (5) 1,948 299 44 4 1,112 489 1,459 74.9%

4 92,208 (3) 1,929 - - - - - - -

                （　）内県外避難者受診数再掲

＊令和4年度の精検受診状況は翌年度に集計のため空欄

がんの疑い

のある者

27,945

30,798

精密検査結果別人員

33.4%

30.3%

31,087 33.7%

受診者数

29,896

がんで

あった者

受診率

32.4%

異　常

認めず

要精密
検査者数

29,078 31.6%

＊受診者数：地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省報告）より

精　検
受診者未受診者

がん以外の

疾患であっ

た者

精　検
受診率

年
度

対象者
(受診率)

83,151

92

＊受診者数：地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省報告）より

839

931

588

944

1,016

-

588

-

762

（再）

年
度

対象者

72

762

83,706
-

714

714

92,142

（再）

集団検診：問診及び胃Ｘ線間接撮影

個別検診：問診及び食道・胃Ｘ線直接撮影または内視鏡検査（平成10年度から導入）

精　検
受診者

精密検査結果別人員

がんの疑い

のある者
未受診者

がん以外の

疾患であっ

た者

精　検
受診率異　常

認めず

がんで

あった者

要 精 密
検査者数

受診者数
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 ③肺がん検診
　対象者 年度内40歳以上

　内容

＊喀痰検査条件：年度内50歳以上で喫煙指数６００以上または６ヶ月以内血痰

  委託機関 集団検診：（公財）福島県保健衛生協会、個別検診：（一社）福島市医師会

（再）

集団 18 4 1 10 3 15 83.3%

個別 (2) 887 309 38 415 107 780 87.9%

30 計 (2) 905 313 39 425 110 795 87.8%

集団 0 0 0 0 0 0 －

(38.2%) 個別 3 0 0 0 3 0 0.0%

計 3 0 0 0 3 0 0.0%

集団 29 9 1 12 11 22 75.9%

個別 (0) 892 352 38 396 90 802 89.9%

元 計 (0) 921 361 39 408 101 824 -

集団 0 0 0 0 0 0 －

(38.0%) 個別 2 0 1 0 0 1 50.0%

計 2 － － － － － －

集団 - - - - - - -

個別 (1) 963 370 29 422 117 846 87.9%

2 計 (1) 963 370 29 422 117 846 87.9%

集団 - - - - - - -

(34.1%) 個別 2 0 2 0 0 2 100.0%

計 2 0 2 0 0 2 1

集団 - - - - - - -

個別 (4) 1,071 442 37 472 103 968 90.4%

3 計 (4) 1,071 442 37 472 103 968 90.4%

集団 - - - - - - -

(35.2%) 個別 1 0 0 0 1 0 0.0%

計 1 0 0 0 1 0 0.0%

集団 - - - - - - -

個別 (2) 934 - - - - - -

4 計 (2) 934 - - - - - -

集団 - - - - - - -

(36.0%) 個別 (0) 2 - - - - - -

計 (0) 2 - - - - - -

＊受診者数：地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省報告）より　　 ※ 年度 対象者 受診者 受診率

                （　）内県外避難者受診数再掲 65 30 81,591 27,839 34.1%

＊X線の精密検査者：X線判定区分でEであった者 歳 元 82,442 27,988 33.9%

＊令和4年度の精検受診状況は翌年度に集計のため空欄 以 2 83,119 25,533 30.7%

上 3 83,537 26,250 31.4%

4 83,527 27,158 32.5%

※対象者は年度末現在の65歳以上の人口を計上

④前立腺がん検診
　対象者 年度内55歳以上74歳以下の男性及び前年度未受診者の男性

　内容 問診及び血液検査（ＰＳＡ）

　委託機関 集団検診：（公財）福島県保健衛生協会、個別検診：（一社）福島市医師会

集団 2 0 10 9 15 62.5%
個別 17 21 82 123 137 52.7%

(18.4%) 計 19 21 92 132 152 53.5%
集団 2 0 11 21 17 44.7%
個別 14 6 69 128 90 41.3%

(18.5%) 計 16 6 80 149 107 41.8%
集団 - - - - - -
個別 13 5 9 119 102 46.2%

(17.6%) 計 13 5 9 119 102 46.2%
集団 - - - - - -
個別 21 19 93 115 157 46.2%

(18.6%) 計 21 19 93 115 157 46.2%
集団 - - - - - -
個別 - - - - - -

(19.6%) 計 - - - - - -

＊受診率＝（当該年度受診者数＋前年度受診者数）／当該年度対象者数 ×100

＊令和4年度の精検受診状況は翌年度に集計のため空欄

（単位：人）

-
3,534 274
3,534 274

Ｘ
線

-

33,153

33,153

喀
痰

-

1,182

1,182

221
221

-

がんで

あった者

がん以外の

疾患であっ

た者

未受診者
受診者数

218
256

-

4
36,442

-

年
度

対象者
(受診率)

精密検査結果別人員

精　検
受診者

精　検
受診率

異   常

認めず

要 精 密
検査者数

-
3

2
39,806

元
39,806

30

3,321

272
3,603
3,603

3,321

37,179
272

3,665
279

3,418

24
260

3,697

-

266
3,399

284
38

年
度

対象者
(受診率)

要 精 密
検査者数

精密検査結果別人員

精　検
受診者

異   常

認めず

がんで

あった者

がん以外の

疾患であっ

た者

未受診者

受診者数

問診及び胸部Ｘ線間接撮影、喀痰細胞診検査（条件該当の希望者）

（単位：人）

精　検
受診率

Ｘ
線

1,770

33,463

35,233

33,355

34,995

Ｘ
線

1,640

喀
痰

7

1,226

1,233

がんの疑い

のある者

0

18

18

0

0

0

0

16

39,806

92,142

喀
痰

9

1,212

1,221

32,350

32,350

喀
痰

-

1,181

1,181

Ｘ
線

-

92,142
Ｘ
線

-

31,430

31,430

喀
痰

31,430

1,178

1,178

16

0

0

－

-

25

25

-

0

0

-

17

17

-

0

0

-

-

-
-
-

91,926

92,208

92,142

4
1
5
-

13
13
-

24
24

-

-

-

-

結
核
検
診

がんの疑い

のある者

3
17
20
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⑤子宮頸がん検診

　対象者 年度内20歳以上偶数歳の女性及び前年度受診対象者で未受診の者

　内容 問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診

　委託機関 集団検診：(公財)福島県保健衛生協会、個別検診：(一社)福島市医師会

（再）

集団 313 3 0 1 1 1 0 0 3 100.0%

30 個別 8,745 (2) 84 15 3 26 32 2 9 75 93.3%

(26.2%) 計 9,058 (2) 87 15 4 27 33 2 9 78 89.7%

66,559

(25.9%) 個別 8,868 (3) 106 15 1 37 39 5 9 97 91.5%

66,559

(23.7%) 個別 7,475 (1) 78 13 2 22 16 12 13 65 83.3%

64,190

(24.1%) 個別 8,565 (5) 64 22 2 26 9 0 5 59 92.1%

64,144

(24.8%) 個別 8,141 (2) 76 － － － － － － － －

＊受診率＝（前年度の受診者数）＋（当該年度の受診者数） ＊受診者数：地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省報告）より

　－(前年度及び当該年度における２年連続受診者数)                 （　）内県外避難者受診数再掲

　／（当該年度の対象者数）×１００ ＊令和４年度の精検受診状況は未集計のため空欄

※1：CIN3又はAIS,CIN２,CIN１,腺異形成の合計

※令和元年度より、集団検診廃止

⑥乳がん検診
　対象者 年度内40歳以上偶数歳の女性及び前年度受診対象者で未受診の者

　内容 問診、マンモグラフィ検査＊40歳代：2方向撮影、50歳代～：1方向撮影

令和2年度まで　40～50歳代のみ視触診実施

　委託機関 集団検診：(公財)福島県保健衛生協会、個別検診：(一社)福島市医師会

（再）

271 5 2 1 1 1 0 5 100.0%

30 8,300 (4) 274 111 26 0 103 34 240 87.6%

(29.2%) 8,571 (4) 279 113 27 1 104 34 245 87.8%

57,056

(28.8%) 個別 8,530 (3) 262 119 20 0 95 28 234 89.3%

57,056

(26.3%) 6,975 (2) 226 112 28 0 67 19 207 91.6%

55,774

(26.3%) 8,172 (4) 148 76 8 1 57 6 142 95.9%

55,854

(27.1%) 7,773 (3) 213 － － － － － － －

＊受診率＝（前年度の受診者数）＋（当該年度の受診者数） ＊受診者数：地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省報告）より

　－(前年度及び当該年度における２年連続受診者数)                 （　）内県外避難者受診数再掲

　／（当該年度の対象者数）×１００ ＊令和４年度の精検受診状況は翌年度に集計のため空欄

※令和元年度より、集団検診廃止

年
度

対象者
(受診率)

3

がんの疑

いのある

者

66,559

がんで

あった者

異形成

※1

元

（単位：人）

受診者数

受診者数

精密検査結果別人員

異   常

認めず

がんで

あった者

要精密
検査者数

精　検
受診率

精密検査結果別人員

要精密
検査者数

精　検
受診者

異   常

認めず

がんの疑

い又は未

確定

がん及び異

形成以外の

疾患であっ

た者

未受診者

(未把握)

がん以外

の疾患で

あった者

（単位：人）

未受診者

精　検
受診者

精　検
受診率

2

4

4

年
度

対象者
(受診率)

計

個別

2

3

57,056

元

集団

個別

個別

個別
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⑦壮年期（40歳～64歳）のがん検診受診状況（令和4年度　再掲）
＊胃がんのみ50歳以上

対象者数 R3受診者数 R4受診者数
連続

受診者
受診率

15,665 3,684 3,992 1,815 37.4%

24,167 6,223 25.7%

24,167 5,995 24.8%

14,973 4,037 4,009 399 51.1%

14,973 4,137 3,878 395 50.9%

⑧がん検診推進事業　（⑤子宮頸がん検診　⑥乳がん検診の再掲）

　対象者 【子宮頸がん検診】　年度内24歳の女性

【乳がん検診】　　  年度内40歳の女性

【子宮頸がん検診】

人数 率

24歳 1,206 113          9.4% 4 3.5%

【乳がん検診】

人数 率

40歳 1,537 230         15.0% 8 3.5%

⑨骨粗鬆症検診

　対象者

　内　容 問診及び骨量検査

　委託機関 個別検診：（一社）福島市医師会 （単位：人）

30 19,584 2,737 14.0% 1,873 (68.4) 548 (20.0) 316 (11.5)

元 19,584 2,620 13.4% 1,774 (67.7) 561 (21.4) 285 (10.9)

2 19,584 2,239 11.4% 924 (41.3) 578 (25.8) 737 (32.9)

3 12,794 2,132 16.7% 825 (38.7) 587 (27.5) 720 (33.8)

4 12,884 2,132 16.5% 745 (34.9) 572 (26.8) 815 (38.2)

※令和2年度より判断基準を診断基準から検診基準に変更

乳がん検診

検診区分

胃がん検診

大腸がん検診

肺がん検診

子宮頸がん検診

がん検診推進事業として、一定の年齢に達した対象者に対し、子宮頸がん検診、乳がん検診の

無料クーポン券を配付することにより検診受診率の向上を図る。

（単位：人）

令和2年まで年度内20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳の女性
令和3年から年度内40・45・50・55・60・65・70歳の女性

年度

（単位：人）

（単位：人）

年齢
対象者(ｸｰﾎﾟﾝ

送付者数）
受診者 受診率

要指導者(%)
受診者数対象者

結果状況

異常なし(%) 要精検者(%)
受診率

要精検者

年齢
対象者(ｸｰﾎﾟﾝ

送付者数）
受診者 受診率

要精検者
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⑩肝炎ウイルス検診
　対象者 　年度内40歳以上で今までに肝炎ウイルス検診（検査）を受けたことがない者

　（40歳節目検診、41歳以上節目外検診）

　内容

　集団検診：（公財）福島県保健衛生協会

　個別検診：（一社）福島市医師会 （単位：人）

30

計

元

計

2

計

3

計

4

計

◆C型肝炎は①と②が要精検

　＊生涯１回の検査の機会を設ける。（平成１４年度～）　市民検診での総受診者数69,808人

⑪歯周疾患検診（歯周病検診）
　対象者 年度内40・45・50・55・60・65・70歳

令和3年度まで年度内20歳～70歳

　内容 口腔内清掃状況、歯牙及び歯周組織の状態、補綴状況

　委託機関 福島歯科医師会

30 498 51 104

元 495 50 109

2 439 49 91

3 477 60 111

4 206 18 35

（単位：人）

　C型肝炎ウイルス核酸増幅検査を実施）

　問診、Ｂ型肝炎ウイルス抗原検査、Ｃ型肝炎ウイルス抗体検査の（中・低力価の者に

2 2,374 2 7 17 2,368

40歳節目検診 154 0 153 0 1 0 154

41歳以上節目以外 2,231 2 2,221 2 6 17 2,214

受診者数 異常なし 要指導 要精密検査(要治療)

陽性② 陰性③ 陽性 陰性

4

0

7

7

218 0 217 0 1 0 218

2,333

2,566 6 2,547

2,385

2 9

171

2,095

1

11

12

170

2,084

2,254

0

4

11 1,9912,002 4 1,987

2,266

0

3

3

171

2,081

2,252

140

1,862 4 1,847 2 9 11 1,851

140 0 140 0 0 0

2,348 6 2,330 1 11 15

　委託機関

受診者数

Ｂ型肝炎
抗原検査抗体検査

高力価① 陰性④⑤

核酸増幅検査

Ｃ型肝炎

0 171 0 0 0

1 12 15 2,551

41歳以上節目以外

40歳節目検診

41歳以上節目以外

40歳節目検診

41歳以上節目以外

40歳節目検診

41歳以上節目以外

40歳節目検診

2,3652,384 3 2,368 4 9 19

171

2,213 3 2,197 4 9 19 2,194

171

(68.9%)

(67.9%)

(68.1%)

(64.2%)

(74.3%)

(10.2%)

(10.1%)

(11.2%)

(12.6%)

(8.7%)

(20.9%)

(22.0%)

(20.7%)

(23.3%)

(17.0%)

343

336

299

306

153
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⑫医療保険者健診

　基本健康診査は、平成20年度からの医療制度改革により「高齢者医療確保法」に基づく

　各医療保険者による健診（特定健診・後期高齢者健診）として実施。

　対象者 ①国保特定健診：年度内40歳以上74歳以下の国民健康保険被保険者

②後期高齢者健診：後期高齢者医療被保険者

＊生活保護受給者：年度内40歳以上で受診時年齢により①または②の内容を実施

年度 対象者 受診者数 受診率

国保特定健診 46,311 19,071 41.2%

30 後期高齢者健診 39,917 12,906 32.3%

生活保護受給者 2,324 321 13.8%

国保特定健診 44,942 18,865 42.0%

元 後期高齢者健診 39,990 13,180 33.0%

生活保護受給者 2,413 337 14.0%

国保特定健診 43,610 16,827 38.6%

2 後期高齢者健診 40,389 12,447 30.8%

生活保護受給者 2,288 300 13.1%

国保特定健診 43,448 17,810 41.0%

3 後期高齢者健診 41,503 12,756 30.7%

生活保護受給者 2,546 323 12.7%

国保特定健診 42,897 18,124 42.3%

4 後期高齢者健診 42,357 13,739 32.4%

生活保護受給者 2,558 344 13.4%

健診名
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⑬県外避難者健康診査 

【令和４年度予算決算状況 予算額：0円（規定予算内対応）決算額：91千円】 

対 象 者  福島市に住民登録があり、各検診に定める対象者のうち令和４年度市民検診 

（がん検診）を受けていない者 

内    容  胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がん、乳がん検診 

 

○受診状況推移 

年度   対象者数（人） 受診者数（人） 

３０ 323 4 

元 165 6 

２ 139 2 

３ 106 7 

４ 110 4 

 

⑭県民健康調査「健康診査」…福島県事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：1,614千円 決算額：1,613千円】 

令和４年度既存健診対象外の県民に対する健康診査（１９～３９歳の健康診査） 

対 象 者  下記のいずれかに該当し、かつ、令和４年４月１日時点で福島県内に住民登録していた者。 

※既存制度の健康診断または健康診査を受診する機会がある者を除く。 

昭和５８年４月１日～平成１６年４月１日までに生まれた者。 

内 容  問診、身体測定、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査 

      ※福島市独自追加検査項目（25 年度～） 

貧血検査、血清クレアチニン（e‐GFR 含む）、血小板数、白血球数、 

白血球分画 

       

○受診状況推移                      ○令和４年度 受診結果状況 

年度   対象者数（人） 受診者数（人） 

３０ 60,708 1,793 

元 59,441 1,682 

２ 58,458 1,706 

３ 56,967 1,792 

４ 55,728 1,586 

 
※データ提供を承諾した 1,334 名で集計

 

 

 

 

  
計 

人数(人) 割合(％) 

異常認めず 487 36.5 

要指導 520 39.0 

要医療 325 24.4 

通院継続 2 0.1 

総計 1,334 100 
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（２）令和４年度がん検診受診率向上への取組み 

①がん健診推進事業 

 個別受診勧奨 

前年度及び前々年度の受診歴がある方及び 

節目年齢の方への受診券の個別送付 

国保特定健診・後期高齢者健診受診券同時送付 

 無料クーポン 
乳がん検診自己負担無料（４０歳） 

子宮頸がん検診自己負担無料（２４歳） 

 がん検診精密検査受診勧奨 がん検診精密検査受診勧奨通知（未受診者） 

②乳がん早期発見啓発事業 

 

ピンクリボン街頭キャンペーン 新型コロナ感染症拡大防止のため中止 

 乳がんセミナー 新型コロナ感染症拡大防止のため中止 

 乳がんセルフチェック体験講座 ２件（２１名） 

 乳がんモデル等の貸出 依頼なし 

 ・市民向けの乳がんセルフチェックリーフレットの配布、市政だよりやラジオ等広報媒体を利用した

情報の普及啓発を行った。 

 

２．指定難病患者支援事業等 

【令和４年度予算決算状況 予算額：668千円 決算額：560千円】 

（１）特定医療費支給認定申請業務 

指定難病医療費助成申請書の受理・進達を行った。また、医療機関及び福祉施設等からの 

医療費助成に関する問い合わせにも対応した。 

〇申請書受理件数：３，６６９件 

 

（２）難病患者地域支援対策推進事業 

①難病患者相談事業 

難病患者やその家族が抱える日常生活や療養上の悩みに対する相談を窓口、電話、家庭訪問 

により保健師等が行った。 

面接相談：延２，８３３件  電話相談：延１，６４５件  

家庭訪問：延２９件 
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②難病医療相談会 

難病患者及び家族に対し、疾病や療養上の不安の解消を図るため、難病医療相談会・交流会 

を実施した。 

日時 内容 
参加者 

（家族・当事者） 

令和４年６月２５日（土） 

 

 

 

 

令和５年２月１８日（土） 

 

 

「難病患者さんが利用できる制度・福祉サービスに

ついて」 

講師：福島県立医科大学附属病院 患者サポートセ

ンター 社会福祉士 大槻澄枝氏 

 

「全身性エリテマトーデスと ANCA 関連血管炎に

ついて理解を深めよう」 

講師：福島県立医科大学医学部リウマチ膠原病内

科学講座 准教授 佐藤秀三先生 

１２名 

 

 

 

 

２８名 

 

（３）遷延性意識障がい者治療研究事業 

  遷延性意識障がい者治療研究事業にかかる申請書等の受理・進達を行った。 

   〇申請件数：延１０６件 

 

（４）スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療事業 

  スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療事業にかかる申請書等の受理・進達を行った。 

   〇申請件数：１件 

 

（５）先天性血液凝固因子障害治療研究事業 

  先天性血液凝固因子障害治療研究事業にかかる申請書等の受理・進達を行った。 

   〇申請件数：延３７件 

 

（６）原子爆弾被爆者の援護に関する事業 

原爆被爆者健康診断の履行確認及び原爆被爆者一般疾病医療機関に関する書類の申請受付 

及び進達を行った。 

○履行確認件数：延１４名 

○一般疾病指定医療機関申請件数：２９件 辞退申請：６件 変更申請：１８件 
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３．予防接種事業 

（１）定期予防接種事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：869,143千円 決算額：728,763 千円】 

 予防接種法に基づき定期予防接種を実施し、各疾病の発症及びまん延を予防している。 

 

接種
回数

実施方法
予診票

配付方法
周知方法 接種料金

2回

3回

3回

※1

初回
3回
追加
1回

※2

初回
3回
追加
1回

1回

2回
・市ホームページ
・市政だより
・すこやか手帳

1回 登録医療機関
・市ホームページ
・市政だより
・個別通知

※3

すこやか手帳

2期：9～13歳未満 1回
小学4年生時に学
校を通して配付

・小学校を通して通知
・市ホームページ
・市政だより
・未接種者に勧奨通知

3回
中学１年生時に学
校を通して配付

・中学校を通して通知
・市ホームページ
・市政だより

10月1日～
12月28日

登録医療機関で
個別接種

1回
登録医療機関で
通年個別接種

郵送
・市ホームページ
・市政だより
・個別通知

・自己負担
2,400円
・①と②の
生活保護者
は無料

※1 ※2：接種開始月齢により接種回数が異なる。

※3：平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの者は20歳未満までに接種。

     平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれの者は9～13歳未満までに接種。
※4：平成9年4月2日～平成18年4月1日生まれの女子（通常の接種対象年齢を超えても平成18年・19年度生まれの女子も順次対象へ）は令和7年3月までに接種。

すこやか手帳

 ・市ホームページ

 ・市政だより

 ・すこやか手帳

 ・こんにちは赤ちゃん訪問

 ・乳幼児健康診査

すこやか手帳

無
　
　
　
　
　
料

5価：出生6週0日後～32週0日後

1価：出生6週0日後～24週0日後

小学6年生～高校1年生相当の女子
※4 キャッチアップ対象者

・小学校を通して通知
・市ホームページ
・市政だより
・未接種者に勧奨通知

・市ホームページ
・市政だより
・すこやか手帳
・未接種者に勧奨通知
・2期：個別通知、 就学時健
診時勧奨

登録医療機関

ロタウイルス
感染症

※令和2年10月から
定期予防接種

登
録
医
療
機
関
で
通
年
個
別
接
種

種類 対象年齢等

Ｂ型肝炎 1歳未満

初回
3回
追加
1回

ジフテリア
百日せき
破傷風
ポリオ

不活化ポリオ

3種混合

ヒブ感染症

生後2か月～5歳未満
初回：標準的には
　　　生後2か月～7か月未満接種開始
追加：初回接種終了者

小児の
肺炎球菌
感染症

生後2か月～5歳未満
初回：標準的には
　　　生後2か月～7か月未満接種開始
追加：初回接種終了者

BCG（結核） 1歳未満

4種混合

1期初回：生後2か月～7歳6か月未満
1期追加：1期初回終了者で7歳6か月未満

5期（抗体検査含む）：昭和37年4月2日から昭和54
年4月1日生まれの男性（予防接種は抗体検査の結果
対象となった者）

ジフテリア
百日せき
破傷風

2種混合

2期：11～13歳未満 1回
小学6年生時に学
校を通して配付ジフテリア

破傷風

水痘
（水ぼうそう）

1～3歳未満

麻しん風しん混合
麻しん
風しん

1期：1～2歳未満

2期：小学校入学前1年間（4月1日～3月31日）に
      ある5歳～7歳未満（年度内6歳）

1回

日本脳炎

1期初回：生後6か月～7歳6か月未満
1期追加：１期初回終了者で7歳6か月未満

初回
2回
追加
1回

・市ホームページ
・市政だより
・すこやか手帳
・1期追加：個別通知、就学
時健診時勧奨

特
例
対
象
者

ヒトパピローマ
ウイルス感染症

（子宮頸がん予防）

1回 登録医療機関
・市ホームページ
・市政だより

・自己負担
1,400円
・①と②の
生活保護者
は無料

高齢者
インフルエンザ

①接種当日65歳以上
②接種当日60～64歳で心臓、腎臓もしくは呼吸器の
機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
に障害を有し障害者手帳1級を有する者

高齢者肺炎球菌

①65歳～100歳までの5歳刻み
②接種当日60歳～64歳で心臓、腎臓もしくは呼吸器
の機能または、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機
能に障害を有し障害者手帳1級を有する者
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（２）任意予防接種助成事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：15,995 千円 決算額：13,837 千円】 

  任意接種とは被接種者と接種医との相談によって判断し行われる仕組みだが、感染症対策として

重要な手段であり、罹患時のリスクが大きく医療費削減につながるため、一部助成を行っている。 

 

 

 

（３）予防接種実績 

 

① 年度別予防接種状況                                       （単位：人） 

  種類 

 

 

年度 

A 類 疾 病 

ロタウイルス感染症 

注➀ 

 
B型肝炎 

 
 

注② 

ヒブ 
感染症 

 
 

注③ 

小児の 
肺炎球菌 
感染症 

 
注③ 

BCB 
(結核) 

 
 

注④ 

 
4種混合 

 
 

注⑤ 

不活化 
ポリオ 

 
 

注⑥ 

 
3種混合 

 
 

注⑦ 1 価 5 価 

平成30年度 ー ー 5,646 7,644 7,660 1,944 7,760 34 0 

令和元年度 ー ー 5,168 7,012 7,104 1,767 7,241 2 0 

令和2年度 1,151 527 5,381 7,233 7,134 1,787 7,238 0 0 

令和3年度 2,498 1,064 4,890 6,562 6,567 1,669 6,646 0 0 

令和4年度 2,577 732 4,599 6,163 6,160 1,486 6,180 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成
回数

実施方法
予診票

配付方法
周知方法 助成金額

1回
・すこやか手帳
・市ホームページ
・市政だより

4,000円

麻しん
風しん
混合

ワクチン

1回

対象者
①②全額
③自己負担
3,000円を差し
引いた金額

抗体検査 1回 全額

風しん
(大人)

①妊娠予定の女性
②妊婦の夫
③妊娠予定の女性の夫

おたふくかぜ 1歳～2歳未満

・婚姻届出時配付
・妊娠届出時配付
・市ホームページ
・市政だより

種類 対象者

登
録
医
療
機
関
で

通
年
個
別
接
種

登
録
医
療
機
関
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（単位：人） 

  種類 

 

 

年度 

A 類 疾 病 

 
2種混合 

 
 
 

 
水痘 
 
 

注⑧ 

麻しん 
風しん 
混 合 

 
注⑨ 

 
麻しん 

 
 
 

 
風しん 

 
 
 

風しん（第5期） 
注⑩ 

 
日本脳炎 

 
 

注⑪ 

ﾋﾄﾊ゚ ﾋ゚ ﾛー
ﾏｳｲﾙｽ 
感染症 

 
注③ ⑬ 

抗体検査 
風しん 
ワクチン 

平成30年度 2,075 3,837 3,920 0 0 ー ー 10,451 9 

令和元年度 2,032 3,697 3,969 0 0 3,915 947 9,351 38 

令和2年度 2,027 3,558 3,809 0 0 4,756 1,062 9,664 354 

令和3年度 1,848 3,272 3,704 0 0 1,028 360 5,684 1,100 

令和4年度 1,782 3,033 3,432 0 0 600 156 8,064 3,243 

 

（単位：人） 

  種類 

 

 

 

年度 

B 類 疾 病 任 意 

 
高齢者 
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻ゙  

 
 

 
高齢者 
肺炎球菌 

 
注⑫ 

ロタウイルス感染症 
注①  

おたふく
かぜ 

風しん(大人) 

1価 5価 

麻しん 
風しん 
混合 

ワクチン 

風しん 
ワクチン 

抗体検査 

平成30年度 43,662 6,365 2,495 1,391 ー 1,148 3 541 

令和元年度 46,965 2,788 2,390 1,212 ー 549 1 551 

令和2年度 54,788 3,043 1,513 633 ー 465 0 420 

令和3年度 49,284 2,889 ー ー ー 397 0 366 

令和4年度 49,685 2,681 ー ー 1,735 388 4 351 

注  ① 令和 2年 10 月 1日からロタウイルスワクチンが定期接種開始となった。対象者は、令和 2年 8 月 1日生まれ以降の者。 

  ② 平成 28年 10月 1 日からＢ型肝炎ワクチンが接種開始となった。対象者は、平成 28年 4月 1 日生まれ以降の者。 

   ③ 平成 25 年度にヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、ヒトパピローマウイルスワクチンが接種開始となった。 

   ④ BCG の対象年齢が 6 か月未満から、平成 25年 4月 1 日から１歳未満となった。 

  ⑤ 4種混合（ジフテリア百日せき破傷風ポリオ混合ワクチン）が平成 24年 11 月 1日から接種開始となった。 

  ⑥ ポリオは、平成 24 年 9月 1 日から不活化ワクチンの接種が開始となり、生ワクチンの集団接種は終了となった。 

  ⑦ 平成 28年 7 月 15 日をもって 3 種混合ワクチンは接種終了となったが、平成 30 年 1月 29 日から再度販売となった。 

  ⑧ 平成 26年 10月 1 日から、水痘ワクチンが開始となった。生後 12 月～36 月未満が対象者だが、平成 26年度に限り 

    生後 36 月～60月未満の経過措置があった。それに加え福島市の事業として平成 21年 4月 2 日～平成 22年 3月 31日 

    生まれの者に接種拡大し、平成 26 年度 5 歳になる者に平等に接種できるようにした。 

  ⑨ 麻しん風しん混合ワクチンは、1 期・2 期に加え平成 20 年度から平成 24 年度まで期限付きで 3 期（中学 1年）・4 期 

（高校 3年相当）が接種となった。（平成 23 年度のみ修学旅行等の理由がある高校 2 年相当の者に 4期接種可能） 

  ⑩ 令和元年から風しん抗体検査、予防接種が開始となった。 

  ⑪ 日本脳炎予防接種は、積極的な勧奨を差し控えていたが、平成 2１年に乾燥細胞培養ワクチンが追加され、平成 22 年 

に積極的勧奨が再開された。平成 23 年には接種機会を逸した者（平成 7 年 6月 1 日～平成 19年 4月 1 日生まれ）を定 

期接種の対象者としたため対象者が拡大した。平成 25 年には、平成 23年度に対象にならなかった者（平成 7 年 4月 

2 日～平成 7 年 5月 31 日生まれ）も対象者に加わった。平成 26 年には平成 19年 4月 2 日～平成 21年 10月 1 日 

生まれも対象者に加わった。 

  ⑫ 平成 26年 10月 1 日から高齢者肺炎球菌ワクチンが接種開始となった。65 歳～100 歳までの 5 歳刻みの者で未接種に 

    限り 1回の接種となった。令和元年度は 101 歳以上も対象となった。 

  ⑬ ヒトパピローマウイルス感染症は、積極的な勧奨を差し控えていたが、安全性について特段の懸念が認められないこと、 

     接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることなどから、令和 3 年 11月 26日に勧奨が再開された。令和 

4 年には接種機会を逃した者（平成 9 年 4月 2 日～平成 18年 4月 1 日生まれの女子）を定期接種の対象としたため 

対象者が拡大した（キャッチアップ接種）。 
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② 令和４年度 定期予防接種種類別分別実施状況 

  
令和 4 年度 令和 3 年度 

対象人口 実施人員 実施率 対象人口 実施人員 実施率 

ロタウイルス

感染症 

1 価 
1 回 

1,480 

1,292 87.3% 

1,656 

1,247 75.3% 

2 回① 1,285 86.8% 1,251 75.5% 

5 価 

1 回 259 17.5% 341 20.6% 

2 回 244 16.5% 357 21.6% 

3 回② 229 15.5% 366 22.1% 

参考①+② 1,480 1,514 102.3% 1,656 1,617 97.6% 

B 型肝炎 

1 回 

1,480 

1,565 105.7% 

1,656 

1,609 97.2% 

2 回 1,540 104.1% 1,638 98.9% 

3 回 1,494 100.9% 1,643 99.2% 

ヒブ感染症 

1 回 

1,480 

1,566 105.8% 

1,656 

1,606 97.0% 

2 回 1,544 104.3% 1,636 98.8% 

3 回 1,521 102.8% 1,640 99.0% 

追加 1,690 1,532 90.7% 1,772 1,680 94.8% 

小児の肺炎球菌 

感染症 

1 回 

1,480 

1,566 105.8% 

1,656 

1,608 97.1% 

2 回 1,544 104.3% 1,635 98.7% 

3 回 1,525 103.0% 1,640 99.0% 

追加 1,690 1,525 90.2% 1,772 1,684 95.0% 

BCG 1,480 1,486 100.4% 1,656 1,669 100.8% 

4 種混合 1 期 

1 回 

1,480 

1,551 104.8% 

1,656 

1,629 98.4% 

2 回 1,527 103.2% 1,659 100.2% 

3 回 1,491 100.7% 1,682 101.6% 

追加 1,690 1,611 95.3% 1,772 1,676 94.6% 

2 種混合 2 期 2,219 1,782 80.3% 2,285 1,848 80.9% 

水痘 
1 回 1,690 1,544 91.4% 1,772 1,713 96.7% 

2 回 1,791 1,489 83.1% 1,733 1,559 90.0% 

麻しん風しん混合 

1 期 1,690 1,545 91.4% 1,772 1,705 96.2% 

2 期 2,016 1,887 93.6% 2,100 1,999 95.2% 

5 期 ー 156 ー ー 360 ー 

日本脳炎 

※② 

1 期 

1 回 
1,759 

1,714 97.4% 
1,958 

1,704 87.0% 

2 回 1,669 94.9% 1,722 87.9% 

追加 1,968 2,138 108.6% 2,022 1,353 66.9% 

2 期 2,006 2,543 126.8% 2,113 905 42.8% 

ヒトパピローマ 

ウイルス感染症 

（従来の定期接種） 

1 回 

1,095 

495 45.2% 

1,119 

450 40.2% 

2 回 538 49.1% 367 32.8% 

3 回 428 39.1% 283 25.3% 

ヒトパピローマ 

ウイルス感染症 

(キャッチアップ接種) 

1 回 

ー 

735 

ー ー ー ー 2 回 633 

3 回 414 

高齢者インフルエンザ 83,571 49,685 59.5% 83,390 49,284 59.1% 

高齢者肺炎球菌 9,524 2,681 28.1% 8,735 2,889 33.1% 

※厚生労働省「定期の予防接種実施者数」、「HPV ワクチンの実施状況について」に準ずる。 

※①抗体検査の結果対象となった者のみであるため、実施率等算出できず。 ※②実施人員は特例対象者を含む。 

※① ※① 
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③ 令和４年度 任意予防接種種類別対象別実施状況 

種類 対象 

令和4年度 令和3年度 

実施人員 実施人員 

おたふくかぜ 1 歳～2 歳未満 1,735 ー 

風しん 

(大人) 

麻しん風しん 

混合ワクチン 

妊娠予定の女性 317 

388 

330 

397 妊婦の夫 58 46 

妊娠予定の女性の夫 13 21 

風しん 

ワクチン 

妊娠予定の女性 4 

4 

0 

0 妊婦の夫 0 0 

妊娠予定の女性の夫 0 0 

抗体検査 

妊娠予定の女性 179 

351 

201 

366 妊婦の夫 131 125 

妊娠予定の女性の夫 41 40 
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４．結核予防事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：8,971千円 決算額：7,938千円】 

感染症予防法に基づき、定期の健康診断を行っている。 

（1）結核新登録者数                                     （単位：人） 

区分       

年 
総数 

活動性結核 
潜在性結核 

感染症※ 肺 肺外 小計 
〈再掲〉  

60 歳以上 

平成２９年 39 18 8 26 18（69.2％） 13 

平成３０年 37 23 6 29 26（89.6％） 8 

令和元年 46 26 0 26 16（61.5％） 20 

令和２年 31 15 2 17 16（94.1％） 14 

令和３年 19 9 3 12 12（100％） 7 

令和４年 25 14 8 22 17（77.3％） 3 

1 月 1 日～１２月３１日の人数 

※潜在性結核感染症：結核発病の予防として投薬を行なっている方 

 <資料：県北保健福祉事務所 H30.4.1 から福島市保健所> 
 

 

（２）感染症診査協議会 

感染症診査協議会を設置し、感染症患者の入院勧告等について審議する。  

 定例 12 回、臨時 9 回 

   

（３）家族等接触者健診 136 件 

 

（４）管理検診  延べ 34 件 

 

（５）就業制限 13 件 

 

（６）入院勧告 延べ 38 件 

 

（７）服薬支援事業（DOTS） 

   訪問 DOTS  延べ 24 回 

   電話 DOTS  延べ 118 回 

   来所 DOTS  延べ 20 回 

   DOTS カンファレンス 9 回 

 

 

 



- 75 - 

 

５．感染症予防事業 

 【令和４年度予算決算状況 予算額：2,323千円 決算額：1,633千円】 

感染症発生の未然防止とまん延防止を図るため、広報紙等を活用して住民の保健衛生思想の普

及に努め、感染症の発生動向を把握し、感染症の予防及びまん延防止を行った。 

 
（１）主な感染症の発生状況 （単位:人） 

区分 

 

 

年 

１類感染症 
2 類 
感染症 ３類感染症 

 

ﾍﾟｽﾄ 
ｴﾎﾞﾗ
出血
熱 

ｸ ﾘ ﾐ
ｱ ･ ｺ ﾝ
ｺ ﾞ 出
血熱 

ﾏｰﾙ 
ﾌﾞﾙ
ｸﾞ病 

ﾗｯｻ
熱 

結核 
腸 
ﾁﾌｽ 

ﾊﾟﾗ 
ﾁﾌｽ 

細菌性 
赤痢 

ｺﾚﾗ 

腸管出
血性大
腸菌感
染症 

合計 

29 0 0 0 0 0 39 0 0 1 0 1 41 

30 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 3 40 

元 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 4 50 

2 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 12 43 

3 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 3 22 

4 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2 27 

集計期間：1月1日～12月31日 <資料：県北保健福祉事務所 H30.4.1から福島市保健所> 

 

（２）感染症発生動向調査 

  定点医療機関 52 回 月報 12 回 

  指定医療機関  

 小児科 インフルエンザ 眼科 性感染症 基幹 

定点医療機関数 7 小児科 内科 2 3 1 

7 5 

 

（３）感染症や感染経路の調査、まん延防止のための指導等              

疫学調査・指導 89 件（新型コロナウイルス検査を除く） 

 

（４）細菌やウイルスの行政検査  

検体搬送 10 件（新型コロナウイルス検査を除く） 
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６．新型コロナウイルス感染症対策事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：856,913千円 決算額：766,625千円】 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、新型コロナウイルス感染

症に係る検査の実施や、入院医療費の公費負担などを行っている。 

（１）相談件数（R4.4.1～R5.3.31） 

  受診・相談センター 延べ  1,960 件 

  一般相談センター  延べ  35,931 件 

 

（２）ＰＣＲ検査等実施数（R4.4.1～R5.3.31） 

111,522 件（※） 

行政検査実施数（外部検査機関委託）20,185 件 

保険診療実施数 91,337 件 

 

（３）陽性者数 

（R4.4.1～R5.3.31）   47,649 人（※） 

（R3.4.1～R4.3.31）   3,624 人 

 

（４）療養状況（重複あり）  

入院患者数     1,910 人（R4.4.1～R5.3.31） 

訪問看護ステーションでの健康観察 1,183 人 

（R4.1.27～R5.5.11 の委託件数）→内訳 R3 年度 331 人 

                                   R4 年度 779 人 

                                  R5 年度 73 人 

宿泊療養患者数・自宅療養患者数は届出限定化により把握不可 

（※）R4.9.26 発生届限定化により、陽性者数および PCR 検査実施数は全数把握不可 

７．検査相談等指導事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：385千円 決算額：64千円】 

（１）HIV抗原・抗体検査、梅毒スクリーニング検査 

  HIV 抗原・抗体検査 37 件 

  梅毒抗体検査       37 件 

 

（２）相談事業 

  HIV・梅毒相談  55 件 

 

（３）肝炎医療費等の助成・相談事業 

  肝炎特別対策事業 107 件 

  肝炎相談      181 件 
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８．インフルエンザ感染症拡大防止対策事業(新型コロナウイルス関連) 

【令和４年度予算決算状況 予算額：125,056千円 決算額：70,731千円】 

  新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行を回避するため、こどもと妊婦のインフル

エンザ予防接種費用を助成した。 

 〇接種者数 こども（※） 26,469 人、妊婦 299 人 

   ※対象：接種当日に生後 6 か月～平成 17 年 4 月 1 日生まれの方 
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９．新型コロナウイルスワクチン接種事業 

【令和４年度予算決算状況 1,811,907 千円 決算額：90０,９０１千円】 

予防接種法第 25 条第 1 項の規定による、新型コロナウイルスワクチン接種について、 

市民への円滑な接種を実施し、感染症の予防及びまん延防止に努めた。 

 

■新型コロナウイルスワクチン接種実績 

※接種数：令和 5 年 4 月 3 日現在ＶＲＳ（国ワクチン接種記録システム）の接種数 

 

令和5年4月3日現在

高齢者 64歳以下 全体

接種者数 接種率 全人口 接種者数 接種率 全人口 接種者数 接種率 全人口

１回目 80,568 96.4% 156,440 83.1% 237,008 87.2%

２回目 80,158 96.0% 155,487 82.6% 235,645 86.7%

３回目 76,052 91.0% 129,235 68.6% 205,287 75.5%

４回目 71,098 85.1% 78,045 41.5% 149,143 54.9%

５回目 57,913 69.3% 18,496 9.8% 76,409 28.1%

※令和4年3月末現在人口

【年代別接種内訳】

全人口
１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目

（R3年度末）
接種者数 接種率 接種者数 接種率 接種者数 接種率 接種者数 接種率 接種者数 接種率

高齢者 83,537 80,568 96.4% 80,158 96.0% 76,052 91.0% 71,098 85.1% 57,913 69.3%

60-64歳 17,562 16,475 93.8% 16,448 93.7% 16,015 91.2% 13,689 77.9% 7,859 44.8%

50-59歳 36,613 33,561 91.7% 33,455 91.4% 30,460 83.2% 22,757 62.2% 4,886 13.3%

40-49歳 37,024 33,212 89.7% 33,094 89.4% 28,079 75.8% 17,052 46.1% 2,954 8.0%

30-39歳 28,445 25,012 87.9% 24,911 87.6% 19,943 70.1% 10,268 36.1% 1,651 5.8%

19-29歳 28,179 25,439 90.3% 25,303 89.8% 19,485 69.1% 8,754 31.1% 1,132 4.0%

16-18歳 7,412 6,836 92.2% 6,802 91.8% 5,637 76.1% 2,587 34.9% 14 0.2%

12-15歳 9,270 8,288 89.4% 8,277 89.3% 6,301 68.0% 2,716 29.3% 0 0.0%

5-11歳 14,840 6,928 46.7% 6,631 44.7% 3,020 20.4% 222 1.5% 0 0.0%

6か月-4歳 8,136 689 8.5% 566 7.0% 295 3.6% 0 0.0% 0 0.0%

6か月未満 780 - - - - - - - - -

合計 271,798 237,008 87.2% 235,645 86.7% 205,287 75.5% 149,143 54.9% 76,409 28.1%

接種数
VRS

83,537 188,261 271,798

接種数
内訳



- 79 - 

 

 

 

■集団接種内訳 ※市外含む 

 

 

【集団接種政策的接種内訳】 

 

 

接種対策費負担金（単価） 単位：円

区分 内容
単価

（税抜）
単価

（税込）

接種費用 接種1件あたりの費用 2,070 2,277

予診のみ 接種ができなかった場合の予診費用 1,540 1,694

6才未満の小児（予診加算） 6才未満の小児予診1件あたり加算 660 726

時間外接種加算 医療機関が定めている診療時間以外の接種1件あたりの加算 730 803

休日接種加算 日・祝日など、医療機関の休診日に接種1件あたりの加算 2,130 2,343

No. 区分 接種回数 接種期間 実施日数

1 NCVふくしまアリーナ 73,710 R4.4/1～R5.3/25 171日

2 駅前接種 637 R5.2/1～R5.3/10 12日

3 飯野地区地域医療補完接種 101 R4.9/4～ １日

4 福大キャンパス 182 R4.4/19、4/26、12/7、12/14、12/21 ５日

74,630 延べ日数 189日合計

①第一期追加接種（3回目接種）政策的接種

No. 区分 接種回数 接種期間 実施日数

1 エッセンシャルワーカー 112 R4.4/2～6/24 12日

2 妊婦（パートナー含む） 34 R4.4/1～4/29 11日

3 障がい者施設（通所者含む） 20 R4.4/29～  1日

4 児童養護施設 108 R4.4/30～6/18  9日

5 事業所連携 4,049 R4.4/1～5/31 16日

6 大学生 255 R4.4/19～5/29  7日

7 県民枠（福島県との協働運営） 399 R4.7/7～9/10 13日

4,977合計

②第二期追加接種（4回目接種）政策的接種

No. 区分 接種回数 接種期間 実施日数

1 医療従事者等 222 R4.8/3～8/25 14日

2 高齢者施設等従事者 787 R4.7/27～8/25 19日

3 飯野地区地域医療補完接種 101 R4.9/4～  1日

1,110合計
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③令和4年秋開始接種 政策的接種

No. 区分 接種回数 接種期間 実施日数

1 医療従事者等 183 R4.11/29～12.23 20日

2 エッセンシャルワーカー 461 9/27～12/16 21日

3 児童養護施設 55 R4.10/30～11/19  3日

4 事業所連携 2,494 R4.10/25～11/22 17日

5 大学生 527 R4.11/6～12/21  9日

3,720合計

④福島圏域広域連携 政策的接種

No. 区分 接種回数 接種期間 実施日数

1 小児（初回接種） 465 R4.4/3～6/18 16日

2 小児（3回目接種） 261 R4.10/1～12/17  8日

726

※福島圏域広域連携参加自治体：伊達市、桑折町、国見町、川俣町、飯舘村

合計

⑤夜間接種

No. 区分 接種回数 接種期間 実施日数

1 第一期追加接種（3回目接種） 839 R4.5/21～9/2 10日

2 令和4年秋開始接種 2,622 R4.10/21～R5.1/27 27日

3,461合計

⑥予約なし接種

No. 区分 接種回数 接種期間 実施日数

1 第一期追加接種（3回目接種） 643 R4.5/20～6/17、7/31、8/28～9/10 17日

2 令和4年秋開始接種 878 R4.10/18～10/28、R5.1/18～3/25 26日

1,521合計
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令和４年度新型コロナウイルスワクチン接種実施状況 

 

接種回

３回目

３回目 １２～１７歳追加接種開始

・１７歳春休み期間を活用した接種開始　　（R4/4/3開始）

・１６歳以下順次接種開始　　（R4/4/21開始）

３回目

３回目

３回目

３回目 大学連携集団接種実施

・福島県立医科大学保健科学部

３回目

初回

３回目

初回

３回目

３回目

３回目 大学連携集団接種実施

・福島大学、福島学院大学、聖母短期大学

３回目

３回目

３回目 集団接種夜間接種実施　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R4/5/21、28）

４回目

３回目

３回目 集団接種夜間接種実施継続　ＮＣＶふくしまアリーナ

初回・3回目

初回

３回目

初回・3回目

４回目 集団接種会場での接種開始　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R4/7/14開始）

４回目 高齢者施設等従事者の集団接種開始　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R4/7/27開始）

３回目

・夏休み期間を活用し若年層の接種促進のため予約なし接種実施　（R4.7.31実施）

初回・3回目

３回目 集団接種会場での夜間接種実施　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R4/8/10実施）

３回目

３回目 集団接種会場での夜間接種実施　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R4/9/2実施）

３回目

３回目 ５～１１歳　集団接種開始　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R4/9/17開始）

秋接種 オミクロン株対応ワクチン接種開始　（R4/9/27　個別接種・集団接種）

秋接種

・保育・教育施設従事者（保育所、幼稚園、小中高教職員、放課後児童クラブ、児童養護施設等）

・危機管理　・電気、ガス、交通、報道事業者

３回目 ５～１１歳　福島圏域広域連携による集団接種開始　（R4/10/1開始）

秋接種

秋接種 集団接種会場での夜間接種実施　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R4/10/21、28実施）

秋接種 事業所連携型集団接種　（Ｒ4/10/25～開始）

秋接種 【BA.4-5型】オミクロン株対応ワクチン接種開始・個別接種　（R411/19～）

秋接種 集団接種会場での夜間接種実施　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R4/11/1、2、4、8～11、18、25実施）

秋接種 大学連携集団接種実施

・福島大学、福島県立医科大学、桜の聖母短期大学

３回目

初回 乳幼児（６カ月～４歳）接種　個別医療機関での接種開始　（R4/11/9開始）

秋接種 福島大学キャンパスでの予約なし接種　（R4.12.7、14、21実施）

秋接種 集団接種夜間接種実施　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R4/12/2～27のうち９日間）

秋接種 集団接種会場での夜間接種実施　ＮＣＶふくしまアリーナ　（毎週水・金曜日（28日を除く）のほか、R4/12/22、27実施）

１月 秋接種

秋接種 福島駅まえ接種開始　福島市街なか交流館　（R5/2/1～24の水・金曜日に実施）

秋接種

秋接種 福島駅まえ接種延長　福島市街なか交流館　（R5/3/1～10の水・金曜日に実施）

秋接種 小児（５～１１歳）接種　オミクロン株対応２価ワクチンでの追加接種開始（R5/3/17～）

秋接種

※初回接種＝1・2回目接種（乳幼児は1～3回目）

２月
集団接種予約なし接種継続　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R5/1/18～28の水・金・土曜日に実施）

３月

集団接種予約なし接種継続　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R5/3/25実施）

１０月
集団接種予約なし接種継続　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R4/10/18～28のうち７日間実施）

１１月

集団接種　児童養護施設　５～１１歳　（R4/11/19実施）

１２月

集団接種予約なし接種継続　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R5/1/18～28の水・金・土曜日に実施）

８月

武田社製ワクチン（ノババックス）接種継続　ＮＣＶふくしまアリーナ

集団接種予約なし接種実施　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R4/8/28開始）

９月

集団接種予約なし接種継続　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R4/9/3、10実施）

社会機能維持のためのエッセンシャルワーカーへの集団接種　（R4/9/27開始）

７月

武田社製ワクチン（ノババックス）接種継続　ＮＣＶふくしまアリーナ

集団接種予約なし接種実施　ＮＣＶふくしまアリーナ

５月

事業所連携型集団接種　家族接種実施

児童養護施設　５～１１歳初回接種　集団接種継続

児童養護施設　１２歳以上追加接種　集団接種実施

職域接種での一般夜間接種継続

県大規模接種会場接種開始　　（R4/5/18開始）

集団接種予約なし接種実施　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R4/5/20開始）

高齢者施設等の入所者等の接種開始　　　（R4/5/27開始）

６月

集団接種予約なし接種実施継続　ＮＣＶふくしまアリーナ

武田社製ワクチン（ノババックス）接種開始　ＮＣＶふくしまアリーナ　（R4/6/23開始）

児童養護施設　５～１１歳初回接種　集団接種継続

児童養護施設　１２歳以上追加接種　集団接種実施

内　　容

４月

妊婦・パートナーの集団接種継続　　（4月で完了）

県大規模接種会場接種開始　　　（R4/4/16開始）

職域接種での一般夜間接種実施　　（R4/4/20開始）

福島大学キャンパス接種実施

障がい者通所者集団接種実施

児童養護施設　５～１１歳集団接種実施
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１０．新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 

【令和４年度予算決算状況 2,092,000 千円  決算額：1,293,400 千円】 

予防接種法第 25 条第 1 項の規定による、新型コロナウイルスワクチン接種について、市民へ 

の接種が迅速かつ安全に実施できる体制を確保し、感染症の予防及びまん延防止に努めた。 

 

（１）新型コロナウイルスワクチン予約・相談センター受付 

市民からの新型コロナウイルスワクチン接種予約や問い合わせに対応するため、コールセンター

を設置してスムーズな接種体制を構築した。 

①予約センター  104,844 件（うち予約数 77,344 件） 

②相談センター   31,554 件（うち予約数 13,428 件） 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年度予約・相談センター実績　

区分 R4.4月 R4.5月 R4.6月 R4.7月 R4.8月 R4.9月 R4.10月 R4.11月 R4.12月 R5.1月 R5.2月 R5.3月 合計

予約センター 8,674 6,915 4,801 14,291 12,462 7,552 12,114 23,843 8,586 3,140 1,438 1,028 104,844

（うち予約） 5,990 4,669 2,726 11,536 9,223 4,802 9,435 19,364 6,258 2,187 688 466 77,344

相談センター 2,045 1,339 345 5,941 4,953 2,934 2,976 8,764 1,575 682 0 0 31,554

（うち予約） 459 198 51 2,617 1,890 773 1,325 5,560 447 108 0 0 13,428

合計 10,719 8,254 5,146 20,232 17,415 10,486 15,090 32,607 10,161 3,822 1,438 1,028 136,398

（うち予約） 6,449 4,867 2,777 14,153 11,113 5,575 10,760 24,924 6,705 2,295 688 466 90,772

令和4年度予約・相談センター回線数

４月 ５月 ８月 ９月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

総回線数 60 30 20 40 40 60 60 30 20 30 50 50 30 10 10

（予約センター） 23 23 20 23 10 23 23 23 13 23 23 23 23 10 10

（相談センター） 37 7 0 17 17 37 37 7 7 7 27 27 7 0 0

総回線数 60 10 0 0 30 40 40 20 10 20 20 20 10 3 0

（予約センター） 23 10 0 0 23 23 23 20 10 20 20 20 10 3 0

（相談センター） 37 0 0 0 7 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0

総回線数 60 10 0 0 30 30 30 10 5 10 10 10 5 3 0

（予約センター） 23 10 0 0 23 23 23 10 5 10 10 10 5 3 0

（相談センター） 37 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0

6/1-6/26
6/27-

6/30
7/1-7/10

7/11～

7/31

10/1-

10/16

10/17-

10/31

６月 ７月 １０月

平日

土曜日

日祝日

備考
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（２）予約支援受付（オンライン予約が難しい方を対象に実施） 

タブレット型端末を使用し、新型コロナウイルスワクチン接種の予約受付を実施した。 

 

【4 回目接種時】 

①スーパー等  15 カ所 12,552 件（受付期間：令和 4 年 6 月 27 日～8 月 21 日） 

 

 

②郵便局    3 カ所  679 件（受付期間：令和 4 年 6 月 27 日～8 月 19 日） 

 

 

 

 

 

 

 

№ 受付場所 6月（件） 7月（件） 8月（件） 合計（件）

1 イオン福島店 10 299 177 486

2 いちい庭坂店 23 548 311 882

3 いちい信夫ヶ丘店 13 507 285 805

4 いちい蓬莱店 28 656 377 1,061

5 いちい飯坂店 9 367 227 603

6 いちい鎌田店 19 636 369 1,024

7 イトーヨーカドー福島店 8 374 217 599

8 コープふくしま方木田店 34 758 447 1,239

9 コープふくしまやのめ店 18 430 212 660

10 ヨークベニマル吉倉店 20 638 382 1,040

11 ヨークベニマル入江町店 12 393 269 674

12 ヨークベニマル平野店 17 472 328 817

13 ヨークベニマル南福島店 20 696 452 1,168

14 ヨークベニマル西店 17 444 216 677

15 福島市役所本庁舎 3 130 99 232

251 7,348 4,368 11,967

未完了（505件）希望する日程や医療機関がなかったため予約の受付をしなかった場合等

合計

№ 受付場所 合計（件）

1 八島田郵便局 219

2 岩代大森郵便局 180

3 松川郵便局 280

679合計
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【5 回目接種時】 

①スーパー等  15 カ所 6,322 件（受付期間：令和 4 年 11 月 12 日～12 月 11 日） 

  

 

（３）新型コロナウイルスワクチン保管等業務 

  新型コロナウイルスワクチン接種を安全かつ速やかに実施するため、低温冷凍庫設置医療機関等 

でワクチンの適切な管理を実施した。 

また、低温冷凍庫設置医療機関等から、ワクチン接種施設に対してのワクチン等の移送に係る分 

配作業を適切に実施した。 

 

 

 

№ 受付場所 11月（件） 12月（件） 合計（件）

1 イオン福島店 224 64 288

2 いちい庭坂店 344 74 418

3 いちい信夫ヶ丘店 288 72 360

4 いちい蓬莱店 455 84 539

5 いちい飯坂店 274 68 342

6 いちい鎌田店 383 105 488

7 イトーヨーカドー福島店 259 86 345

8 コープふくしま方木田店 524 156 680

9 コープふくしまやのめ店 255 72 327

10 ヨークベニマル吉倉店 438 126 564

11 ヨークベニマル入江町店 249 98 347

12 ヨークベニマル平野店 349 124 473

13 ヨークベニマル南福島店 458 151 609

14 ヨークベニマル西店 311 79 390

15 福島市役所本庁舎 116 36 152

4,927 1,395 6,322

未完了（509件）希望する日程や医療機関がなかったため予約の受付をしなかった場合等

合計

№ 区分 ファイザー モデルナ
小児

ファイザー
乳幼児

ファイザー

1 日本赤十字社福島赤十字病院 〇 〇

2
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福島県済生会

済生会福島総合病院
〇 〇

3 一般財団法人大原記念財団大原綜合病院 〇 〇

4 公益財団法人福島県保健衛生協会 〇 〇

5 ㈱バイタルネット福島支店 〇 〇
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（４）新型コロナウイルスワクチン移送に係る運送業務 

新型コロナウイルスワクチン接種にあたり、低温冷凍庫を設置し、ワクチンを冷凍保管する施設

から市内医療機関へワクチンの移送を安全かつ適切に実施した。 

 

   

 

（５）新型コロナウイルスワクチン接種予診票ＰＤＦ化処理業務 

  新型コロナウイルスワクチン接種に係る予診票のＰＤＦ化を実施し、予診票（原票）の内容確認を 

円滑に行うことを目的に実施した。 

   ①委託期間：令和 4 年 11 月 22 日～令和 5 年 3 月 31 日 

   ②PDF 化件数：641,171 件 

③PDF 化対象：・令和 3 年度全接種分 

・令和 4 年 4 月～12 月 NCV アリーナ接種分 

 

（６）医療機関協力金 

  ①個別接種医療機関協力金 

    対象期間において最低 4 週以上の期間にわたり継続して予防接種を実施する医療機関に対

し、協力金 50,000 円（税込）を交付。（年２回のため最大 100,000 円） 

    

 

②集団接種医療機関協力金 

市が開設した集団接種会場に医師を派遣した医療機関に対し、協力金を 1 医療機関 1 日につき 

100,000 円（税込）交付（半日の場合には当該金額の 1/2 に相当する額）。 

＜交付医療機関数（延べ）：106 件＞ 

№ 区分 配送先医療機関数

1 福島運送㈱ 117

2 ㈱帝北ロジスティックス 127

3 ㈱バイタルネット福島支店 15

№ 対象期間 医療機関数

1 令和4年 4月1日～令和4年9月30日 150

2 令和4年10月1日～令和5年3月31日 140
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保健予防課・健康推進課 

１． 健都ふくしま創造事業 

健都ふくしま創造事業とは、「健都ふくしま」の実現をめざし、健康寿命を延伸し、すべての市民

が地域で健やかに暮らす市民総ぐるみの健康づくり活動である。「一人ひとりの健康を応援する環

境づくり」「地域の健康づくり」「職場の健康づくり」の３つの方針により具体的な取組体制を整備し

推進する。 

 
 

（１）健都ふくしま創造市民会議 

【令和４年度予算決算状況 予算額：474千円 決算額：311千円】 

健都ふくしま創造事業の３つの基本方針に基づき市民が主体の健康づくりの推進と機運の醸成 

を図るため、市長をトップに各界各層で構成された健都ふくしま創造市民会議を、福島放送と共催

の高血圧予防・改善セミナーと合わせて、初めて市民も参加し開催した。 

〇開催日：令和４年１１月１２日（土） 

〇構成団体：学識経験者、保健医療福祉、医療保険者、教育・文化、 

企業・経済団体・労働関係、地域・団体、マスメディア 

健都ふくしま創造事業の各委員会 

〇内容：第１部 高血圧予防・改善セミナー 

        「高血圧の予防・改善～放置するとアノ病気より危険って本当？～」 

     第２部 健都ふくしま創造市民会議 

        「コロナ渦でもできる健康づくりについて」 

  （１）行政報告 

  （２）パネルディスカッション～地域や職場の健康づくりについて～ 
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（２）健康づくり推進事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：1,650 千円 決算額：596 千円】 

① 福島市健康づくり推進協議会 

   保健医療・教育関係者や学識経験者、職域関係、市民団体、関係機関等で構成する福島市健康づ 

くり推進協議会を開催した。 

○委員数：２０名 

○開催状況： 

開催年月日 内容 

第１回 

令和４年５月１７日（火） 

【書面開催】 

・令和３年度各課の健康づくりに関する事業実績と令和４年度計

画について 

・ふくしまし健康づくりプラン２０１８評価の経過報告について 

・「令和３年度福島市民の健康と生活習慣調査」から見えた福島

市民の生活・健康意識について 

第２回 

令和５年２月２１日（火）  

・令和４年度健都ふくしま創造事業について 

 次期プランの策定延長と健都ふくしま創造市民会議の報告 

・ふくしまし健康づくりプラン２０１８の評価と課題について 

・次期ふくしまし健康づくりプランの策定方針骨子案について 

 

② 福島市健康づくりポイント事業 

   福島県との共同事業。健康づくりの実践によりポイントが付与され、基準ポイント達成ごとに協 

力店で特典が受けられる「ふくしま健民カード」を発行し、１人ひとりの健康づくりへの取組みの継 

続を支援している。 

  ・地域共創課の事業「健康づくりで競争（共創）チャレンジ）※」とタイアップし、健康づくりポイント 

事業の推進を図った。 

※「健康づくりで競争（共創）チャレンジ」・・・市民一人ひとりの健康づくりの取り組みを市内１８

地区で競争し、取り組みが活発な地区にまちづくり資金が交付される事業 

  ・立子山地区における住民総ぐるみの健康づくりポイント事業の取組みを支援した。 

○ふくしま健民カード発行者数（延べ）：紙台紙 ２１５名 アプリ ５,７４６名 
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③ 健康教育事業 

  「ふくしまし健康づくりプラン２０1８」に基づき、健康に関する正しい知識の普及を図ることによ 

り、健康に関する認識を高め、健康の保持増進に資することを目的として実施した。 

〇健康教育実施状況 

内  容 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

実施回数

（回） 

参加 

延人数（人） 

実施回数 

（回） 

参加 

延人数（人） 

実施回数 

（回） 

参加 

延人数(人) 

生活習慣病の予防 ３ ６５ ４ ７１ １２ ２７４ 

健康増進の方法 ２７ ８６１ ３２ ４８０ １３ ２７５ 

高齢者の健康管理 ２１ ３７８ ２４ ４２２ １６ ３９８ 

食生活のあり方 ０ ０ １４ ９０ １４ ２７１ 

こころの健康 ２ ５８ ０ ０ ０ ０ 

歯周疾患の予防 ３ ３３ ４ ４３ ７ １５１ 

上記以外の健康教育 ３９ ６８４ ※１８４ ※４,６３１ ※２０２ ※４，３１３ 

計 ９５ ２,０７９ ２６２ ５,７３７ ２５６ ５，４３１ 

 ※新型コロナウイルス感染症予防に関することを含む 

 

〇健康相談実施状況 

 

 

   

 

 

 

 

    ※保健情報システムより個別健康相談件数抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 被指導人数(延) 

 

成人 

電話 493 

来所 45 

訪問 70 

計 608 

定期栄養相談 
（実施回数１回） 4 
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（３）歯と口腔の健康づくり推進事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：388 千円 決算額：332 千円】 

① 福島市歯と口腔の健康づくり推進委員会 

   福島市歯と口腔の健康づくり推進条例及びふくしまし健康づくりプラン２０１８に基づいた歯と口 

腔の健康づくりに関する施策の推進と進行管理を行うため、保健医療・教育関係者や識経験者、職 

域関係、市民団体、関係機関等で構成する福島市歯と口腔の健康づくり推進委員会を開催した。 

○委員数：１３名 

○開催状況： 

開催年月日 内容 

第１回 

令和４年７月１３日（水）  

・令和３年度福島市民の健康と生活習慣調査～歯と口腔の健

康づくりに関する指標～」から見えた福島市民の歯とお口

の現状と課題について 

・市民のお口の現状把握と今後の方針についての意見交換

（グループワークを実施） 

第２回 

令和４年１１月２４日（木） 

 

・幼児期のむし歯予防対策リーフレットの見直しについて（意

見交換を実施） 

 

 

（４）子どものむし歯予防対策事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：1,377 千円 決算額：814 千円】 

国の「医療施設運営費等補助金」を活用し、保育所、幼稚園、小学校等でのフッ化物洗口を実施した。 

○実施状況： 

区分 

計 新規（再掲） 継続（再掲） 

実施 

施設数 

実施 

人数 

実施 

施設数 

実施 

人数 

実施 

施設数 

実施 

人数 

就学前 34 1,041 1 33 33 1,008 

小学校 22 2,043 6 582 16 1,461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 90 - 

 

（５）食育推進事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：781 千円 決算額：537 千円】 

① 福島市食育推進委員会 

福島市食育推進計画に基づいた家庭と地域における食育の推進と施策の進行管理、ネットワー 

ク構築のため、学識経験者や教育関係者、関係機関、一般公募等で構成する福島市食育推進委員

会を開催した。 

○委員数：１４名 

○開催状況： 

開催年月日 内容 

第１回 

令和４年５月２３日（月） 

  

・令和４年度健都ふくしま創造事業スケジュールについて 

・令和３年度福島市食育推進委員会等実績報告、令和４年

度福島市食育推進委員会について 

・福島市食育推進計画の指標について 

・協議「第２次福島市食育推進計画」指標から見えた福島市

民の食の現状と課題について  

第２回 

令和４年１１月１５日（火） 

・令和４年度 健都ふくしま創造事業について   

・令和４年度 「適しお」の取り組みについて 

・情報交換 

委員研修会 

令和５年３月２３日（木） 

・講話「郷土料理のイメージと喫食状況及びその伝承につ

いて～福島県県北地域における世代間調査を通して～」 

・学校及び地域での郷土料理の関する取り組みについて 

 

② 地域における食育推進事業業務委託 

市民と協働での食育推進及び健康づくり活動として、地域の実情に合わせた調理実習等を 

福島市食生活改善推進員協議会に委託し、実施した。 

   ○実施回数 ８回 
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（６）食環境整備事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：2,837 千円 決算額：2,746 千円】 

① 食生活改善推進員活動状況 

内 容 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

実施 

回数 

(回) 

参加 

人数 

(人) 

推進

員 

延人

数 

(人) 

実施 

回数 

(回) 

参加 

人数 

(人) 

推進員 

延人数 

(人) 

実施 

回数 

(回) 

参加 

人数 

(人) 

推進員 

延人数 

(人) 

食
生
活
改
善
推
進
員
活
動 

(

ヘ
ル
ス
メ
イ
ト) 

食生活改善 

推進委託事業 

※令和３年度から

食環境整備事業 

54 1,645 157 64 1,933 209 60 1,681 183 

食育推進事業 8 169 26 8 157 25 8 249 29 

ボランティア 3 22 10 0 0 0 4 78 17 

計 65 1,836 193 72 2,090 234 72 2,008 229 

食生活改善推進員数 

(ヘルスメイト数) 
１１２人 １０１人 ８６人 

 

② 食を通した健康づくり講座（ヘルスメイト養成講座） 

ふくしまし健康づくりプラン２０１８に基づき、健康に関心を持ち地域で主体的に健康づくり活動が 

できる「健康づくりボランティア」(食生活改善推進員)を養成している。 

年 度 実施期間 参加実人数 参加延人数 内容 

令和２年度 
令和２年１２月７日～ 

１６日（５講座） 
２人 ６人 

・食生活や栄養、健康づく

り、食品衛生などに関する

講話（令和２年度は補講の

み実施、令和３年度は新型

コロナウイルス感染拡大に

より実施せず） 

※会場：福島市保健 

福祉センター 

令和３年度    

令和４年度 
令和５年２月９日～ 

３月３０日（木） 
（１１講座、補講１講座） 

９人 ７８人 

 

③ 食生活改善推進員研修会 

食生活改善推進事業を福島市食生活改善推進員協議会に委託するにあたり、事前研修会を実施

することで活動推進へ向けての支援を行っている。 

年 度 実施回数 参加延人数 内  容 

令和２年度 
書面開催１回（主催：市 共催：協議会） 

２回（主催：市 共催：協議会） 
２３人 

・講話①（福島市の現状について） 

・講話②（被災地での食生活改善推

進員の活動紹介と「ありがとうレ

シピ集」の活用について） 

・グループワーク（コロナ禍での活 

動について） 

・減塩メニューの一部を調理実習 

（試食なし） 

令和３年度 
３回（主催：市 共催：協議会） 

書面開催１回（主催：市 共催：協議会） 
２７人 

令和４年度 ４回（主催：市 共催：協議会） ８３人 
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④ 適しおの推進 

   より健康的な食環境整備として「適しお（適切な量の塩分でおいしく食べる＝減塩）」の 

  取り組みを実施している。 

  「適しおサポーター事業」では、様々な団体と協働で「適しお」の取り組みについて普及・啓 

発を行った。 

○適しおサポーター届出数   ５５件 

○適しおサポーター実施施設数 ９０施設 

 

（７）受動喫煙対策事業 

【令和４年予算決算状況 予算額：5,866 千円 決算額：5,477 千円】 

① 福島市受動喫煙防止対策推進委員会 

望まない受動喫煙をなくすため、学童思春期における受動喫煙防止対策や、学童思春期向けの

受動喫煙防止に関するパンフレットの作成について協議を行った。 

○委員数：１５名 

○開催状況： 

開催年月日 内容 

第１回   

令和４年７月７日（木） 

 

・令和４年度健都ふくしま創造事業と年間スケジュールについて 

・福島市受動喫煙防止対策事業における令和３年度事業実績及び令

和４年度の取り組みについて 

・ふくしまし健康づくりプラン２０１８評価の経過報告について   

・福島駅東口指定喫煙所の移設について  

・学童思春期における受動喫煙防止対策  

・各委員の所属する組織・団体での受動喫煙防止対策の推進活動に

ついて 

第２回  

令和５年２月２４日（金） 

・令和４年度健都ふくしま創造事業について                   

・第１回福島市受動喫煙防止対策委員会の振り返り               

・令和４年度の取り組み経過と令和５年度の活動について 

・学童思春期向け受動喫煙に関する資料作成について 

 

② 受動喫煙に関する相談等について 

１）相談・通報件数（総数７２件）  

（ア）通報 １８件 （イ）相談 ２３件 （ウ）その他 ３１件 

２）相談・通報の方法 

（ア）電話 ５７件 （イ）メール１０件 （ウ）来所２件  （エ）その他３件 

３）継続対応が必要な件数（１１件/７２件） 

（ア）状況確認・指導 ６件 

（イ）関係機関連絡・指導 ２件 

（ウ）立入検査・指導 ３件 
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 ③ 受動喫煙防止指導員の巡回指導について  

（ア）巡回エリア  福島駅前広場（東西駅前広場）とその周辺（栄町）及び 

重点区域に隣接するエリア（本町・陣場町・置賜町・新町・三河南町等） 

（イ）巡 回 日 時  週５日、１日２回巡回 

（ウ）巡回結果 

受動喫煙防止重点区域内で喫煙した方への喫煙中止の指導件数     

期間 男性 女性 計 

令和２年１０月～ 

令和３年３月 

107 

(93.0%) 

8 

(7.0%) 

115 

（100％） 

令和３年４月～ 

令和４年３月 

365 

（90.3％） 

39 

（9.7％） 

404 

（100％） 

令和４年４月～ 

    令和５年３月 

311 

(89.8%) 

35 

(10.2%) 

346 

（100％） 

計 
783 

（90.5％） 

82 

（9.5％） 

865 

（100％） 

    ＊令和４年４月１日～令和５年３月３１日 過料０件 

 

④ 改正健康増進法及び福島市受動喫煙防止条例による受動喫煙防止対策の周知 

・市政テレビ、ラジオ、新聞、情報誌、市政だより 

・ガイドライン・ダイジェスト版の配布 4,000 部 

  

⑤ 既存特定飲食提供施設の喫煙可能室設置施設届出受理業務 

改正健康増進法に基づき経過措置として認められている、既存の経営規模の小さな飲食店に係

る喫煙可能室設置届出の受理業務を行った。 

○届け出 累計  １件  

 

⑥ 空気のきれいな施設・車両認証制度事業 

「禁煙に取り組む施設及び車両」を認証・公表することにより、望まない受動喫煙のない 

環境づくりを推進した。 

   ○空気のきれいな施設認証数 累計  ４２９件 （令和４年度認定数 ０件） 

   ○空気のきれいな車両認証数 累計  事業者数 １３  車両台数 １１３ 

 

⑦ 禁煙支援 

   生活習慣病の発症・重症化予防を目的に、たばこの害に関する正しい知識を普及啓発するとと 

もに、禁煙意思のある人へ禁煙支援を行った。 

・福島市禁煙治療ができる医療機関一覧の作成及び配布 

・個別禁煙支援 
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（８）地域の健康づくり推進事業 

【令和４年予算決算状況 予算額：2,627 千円 決算額：1,724 千円】 

地域の健康課題解決のために、地域が主体となった健康づくりを推進し、健康なまちづくり 

を目指す取り組みを実施した。 

（１）住民主体の地区単位活動 

（２）生活習慣病やがん予防などの健康課題解決を目指す取り組み 

（3）地区組織、学校、関係機関等と連携した全世代の健康づくり 

※新型コロナウイルス感染症の感染の拡大により、福島県感染拡大警報、福島県医療非常事態

宣言、福島県医療ひっ迫警報が発出された期間もあり、保健所として感染症対策を優先に対応

したが、感染症対策とウィズコロナを見据えた生活習慣改善の啓発と地域の健康づくりについ

て周知する内容の事業を展開した。 

 

① 地域の健康づくりに取り組む組織の設立 

地区 組織の名称 設立年月日 

吾妻地区 「吾妻地区健都ふくしま創造推進会」 令和元年７月２５日 

吉井田地区 「健都ふくしま創造事業吉井田地区会議」 令和元年１１月７日 

飯野地区 「健都ふくしま創造事業飯野地区推進委員会」 令和元年１１月２５日 

信夫地区 「健都ふくしま創造事業信夫の里健康づくり協議会」 令和２年２月６日 

立子山地区 「健都ふくしま創造事業立子山地区協議会」 令和３年１０月２１日 

 

② 説明会の開催 

地域において健都ふくしま創造事業を推進するために地域の関係機関や地区組織の代表者へ

説明を行い、連携体制の整備を行った。 

内容 開催数 参加人数（延べ） 

関係機関等説明会 5 回 27 人 

 

③ 健康づくりに取り組む組織の立ち上げ準備 

地域において健都ふくしま創造事業を推進するために地域の関係機関や地区組織の代表者と 

組織立ち上げの話し合いを行った。 

内容 開催数 参加人数（延べ） 

立ち上げ準備 ２回（１地区） ２３人 

 

④ 地域の健康づくりに取り組む組織の役員会・推進会等の開催 

役員会で推進会の内容を検討した。推進会では、地域の健康課題について学習し、それぞれ 

の所属や団体の立場でできる健康づくりの方法の話し合いを行った。 

内容 開催数 参加人数（延べ） 

役員会 8 回（3 地区） 77 人 

推進会等 12 回（3 地区） 87 人 
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⑤ 健都ふくしま地域の健康づくりに関する学習会等 

福島市全体や、住んでいる地域の健康課題について学習し、地域で取り組めることや自分で 

取り組むことを考えた。 

内容 開催数 参加人数（延べ） 

学習会等 15回 249人 

 

⑥ 健都ふくしま創造事業に関連する地域事業 

地域の関係機関や組織団体で開催される事業に健都ふくしま地域の健康づくりの意味づけをし

て開催した。 

内容 開催数 参加人数（延べ） 

地域事業 １０回 ２５９人 

 

 ⑦ 健都ふくしま創造事業地域の健康づくり補助金 

  市の「健康づくりプラン２０１８」に基づく「健都ふくしま創造事業」における事業を推進 

するために「推進団体」（支所単位または中央地区は方部ごと）に補助金を交付する。 

 

【事業主体】 

  地域の健康づくりを推進する地域の複数団体で構成された組織で、健都ふくしま創造事業を 

実施する団体（補助金の交付を受けるためには、「健康づくり」をキーワードに各種団体及び、学

校・企業等も含めた組織が望ましい。） 

 

【事業内容】 

 １）住民主体の地区活動 

 ２）地域の栄養・食生活の健康課題を解決する取り組み 

 ３）地域の身体活動・運動の健康課題を解決する取り組み 

 ４）２）３）以外の地域の健康課題を解決する取り組み 

 ５）地区組織、学校、企業、関係機関等と連携した全世代の健康づくり 

 令和４年度 

補助対象数 ３地区 

内訳 

信夫地区「信夫の里健康づくり協議会」 

立子山地区「健都ふくしま創造事業立子山地区協議会」 

飯野地区「健都ふくしま創造事業飯野地区推進委員会」 
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（９）職域の健康づくり事業 

【令和４年予算決算状況 予算額：97 千円 決算額：97 千円】 

① 福島市職場の健康づくり推進委員会 

職域の健康づくりに向けた課題や現状把握から、必要な事業や事業所の支援を行うため、学 

識経験者や市内の保健医療団体、企業経済・労働衛生団体の代表で構成する福島市職場の健康づ

くり推進委員会を開催した。 

〇委員数：１５名 

〇開催状況： 

開催年月日 内容 

第１回  

令和４年１２月２２日（木） 

各所属における健康づくりの取り組み等の現状報告 

With コロナを踏まえた働き盛り世代の健康課題、健康づくりについて 

職場における健康診断・健康づくりの取組に関する調査について 等 
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健康推進課 

１．国民健康・栄養調査 

【令和４年度予算決算状況 予算額：1,702 千円 決算額：489 千円】 

健康増進法に基づき、厚生労働省が実施している調査。指定された地区において、11 月中の 

１日間、栄養摂取状況調査、生活習慣調査及び身体状況調査を行った。 

 令和４年度指定地区：１地区 

２．健康・栄養推進事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：252 千円 決算額：94 千円】 

（１）特定給食施設における栄養管理・指導 

特定多数人に対して継続的に給食を提供する特定給食施設に対し、健康増進法及び福島市特 

定給食施設等指導実施要綱に基づき台帳管理や栄養・食事管理の実施に関する指導を行っている。  

 

① 施設数 

 指定特定給食施設 特定給食施設 小規模特定給食施 合計 

学校 ０ ３０ ４ ３４ 

病院 ２ １６ ３ ２１ 

介護老人保健施設 ０ １０ ２ １２ 

老人福祉施設 ０ １３ ３０ ４３ 

児童福祉施設 ０ ２３ ５０ ７３ 

社会福祉施設 ０ １ １２ １３ 

矯正施設 １ ０ ０ １ 

寄宿舎 ０ ０ ２ ２ 

事業所 ０ １２ １８ ３０ 

一般給食センター ０ ０ ０ ０ 

自衛隊 １ ０ ０ １ 

その他 ０ ２ ３６ ３８ 

合計 ４ １０７ １５７ ２６８ 
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② 届出（設置、変更、廃止）受理件数 

 設置 変更 廃止 休止 合計 

学校 ０ ５ ０ ０ ５ 

病院 ０ １８ ０ ０ １８ 

介護老人保健施設 ０ ６ ０ ０ ６ 

老人福祉施設 ０ ９ ０ ０ ９ 

児童福祉施設 ０ ６ ０ ０ ６ 

社会福祉施設 １ １ ０ ０ ２ 

矯正施設 ０ ２ ０ ０ ２ 

寄宿舎 ０ ０ ０ ０ ０ 

事業所 ０ ９ １ ０ １０ 

一般給食センター ０ ０ ０ ０ ０ 

自衛隊 ０ １ ０ ０ １ 

その他 ０ ３ ０ ０ ３ 

合計 １ ６０ １ ０ ６２ 

 

③ 令和４年度 特定給食施設講習会 

事業所、寄宿舎、病院、介護老人保健・老人福祉・社会福祉施設等の栄養士、給食従事者 

等が対象。講習会資料を本市ホームページ上に掲載した。 

○参加施設数：事業所等３８施設、医療機関・福祉施設等１１９施設 

○開催状況： 

開催年月日 内容 

事業所等対象 

令和４年９月 

 

・（説明動画）給食施設における衛生管理について 

・（説明動画）福島市健都ふくしま創造事業 

「適しお」の取り組み、「適しおサポーター」募集について 

・令和４年度健康づくりで競争（共創）チャレンジ 

参加協力について 

・「特定給食施設運営状況表」の提出について 

医療機関・福祉施設

等対象 

令和５年１月 

・令和４年度診療報酬改定の概要（厚生労働省） 

・（説明動画）給食施設における衛生管理について 

・（説明動画）福島市健都ふくしま創造事業 

「適しお」の取り組み、「適しおサポーター」募集について 

・（参考） 

特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援について 

・「特定給食施設運営状況表」の提出について 
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④ 令和４年度 特定給食施設巡回指導件数 

病院と栄養管理状況調査の結果による該当施設、新規施設に対して巡回指導を行っている。令

和４年度は、新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、実施無し。 

 

（２）食品表示法に係る保健事項（栄養成分表示）の相談指導 

食品表示法に係る保健事項（栄養成分表示）の相談・指導を行った。 

○相談件数：１６件 

 

３.こんにちは赤ちゃん事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：2,351 千円 決算額：2,299 千円】 

生後４か月頃の乳児がいるすべての家庭を、保健師や助産師、こんにちは赤ちゃん応援隊が訪問し、

傾聴を中心に相談に応じると共に地域の子育て情報を提供し、親子の子どもの健やかな成長の支援

と地域の子育て支援体制の充実を図った。 

（１）こんにちは赤ちゃん応援隊 

①こんにちは赤ちゃん応隊委嘱数 ５０地区、８３人          

（令和５年３月３１日現在） 

 

②こんにちは赤ちゃん応援隊研修会 

こんにちは赤ちゃん応援隊が地域の子育て支援機関とつながり、地域の子育て情報の提供など 

の活動ができるよう、研修会を実施した。 

 実施回数 参加人数 

こんにちは赤ちゃん応援隊研修会 １回 ６７人 

 

（２）こんにちは赤ちゃん事業 訪問実施状況 

新型コロナウイルス感染症の不安や育児不安を抱えるなか、保健師や助産師等の専門職やこんに 

ちは赤ちゃん応援隊が訪問し、傾聴を中心に相談に応じ、専門職と応援隊と連携を密にし、支援が必

要な家庭に対して継続支援を行った。 

こんにちは赤ちゃん訪問実績（実件数） 

  訪問対象者 訪問実人数 訪問実施率 
訪問内訳 （単位：人 ％） 

専門職 応援隊 

令和元年度 1,753 1,719 98.1 989 58.4 730 41.6 

令和２年度 1,782 1,771 99.4 1,052 59.4 719 40.6 

令和３年度 1,635 1,635 100.0 1,341 82.0 294 18.0 

令和４年度 1,514 1,494 98.7 476 31.9 1018 68.1 
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４．地域母子健康づくり推進事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：82 千円 決算額：73 千円】                   

新型コロナウイルス感染症の不安などから自宅にこもりがちな親子が安心して子育てできるよう 

家庭訪問等で相談に応じ継続支援を行った。 

また、地域の子育て支援者や支援機関と連携して育児相談会を実施し、子育ての孤立化防止に努

めた。 

（１）個別健康相談・家庭訪問の実施状況 

方法 実績数（延人数） 

母子 家庭訪問 921 

電話相談 154 

来所相談 10 

   計 1085 

※保健情報システムより個別健康相談件数抽出（健康推進課分のみ） 

 

（２）育児相談会 

学習センターや子育て支援センターなど、地域の機関と連携しながら、子育て相談会を実施した。 

〇実施回数  45 回   参加人数（延） 686 人                             

 

（３）母子保健に関する健康教育 

地域の関係機関からの依頼により「乳幼児の基本的生活習慣」や「食と健康」、「歯の健康」、「新型 

コロナウイルス感染症予防」等の内容の健康教育を実施した。 

〇乳幼児     実施回数 21 回  参加人数（延） 120 人 

〇学童・思春期 実施回数  3 回  参加人数（延） 236 人 

 

（４）学校保健委員会 

地区担当保健師が担当地区の「学校保健委員会」に参加し、情報交換をしながら健康課題の共有を 

図り、解決に向けた対策を協議した。 

また、新型コロナウイルス感染症予防についての情報共有も図られた。 

 〇実施回数 15 回  参加人数（延） 193 人 

 

（５）子育てを考える会 

地域の子育て支援関係機関が地域の子育ての現状と課題を話し合い、交流を図り、地域 

の中で顔が見える関係づくりを図った。 

〇開催地区 2 地区 4 回  参加機関 19 団体  参加人数（延） 45 人 
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こども家庭課 

１．子育て世代包括支援センター事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：13,276千円 決算額：9,785千円】 
平成２８年４月に、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援をするワンストップ拠点として、

こども未来部内に子育て世代包括支援センターである「子育て相談センター・えがお」を開設した。 

（１）母子健康手帳の交付 

母子保健法に基づき、「子育て相談センター・えがお」で、妊娠届出をされた方に母子健康手帳

を交付している。助産師及び保健師の面接により、全ての妊婦の把握に努め、必要に応じ支援プ

ランを作成し、各種サービスにつなげている。 

 ○妊娠届出状況（単位：人） 

年度 総数 

届出時の妊娠週数 妊婦の年齢別届出数 

双 
胎 

外国籍 
妊婦数 

外国語 
併記手帳 
交付数 

11 
週 
以 
内 

12 
❘ 
19 
週 

20 
❘ 
27 
週 

28 
週 
以 
降 

分 
娩 
後 

19 
歳 
以 
下 

20 
❘ 
34 
歳 

35 
歳 
以 
上 

R2 1,688 1,598 74 11 4 1 11 1,282 395 16 5 10 

R3 1,576 1,503 64 7 2 0 15 1,162 399 13 11 22 

R4 1,464 1,386 61 11 3 3 9 1,101 354 21 7 14 

    

（２）妊娠・出産・子育てに関する相談支援 

保健師、助産師、保育士、ケースワーカー、歯科衛生士等の専門職員が、関係機関と連携して、妊

娠期から子育て期までの相談支援を行っている。 

 ○「子育て相談センター・えがお」相談支援件数及び関係機関との連絡調整件数(単位:件) 

年度 相談支援件数 関係機関との連絡調整件数 

R2 9,467 6,421 

R3 12,942 8,088 

R4 14,023 9,593 

 

２．妊産婦健診事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：224,115千円 決算額：201,071千円】 
妊婦健康診査は、助成回数を平成１８年度より２回から１３回、平成１９年度より１５回に拡大、ま

た、精密検査を公費負担で１回実施している。加えて、平成２５年度から妊娠前期に子宮頸がん検診

を追加している。 

産婦健康診査は、平成２７年度から産後１か月健診および精密検査の助成を開始し、令和３年度か

らは産後２週間健診も助成対象としている。 
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さらに、令和４年度からは、多胎妊婦に対して１５回を超える妊婦健診費用についても助成を開始

することとし、母と子の健康の保持増進を図っている。 

○妊産婦健診受診票交付件数及び受診件数（単位：件） 

年度 受診票交付件数 妊婦健診受診件数(延べ) 産婦健診受診件数(延べ) 

R2 1,790 22,078 1,748 

R3 1,682 20,001 2,982 

R4 1,564 18,732 2,982 

 

○令和４年度 妊産婦健診受診状況 (単位：人)  

 

 

 

 

 

 

 

 

３．新生児聴覚検査事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：13,747千円 決算額：１１，７８６千円】 

新生児期に産科医療機関等で実施する聴覚検査（初回・確認・再確認検査）費用の一部を助成

し、先天性聴覚障がいの早期発見、早期療育に努めている。 

○新生児聴覚検査実施状況 

年度 実受検者数（人） 延べ受検回数（回） 

R2 1,675 1,781 

R3 1,539 1,657 

R4 1,469 1,556 

 

 

 

健診時期 
受診 
者数 

診察 
所見有 

所見有の内訳（延べ数） 
精検 
受診 
者数 

子宮がん 
検診結果 

妊娠 
高血圧 
症候群 

糖尿 貧血 
Ｂ群溶血性 

レンサ球菌 

感染症 

その 
他 

異常 
なし 

要 
精検 

妊娠前期 
2回目 

(12週頃) 
1,452 99 1 16 40  47 

0 

1,238 25 

妊娠後期 
8回目 
(30週
頃) 

1,473 297 3 38 195  86 

 
妊娠後期 
11回目 
(36週
頃) 

1,430 365 7 22 159 184 66 

産後 
2週間 

1,420  

0  
産後 

1か月 
1,562  
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４．産後ケア事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：１４，４５５千円 決算額：14,183千円】 
平成２８年度から、心身の不調や育児に不安を持つ産婦、また家族などから十分なサポートを受

けられない産婦等に対し、医療機関等におけるショートステイ、デイケア及びアウトリーチにより産

後の身体的回復と心理的な安定を図るとともに母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やか

な育児ができるよう支援している。 

令和２年度、令和３年度は、新型コロナウイルス感染防止対策として、産後ケア施設が安心安全

な受入れ態勢を整えられるよう、衛生用品の購入等を行った。 

また、令和４年４月から、産後２ヶ月までの全家庭を対象として、アウトリーチ支援を開始してる。 

○産後ケア実施状況 

年度 

ショートステイ デイケア アウトリーチ 

実利用者数 

(人) 

延べ利用日数 

(日) 

実利用者数 

(人) 

延べ利用日数 

(日) 

実利用者数 

(人) 

R2 18 90 12 16  

R3 19 107 9 16 1 

R4 31 112 29 45 1,498 

 

５．ホームスタート事業（産前・産後サポート事業） 

【令和４年度予算決算状況 予算額 1,261千円 決算額：1,261千円】 
令和３年度新規事業。妊婦や乳幼児のいる家庭に、ホームビジター（研修を受けた地域の子育て経

験者）が訪問し、傾聴（親の気持ちを受け止めて話を聴くこと）や協働（親と一緒に家事や育児、外出

などをすること）を行うことにより、親の心の安定と子育て意欲の向上を生み出すとともに、地域の

子育て力を底上げすることを目的として開始した。 

○ホームスタート実施状況 

年度 
ホームビジター養成講座 ホームスタート活動 

養成者数(人) 利用家庭数(件) 延べ訪問回数(回) 

R3 9 21 139 

R4 3 25 154 

 

〇活動メンバーと役割 

ホームビジター：週に１回、２時間程度、４～６回訪問し、利用者に寄り添って、話を聴いたり、一

緒に育児や家事を行う。 

オーガナイザー（事業運営・調整役）：ホームビジターの養成及び活動支援を行う。 

 



- 104 - 

 

６．乳幼児健康診査事業（４か月・１０か月・１歳６か月・３歳児健康診査） 

【令和４年度予算決算状況 予算額：35,216千円 決算額：32,587千円】 

母子保健法に基づき、重要な成長期である乳幼児期（４か月・１０か月・１歳６か月・３歳児時） 

に健康診査を実施し、疾病や異常の早期発見、早期治療や療育を勧め、よりよい発育・発達のた

めに適切な保健指導に努めている。 

○令和４年度 乳幼児健康診査概況 

対  象 ４か月児 １０か月児 １歳６か月児 ３歳児 

実施方法 個別健診 個別健診 集団健診 集団健診 

周知方法 個別通知・市政だより・市ホームページ 

実施場所 

登録医療機関 

（２１ヶ所） 

登録医療機関 

（２１ヶ所） 保健福祉ｾﾝﾀｰ 保健福祉ｾﾝﾀｰ 

実施回数 
  

66回 67回 

該当者数 1,591人 1,575人 1,717人 1,709人 

受診者数 1,517人 1,489人 1,671人 1,641人 

受 診 率 95.3％ ９４．５％ 97.3％ 96.0％ 

平均受診者数   25.3人 24.5人 

健  診 
スタッフ 

登録医療機関 登録医療機関 小児科医師 １人 
歯科医師  １人 
看護師    ２人 
歯科衛生士 ３人 
栄養士    １人 
保育士    １人 
保健師   ８人 

小児科医師 １人 
歯科医師  １人 
視能訓練士 １人 
看護師   ４人 
歯科衛生士  ３人 
栄養士    １人 
保育士    １人 
保健師   ８人  

  
  
  
  

  

実施内容 

・問診 ・問診 ・問診 ・問診 

・身体計測 ・身体計測 ・身体計測 ・尿検査 

・内科診察 ・内科診察 ・内科診察 ・視覚検査 

・離乳食相談 ・保健相談 ・歯科診察 ・身体計測 

・保健相談  ・栄養相談 ・内科診察 

  ・歯科相談 ・歯科診察 

  ・保健相談 ・栄養相談 
 

  ・歯科相談 

   ・保健相談 

    

   
＊視覚検査における屈折

検査はＨ１３年度開始 
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○４か月児健診結果（単位：人） 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

該当者 1,860 1,659 1,591 

受診者 1,828 1,612 1,517 

受診率 98.3% 97.2% 95.3 

医
師
指
示
事
項 

特になし 1,606 1,400 1,304 

指示あり 222 212 213 

指
示
内
容(

延
べ) 

要指導 - - - 

要観察 145 123 122 

要精検 7 14 14 

要治療 27 11 10 

治療中 68 71 67 

対 

応 

方 

針 

不 要 1,444 1,396 1,387 

要 384 216 130 

要
の
内
容(

延
べ) 

発達相談会 1 - ‐ 

訪 問 58 12 12 

電話確認 392 219 133 

健診時確認 73 33 9 

その他 4 - 2 

計 527 264 156 

問 

題 

点
（延
べ
） 

発 育 22 9 5 

発達･脳神経系 38 21 7 

内 科 2 1 ‐ 

腎･泌尿･生殖器 - -  ‐ 

整形外科 - 5 1 

皮膚科･形成外科 1 - 1 

眼 科 - 1 ‐ 

耳鼻科 2 - 1 

歯科･口腔外科 - - ‐ 

環境･習慣 308 166 93 

計 373 203 108 

○１０か月児健診結果（単位：人） 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

該当者 1,722 1,772 1,575 

受診者 1,611 1,654 1,489 

受診率 93.6% 93.4% 94.5 

医
師
指
示
事
項 

特になし 1,339 1,342 1,221 

指示あり 272 312 268 

指
示
内
容(

延
べ) 

要指導 - - ‐ 

要観察 222 245 190 

要精検 - 7 8 

要治療 12 5 8 

治療中 33 64 62 

対 

応 

方 

針 

不 要 1,498 1,447 1,304 

要 113 207 185 

要
の
内
容(

延
べ) 

発達相談会 - - ‐ 

訪 問 5 10 6 

電話確認 71 159 138 

健診時確認 85 124 92 

その他 3 7 ‐ 

計 164 300 236 

問 

題 

点
（延
べ
） 

発 育 16 31 22 

発達･脳神経系 47 86 75 

内 科 1 - ‐ 

腎･泌尿･生殖器 2 1 ‐ 

整形外科 - - 2 

皮膚科･形成外科 - 2 1 

眼 科 - - ‐ 

耳鼻科 - - 1 

歯科･口腔外科 4 5 5 

環境･習慣 43 82 76 

計 113 207 182 
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○１歳６か月児歯科健診結果（単位：人） 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

歯科健診受診者 1,490 1,556 1,671 

歯科健診受診率 98.5% 97.9% 97.3% 

歯
科
医
師
指
示
事
項 

特になし 385 386 391 

指示あり 1,105 1,170 1,280 

指
示
内
容 

要指導 1,016 1,045 1,158 

要観察 74 111 105 

要治療 15 14 17 

う
蝕
罹
患
状
況 

なし 1,475 1,540 1,654 

 

Ｏ１ 456 495 495 

Ｏ２ 1,019 1,045 1,159 

要観察歯総本数 232 242 186 

あり 15 16 17 

 

Ａ型 13 12 13 

Ｂ型 2 2 2 

Ｃ型 - 2 2 

う蝕歯総本数 38 52 42 

軟組織異常 82 118 66 

指しゃぶり 359 415 376 

おしゃぶり 103 96 113 

歯列や咬合の異常 120 135 150 

(再掲 指しゃぶりによる 

歯列不整) 
2 - 0 

その他 83 102 122 

母 乳 282 277 260 

ほ乳瓶 172 162 134 

歯の清掃 汚い 83 110 117 

１人平均う蝕歯数(本) 0.03 0.03 0.03 

う蝕有病率 1.01% 1.03% 1.02% 

○１歳６か月児健診結果（単位：人） 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

該当者 1,513 1,590 1,717 

受診者 1,490 1,556 1,671 

受診率 98.5% 97.9% 97.3% 

医
師
指
示
事
項 

特になし 1,309 1,334 1,426 

指示あり 181 222 245 

指
示
内
容(

延
べ) 

要指導 - - ‐ 

要観察 109 149 151 

要精検 8 11 4 

要治療 25 8 3 

治療中 44 59 93 

その他 - - ‐ 

対 

応 

方 

針 

不 要 1,119 1,150 1,332 

要 371 406 339 

要
の
内
容(

延
べ) 

発達相談会 - - ‐ 

訪 問 74 70 41 

電話確認 303 355 292 

健診時確認 84 87 54 

精 検 2 8 4 

その他 16 - 7 

計 479 520 398 

問 
題 

点
（延
べ
） 

発 育 16 12 18 

発達･脳神経系 166 204 166 

内 科 1 - ‐ 

腎･泌尿･生殖器 1 - 1 

整形外科 - - ‐ 

皮膚科･形成外科 - - ‐ 

眼 科 - - ‐ 

耳鼻科 1 - ‐ 

歯科･口腔外科 - - ‐ 

環境･習慣 80 73 66 

計 265 289 251 ○１歳６か月児歯科精密検査受診状況(単位：人) 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

該当者数 113 111 95 

※受診者数 86 ９１ 74 

受診率 76.1% ８２．０% 77.9% 

※翌年度受診確認した者を含む 
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 ＊視覚検査における屈折検査全数実施は H13開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○３歳児健診結果 その１(単位：人) 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

該当者 1,722 1,813 1,709 

受診者 1,682 1,764 1,641 

受診率 97.7% 97.3% 96.0 

医
師
指
示
事
項 

特になし 1,230 1,346 1,200 

指示あり 452 418 441 

指
示
内
容(

延
べ) 

要指導 - - ‐ 

要観察 218 186 156 

要精検 196 169 286 

要治療 11 1 6 

治療中 58 70 38 

その他 - - ‐ 

対 

応 

方 

針 

不 要 1,090 1,105 1,073 

要 592 659 568 

要
の
内
容(

延
べ) 

発達相談会 - - ‐ 

訪 問 58 38 15 

電話確認 295 392 318 

他機関紹介 - - ‐ 

精 検 221 241 286 

再検査 69 51 56 

その他 64 51 62 

計 713 773 737 

問 

題 

点
（延
べ
） 

発 育 - 5 1 

発達･脳神経系 202 239 205 

内 科 - - ‐ 

腎･泌尿･生殖器 1 - ‐ 

整形外科 1 - 1 

皮膚科･形成外科 - - ‐ 

眼 科 210 225 270 

耳鼻科 11 2 6 

歯科･口腔外科 - - ‐ 

環境･習慣 42 49 37 

計 467 520 520 

○３歳児健診結果 その２(単位：人) 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

視 

覚 

検 

査 

異常なし 1,424 1,519 1,351 

有所見者 258 245 290 

有所見率 15.3% 13.9% 17.7% 

内
訳(

延
べ) 

再 検 28 16 ‐ 

治療中 20 5 20 

要精検 210 224 270 

その他 - - ‐ 

聴 

覚 

検 

査 

異常なし 1,597 1,703 1,572 

有所見者 85 61 69 

有所見率 5.1% 3.5% 4.2% 

内
訳(

延
べ) 

家庭で再検 56 44 56 

要治療 - - ‐ 

治療中 17 11 7 

要精検 11 6 6 

その他 1 - ‐ 

その他 要精検 5 6 10 

○３歳児健診視覚精検結果(単位：人) 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

精検該当者 210 225 270 

精検受診者 170 177 203 

精検受診率 81.0% 78.7% 75.2% 

異常なし 19 23 44 

異常あり 151 154 159 

有所見率 

(異常あり/精検受診者) 
88.8% 87.0% 78.3% 

診
断
結
果 

(

延
べ) 

屈折異常 128 137 140 

斜 視 6 2 10 

弱 視 40 27 25 

その他 8 4 10 
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※精検結果については精検台帳をもとに集計 

 

 

 

 

 

 

 

○３歳児健診聴覚精検結果(単位：人) 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

精検該当者 11 6 6 

精検受診者 9 1 2 

精検受診率 81.8% 16.7% 33.3 

異常なし 4 1 2 

異常あり 5 - ‐ 

有所見率 

(異常あり/精検受診者) 

55.6

% 
0.0% 0.0% 

診
断
結
果(

延
べ) 

難聴（疑い） 1 - ‐ 

浸出性中耳炎 1 - ‐ 

構音障害 - - ‐ 

発達障害疑 - - ‐ 

その他耳鼻科疾患 3 - ‐ 

○３歳児歯科健診結果（単位：人） 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

歯科健診受診者 1,681 1,764 1,641 

歯科健診受診率 97.6% 97.3% 96.0% 

歯科健診受診できず 1 ‐ ‐  

歯
科
医
師
指
示
事
項 

特になし 943 970 973 

指示あり 738 794 668 

指
示
内
容 

要指導 202 224 186 

要観察 296 305 289 

要治療 240 265 193 

う
蝕
罹
患
状
況 

なし 1,397 1,472 1,415 

 要観察歯総本数 179 269 181 

あり 284 292 226 

 

Ａ型 194 217 164 

Ｂ型 78 67 43 

Ｃ１型 2 2 3 

Ｃ２型 10 6 16 

う蝕歯総本数 903 861 780 

内処置歯 148 239 132 

不
正
咬
合 

あり 194 239 215 

a(反対咬合) 83 101 83 

b(上顎前突) 15 26 22 

c(過蓋咬合) 16 22 25 

d(開  咬) 39 35 37 

e(叢  生) 23 37 27 

f(正中離開) 1 - 4 

g(そ の 他) 17 18 17 

軟組織異常 あり 40 45 28 

清掃状況 汚い 135 159 131 

その他 あり 125 138 123 

１人平均う蝕歯数(本) 0.54 0.49 0.48 

う蝕有病率 16.90% 16.55% 

13.7

7% 

○３歳６か月児健診その他の精検結果(単位：人) 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

精検該当者 6 7 10 

精検受診者 4 5 7 

精検受診率 66.7% 71.4% 70.0% 

異常なし 2 2 1 

異常あり 2 3 6 

有所見率 

(異常あり/精検受診者) 
50.0% 60.0% 85.7% 

診
断
結
果(

延
べ) 

発 育 1 2 2 

発達･脳神経系 - - 1 

内 科 - 1 ‐ 

腎･泌尿･生殖器 1 2 4 

整形外科 - - ‐ 

その他 - - ‐ 

○３歳児歯科精密検査受診状況(単位：人) 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

該当者数 195 205 105 

※受診者数 149 156 61 

受診率 76.4% 76.1% 58.1% 

※翌年度受診確認した者を含む 
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７．こども発達相談事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：1,242千円 決算額：875千円】 

平成２６年４月から「福島市こども発達支援センター」で「療育」に加え「発達相談」を開始し、医師、

臨床心理士、心理士、理学療法士、作業療法士、保健師、保育士等の専門職員が、０歳から１８歳未

満児を対象に発達相談及び支援を関係機関と連携しながら行っている。 

（１）こどもの発達に関する相談事業 

こども発達相談会以外で保健師等が来所や電話、家庭訪問、保育園や幼稚園連絡等により発達

に関する相談に対応し、関係機関と連携しながら適切な発達支援を行っている。 

    ○実施状況 

年度 延べ相談件数（件） 
関係機関連携（件） 

訪問 連絡 

R2 2,137 181 648 

R3 1,976 96 613 

R4 ２，１０９ 111 583 

 

（２）こども発達相談会 

    平成２９年度から乳幼児健診事後の「二次健診」とこども発達支援センターで実施していた「心 

理相談会」を「こども発達相談会」として実施。発育発達等に心配のある児を対象に専門職が相 

談・指導を行い、必要時、関係機関と連携を図りながら適切な治療や療育等へ結びつけている。 

○令和４年度 実施状況 

 対  象 スタッフ 回数(回) 延べ相談者数(人) 

乳児 

幼児 

・乳幼児健康診査で経過観察が必要な

児童 

・保護者から相談があり発達支援が必

要な児童 

小 児 科 医 

心 理 士 

言語聴覚士 

栄 養 士 

保 健 師 

(１回：半日) 

   48 
乳児  0 

幼児 208 

学童  1 

幼児 
・保護者から相談があり発達支援が必

要な児童 

臨床心理士 

保健師 

(１回：半日) 

 55 

   計 103 計  209 

     

○令和４年度 事後対応方針の内訳 

延べ相談者数(人) 
事後対応 

不 要 要 

209 6 203 

 

 

 

 



- 110 - 

 

（３）就学に向けての支援 

こども発達相談会の結果、経過観察を要する幼児とその親に対して、就学についての情報提供や 

相談を行うことにより、幼児の心身の健やかな成長と親の育児力の向上を図っている。 

○令和４年度 実施状況 

事業名 対 象 
内容 

(開催回数) 

延人数 

（人） 
スタッフ 

就学に向けて 

の学習会 

障がいや発達の

遅れがあり、児

の就学について

不安や悩みをも

つ親 

①福島市における就学 

の実際（２回） 

 

②年中児座談会（１回） 

① 

 55 

 

② 

 23 

・教育研修課指導主事 

・市立ふくしま支援学校

教諭 

・保健師 
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８．育児等支援事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：854千円 決算額：750千円】 

    妊婦教室や離乳食教室等を開催するとともに、母子栄養相談、歯科相談等を実施することに 

より、妊娠、出産、育児に関する親の不安を軽減し、子どもの豊かな心と身体の成長への支援を行 

っている。 

（１）妊婦教室 

妊婦とその家族が子どものいる生活をイメージし、家族の役割を確認すること等により、安心 

して出産を迎えられることを目的として実施している。 

  ○妊婦教室実施状況  対象者：妊婦とその家族等 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

オンラインによる 
プレママ＆プレパパ教室 

実施回数(回) 8 12 12 

参加人数(人) 82 116 78 

プレママ＆プレパパ教室 
（県助産師会との共催事業） 

実施回数(回) 3 7 12 

参加人数(人) 219 297 486 

計 
実施回数(回) 11 19 24 

参加人数(人) 301 413 564 

 

（２）母子栄養相談・教育事業 

３歳児健康診査では、幼児食について個別相談を実施している。１歳６か月児健康診査では、平 

成２５年度より、う蝕歯予防対策として栄養士も従事することとし、食習慣について個別指導を行

っている。また、令和２年度からは、離乳期の児をもつ親を対象として「オンライン離乳食相談会」

「おんぶで食育体験教室」を開始した。 

○母子栄養相談・教育事業実施状況   ※個別相談件数は健診時の栄養士日誌を元に集計 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

乳

幼

児

健

診 

１歳６か月児 
実施回数(回) 49 58 66 

個別相談人数(人) 551 507 605 

３歳児 

実施回数(回) 59 67 67 

集団指導人数(人)    

個別相談人数(人) 499 449 445 

オンライン離乳食相談会 
実施回数(回) 12 11 12 

集団指導人数(人) 60 88 101 

おんぶで食育体験教室 
（県助産師会との共催事業） 

実施回数(回) 8 11 11 

集団指導人数(人) 104 110 84 

計 

実施回数(回) 128 14７ 156 

集団指導人数(人) 164 198 185 

個別相談人数(人) 1,050 95６ 1,050 
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（３）乳幼児等歯科相談・教育事業 

１歳６か月児及び３歳児健康診査会場において歯科衛生士による歯科指導を実施している。ま 

た、１０か月児健康診査の事後指導として健診票に歯科に関する質問があった場合は電話による対

応を行っている。 

また、幼稚園・保育所・学校・子育て支援センター等からの依頼により歯科講話及び歯科相談も実 

施している。 

○乳幼児等歯科相談・教育事業実施状況 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

乳幼児健診時歯科指導 
実施回数(回) 120 125 133 

指導延人数(人) 3,171 3,320 3,312 

幼稚園・保育所・学校 

子育て支援センター等 

実施回数(回) 8 8 9 

指導延人数(人) 50 67 191 

個別相談等 
実施回数(回) 27 13 13 

指導延人数(人) 27 13 13 

計 
実施回数(回) １５５ 146 155 

指導延人数(人) 3,248 3,400 3,516 

     

○１０か月児事後対応状況（単位：人） 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

相談人数 78 69 85 

相談延件数 78 69 85 

相
談
内
容(
延
べ
数) 

手入れ 21 15 25 

萌 出 18 19 18 

咬 合 4 5 7 

歯ぎしり 6 5 5 

歯 列 10 13 12 

その他 19 12 18 

 

（４）乳幼児家庭訪問事業 

  乳幼児家庭訪問指導は、個々のニーズや関係機関等からの依頼、また乳幼児健診未受診者や健 

診後に経過観察や育児支援が必要な親子等に対して、家庭環境や家族関係などから総合的にアセス 

メントし、対象に応じた相談支援を有効に展開するための手段の１つとして実施している。 
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９．母子保健事業（健康教育・性と健康の相談センター事業） 

【令和４年度予算決算状況 予算額：402千円 決算額：202千円】 

  特有の身体的特徴を有することによる女性の心身にわたる悩み等を、その健康状態に応じ的確 

に自己管理を行うことができるよう健康教育を実施するとともに、気軽に相談することができる体 

制を確立し、生涯を通じた女性の健康の保持増進を図っている。 

○母子保健健康教育実施状況 

年度 事 業 内 容 
実施回数 

(回) 

参加人数 

(人) 

R2 
思春期等保健事業 

・学校等からの依頼による性教育 
3 72 

R3 

思春期等保健事業 

・学校等からの依頼による性教育 

・学生実習時における性教育 

 （プレコンセプションケア） 

5 270 

R4 

思春期等保健事業 

・学校等からの依頼による性教育 

・学生実習時における性教育 

 （プレコンセプションケア） 

６ 102 

 

１０．軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：1,330千円 決算額：867千円】 

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入及び修理費用の一部を

助成し、言語の習得、教育等における健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上の促進を図っ

ている。 

○軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成件数 

年度 申請件数（件） 助成件数（件） 

R2 17 15 

R3 22 22 

R4 20 19 
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１１．小児慢性特定疾病対策等事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：77,252千円 決算額：57,309千円】 

  中核市移行に伴い、平成３０年度より開始。小児慢性特定疾病にり患した児童の医療費を助成し、 

経済的負担を軽減するとともに、相談支援や自立支援事業を実施し、健全育成・自立支援に取り 

組んでいる。 

また、指定医・指定医療機関の指定や、審査会において承認・不承認に係る医学的審査を行って

いる。 

○小児慢性特定疾病対策等事業実施状況 
 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

医療費支給認定件数 
259件 230件 219件 

新規 36 自動更新223 新規 36 更新 194 新規 29更新 190 

医療費支給認定変更等件数 

58件 49件 36件 

変更 57 再交付 0 
療養費支払 0 
資格喪失 1 

変更 47 再交付 0 
療養費支払 2 
資格喪失 0 

変更 32 再交付 1 
療養費支払 3 
資格喪失 0 

新規・更新・変更等の申請時及び必要時に 

おける相談支援件数※ 
208件 355件 ２６２件 

新規・更新・変更等の申請案件に係る 

審査会実施回数 
15回 21回 22回 

自立支援事業実施回数 1回(14人) 2回(27人) 2回(13人) 

指定医の指定（新規・変更等）件数 
14件 13件 26件 

新規 5 更新 9 新規 5 更新 6 変更２ 新規 16 更新 3変更 7 

指定医療機関の指定 

（新規・変更等）件数 

130件 51件 35件 

新規 5 更新 125 新規 16更新 6 変更 29 新規 8 更新 8  変更 19 

小児慢性特定疾病児童世帯交通費

助成件数 
 14件 13件 

※相談支援件数は「子育て相談センター・えがお」実績より（窓口相談件数＋電話相談件数） 
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○自立支援事業 

小児慢性特定疾病児童等とその家族について、日常生活上での悩みや不安等の解消及び健康

の保持増進、福祉の向上を図ることを目的として、福島県北保健福祉事務所との共催により開催

している。 

年度 内  容 講  師 参加人数 

R2 
オンラインセミナー「病気や障がいを 

もつ子のきょうだい支援」 

当事者（きょうだい、保護者） 

NPO法人パンダハウス 森千香子 
14 

R3 

オンラインセミナー 

「思春期の子どもたち」 
福島県立医科大学名誉教授 志賀令明 22 

オンライン交流会 

「病気を持ちながら学校生活を送る」 

福島市教育委員会総合教育センター 塚野薫 

NPO法人パンダハウスを育てる会 森千香子 
5 

R4 

オンライン・ハイブリッド交流会 

「Ⅰ型糖尿病のこと 子どもたちのこ

れからのこと～Ⅰ型糖尿病をもつ子と

保護者への支援～」 

アドバイザー： 

たに内科・糖尿病内科クリニック院長 谷牧夫 

たんぽぽの会 齋藤栄子・城下舞・樋口裕香 

 

9 

オンラインセミナー 

｢こどもの自立のために育てたい力～

いま、伝えたい性のこと～｣ 

かたくりの会 若月ちよ 4 

 

１２．特定不妊治療費助成事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：19,346千円 決算額：16,421千円】 

  中核市移行に伴い、平成３０年度より開始。特定不妊治療（体外受精・顕微授精）にかかる費用の 

一部助成を実施している。令和３年１月以降治療終了分より、助成額及び助成対象の拡充を図り、治 

療を行う夫婦の経済的負担の軽減を強化した。 

  令和４年度から保険診療となり、経過措置として年度またぎ分のみ助成をした。保険診療とな 

ったため令和 5年度以降は市での助成事業は終了した。 

 ○特定不妊治療費助成事業実施状況（単位：件） 

助成内容 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

特
定
不
妊
治
療 

A 新鮮胚移植を実施 20 17 1 

B 凍結胚移植を実施 93 150 28 

C 以前に凍結していた胚を解凍して胚移植を実施 88 136  50 

D 体調不良等により移植のめどが立たず終了 8 51 6 

E 授精できず(採卵し受精されたが、胚の分割停止等により中止) 20 26 1 

F 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 2 10 0 

男性不妊治療 精子を精巣または精巣上体から採取するための手術 0 1 1 

助成件数 計 231 391 87 
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○妊活セミナー 

不妊治療過程においておこる疑問や悩みを当事者同士で共有、相談したり、またそれにとらわ

れない時間を作ることで心理的負担を軽減することを目的に県北保健福祉事務所との共催により

開催している。 

 

１３．妊婦のＰＣＲ検査支援事業 

【令和４年度予算決算状況 予算額：25,739千円 決算額： 20,310千円】 

  令和２年９月から、不安を抱え検査を希望する妊婦に、新型コロナウイルス検査費用を補助し、不 

安軽減を図っている。また、感染が確認された妊婦に対しては、一人ひとりに寄り添って産後も継 

続的な支援を行っている。 

   ○妊婦のＰＣＲ検査支援事業実施状況（単位：人） 

 

 

年度 内  容 講  師 参加人数 

R2 

オンラインセミナー「不妊治療の基本

的知識と日常生活での留意点につ

いて」 

オンライン個別相談 

福島県立医科大学附属病院 

不妊症看護認定看護師 

尾形 優子 

10 

R3 

オンラインセミナー「未来の自分のた

めにできること～生理・妊活・パート

ナーのこと」 

オンライン個別相談 

株式会社ファミワン 

不妊症看護認定看護師 

西岡 有可 

15 

R4 

「オンライン妊活座談会」 

①ミニ講話「パートナーとのコミュニ

ケーション」‐相手に自分の気持ちを

伝えよう-②事前質問へ講師より回

答。 

福島県立医科大学附属病院 

生殖医療センター 

NPO 法人日本不妊カウンセリング

学会認定 不妊カウンセラー 

宇仁田 明奈 

2 

年度 助成人数 

Ｒ２ 478 

Ｒ３ 955 

Ｒ４ 1,016 
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  対象区分 件数(人) 割合 

母子 

乳 幼 児 1,420 45.75% 

母性(妊婦・産婦・育児支援) 1,564 50.39% 

家 族 計 画 0 0.00% 

成人 

成 人 要 指 導 者 62 2.00% 

閉 じ こ も り 予 防 0 0.00% 

介 護 家 族 者 0 0.00% 

寝 た き り 0 0.00% 

精 神 保 健 8 0.26% 

心 身 障 が い 0 0.00% 

難 病 35 1.13% 

認 知 症 0 0.00% 

そ の 他 15 0.48% 

合 計 3,104 100.00% 

地域保健・健康増進事業担当保健師活動状況 

地域保健・健康増進事業に従事する保健所保健総務課、健康推進課、保健予防課、こども家庭課母子保健

係、こども発達支援センター保健師の保健活動状況と家庭訪問の状況は、以下のとおりである。 

 

○令和４年度 地域保健・健康増進事業担当保健師 保健活動状況 (単位：％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

   [令和４年度保健師活動領域調査（活動報告）6・10 月分による] 

                       ※小数点第 2 位を四捨五入したため 100.0%にならない場合がある 

 

○令和４年度 地域保健・健康増進事業担当保健師家庭訪問件数及び割合 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保健福祉事業 地区管理 

項
目 

家
庭
訪
問 

保
健
指
導 

健
康
相
談 

健
康
診
査 

健
康
教
育 

デ
イ
ケ
ア 

機
能
訓
練 

地
区
組
織
活
動 

予
防
接
種 

そ
の
他 

調
査
・
研
究 

地
区
管
理 

割合 5.5 31.4 8.3 4.9 1.8 0.2 0.0 1.6 4.1 5.2 1.0 1.2 

 
 コーディネート 教育・研修 

業
務
管
理 

業
務
連
絡
事
務 

研
修
参
加 

そ
の
他 

計 
項
目 

個
別 

地
域 

職
域 

研
修
企
画 

人
材
育
成 

実
習
指
導 

割合 0.2 1.9 0.1 0.3 0.4 11.4 15.0 4.2 1.5 100.0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 人口動態 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 

 

人 

口 

動 

態 
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【人口動態統計について】 

 

１．基礎資料 

市：厚生労働省「厚生統計の調査票情報」より市で独自集計 

  人口は各年 10 月 1 日住民情報台帳人口を使用 

県：福島県保健福祉部「保健統計の概況」 

国：厚生労働省「人口動態統計」 

  

２．用語の解説 

 自然増減：出生数から死亡数を減じたもの 

 乳児死亡：生後 1 年未満の死亡 

 新生児死亡：生後 4 週未満の死亡 

 早期新生児死亡：生後 1 週未満の死亡 

 死産：妊娠満 12 週以降の死児の出産 

 周産期死亡：妊娠満 22 週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの 

 

３．比率の解説について 

（１） 出生率・死亡率・自然増加率・婚姻率・離婚率＝件数／10 月 1 日現在人口×1000 

 

（２）年齢調整死亡率（人口 10 万対） 

 年齢構成の異なる地域間で死亡状況を比較するために用いる指標で、年齢構成の差異を基準の年齢構成 

で調整しそろえた死亡率 

 基準人口は「平成 27 年モデル人口」を使用 

  

 

（３）死産率＝死産数／年間出産数（出生数＋死産数）×1000 

 

（４）乳児死亡率＝乳児死亡数／出生数×1000 

    新生児死亡率＝新生児死亡数／出生数×1000 

   早期新生児死亡率＝早期新生児死亡数／出生数×1000 

 

（５）周産期死亡率＝周産期死亡数（妊娠満 22 週以後の死産数＋早期新生児死亡数）／ 

（出生数＋妊娠満 22 週以後の死産数）×1000 

 

（６）妊娠満 22 週以後の死産率 

＝妊娠満 22 週以後の死産数／（出生数＋妊娠満 22 週以後の死産数）×1000 

 

（７）合計特殊出生率 

＝（母の年齢別出生数／年齢別の女性人口）の 15 歳から 49 歳までの合計 

その年次の 15 歳から 49 歳にある女性の年齢別出生率を合計したもので、1 人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生む

としたときの子どもの数に相当する。 

　の年齢階級の

（死因別）粗死亡率 　総和
×100,000

（死因別） 基準人口の総数

5歳階級別
×

基準人口の当該年齢

年齢調整死亡率
＝

年齢階級の人口
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１．人口動態総覧 

 

 

Ｈ11 290,223 2,999 10.3 1.55 2,148 7.4 851 10 3.3 2 0.7 86 27.9 19 6.3 1,799 6.2 500 1.72

Ｈ12 291,121 2,914 10.0 1.50 2,126 7.3 788 12 4.1 6 2.1 99 32.9 22 7.5 1,891 6.5 577 1.98

Ｈ13 291,620 2,968 10.2 1.50 2,236 7.7 732 5 1.7 2 0.7 77 25.3 9 3.0 1,806 6.2 667 2.29

Ｈ14 291,215 2,832 9.7 1.44 2,193 7.5 639 6 2.1 2 0.7 87 29.8 18 6.3 1,601 5.5 609 2.09

Ｈ15 291,070 2,635 9.1 1.35 2,314 7.9 321 10 3.8 6 2.3 72 26.6 12 4.5 1,553 5.3 627 2.15

Ｈ16 290,868 2,519 8.7 1.31 2,405 8.3 114 10 4.0 4 1.6 69 26.7 15 5.9 1,468 5.0 554 1.90

Ｈ17 290,869 2,538 8.7 1.33 2,535 8.7 3 7 2.8 3 1.2 91 34.6 14 5.5 1,589 5.5 580 1.99

Ｈ18 288,796 2,579 8.9 1.37 2,382 8.2 197 7 2.7 3 1.2 67 25.3 7 2.7 1,440 5.0 600 2.08

Ｈ19 288,007 2,525 8.8 1.34 2,538 8.8 △ 13 3 1.2 2 0.8 58 22.5 7 2.8 1,486 5.2 537 1.86

Ｈ20 293,414 2,429 8.3 1.34 2,713 9.2 △ 284 6 2.5 2 0.8 76 30.3 16 6.5 1,538 5.2 574 1.96

Ｈ21 293,207 2,442 8.3 1.37 2,717 9.3 △ 275 11 4.5 4 1.6 58 23.2 12 4.9 1,456 5.0 551 1.88

Ｈ22 292,684 2,411 8.2 1.38 2,801 9.6 △ 390 6 2.5 0 0.0 61 24.7 8 3.3 1,459 5.0 581 1.99

Ｈ23 288,361 2,139 7.4 1.23 2,937 10.2 △ 798 1 0.5 1 0.5 65 29.5 4 1.9 1,330 4.6 487 1.69

Ｈ24 284,541 1,944 6.8 1.25 2,914 10.2 △ 970 3 1.5 2 1.0 50 25.1 6 3.1 1,434 5.0 426 1.50

Ｈ25 285,130 2,205 7.7 1.42 3,083 10.8 △ 878 3 1.4 1 0.5 53 23.5 9 4.1 1,398 4.9 490 1.72

Ｈ26 284,916 2,188 7.7 1.44 3,121 11.0 △ 933 6 2.7 1 0.5 46 20.6 10 4.5 1,407 4.9 441 1.55

Ｈ27 285,060 2,219 7.8 1.48 3,099 10.9 △ 880 3 1.4 1 0.5 53 23.3 9 4.0 1,434 5.0 455 1.60

Ｈ28 284,010 2,096 7.4 1.43 3,164 11.1 △ 1,068 4 1.9 3 1.4 51 23.8 13 6.2 1,322 4.7 460 1.62

Ｈ29 281,820 2,072 7.4 1.45 3,165 11.2 △ 1,093 1 0.5 1 0.5 44 20.8 8 3.8 1,285 4.6 482 1.71

Ｈ30 279,786 1,882 6.7 1.35 3,297 11.8 △ 1,415 5 2.7 1 0.5 27 14.1 3 1.6 1,215 4.3 421 1.50

R1 277,516 1,752 6.3 1.28 3,384 12.2 △ 1,632 5 2.9 4 2.3 40 22.3 6 3.4 1,173 4.2 391 1.41

R2 275,966 1,809 6.6 1.34 3,310 12.0 △ 1,501 2 1.1 0 0.0 38 20.6 3 1.7 1,021 3.7 388 1.41

R3 273,904 1,645 6.0 1.25 3,483 12.7 △ 1,838 0 0.0 0 0.0 25 15.0 6 3.6 999 3.6 378 1.38

率

死亡

実数 実数

和
暦

福島市の
人口

(10/1現在)

出生
合計
特殊
出生
率率 率

離婚自然増加 乳児死亡 新生児死亡 婚姻死産 周産期死亡

実数 実数 実数 実数率 率 率 実数実数 実数率 率
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２．出生 

（１）出生数及び出生率 

 

 

（２）合計特殊出生率の推移 

 

（３）出生順位別出生割合 
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（４）母の年齢（５歳階級）別出生割合 

 

 

３．死亡 

（１） 死亡数及び死亡率【全死因】 
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（２）年齢階級別にみた死因別数及び構成割合【令和３年】 

 

 

表４　各世代別死亡状況

0～39 40～64 65～ 計 0～39 40～64 65～ 計

結核 SE01 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%

悪性新生物 SE02～ 9 106 793 908 23.7% 43.8% 24.8% 26.1%

食道 SE03 0 2 25 27 0.0% 0.8% 0.8% 0.8%

胃 SE04 0 8 91 99 0.0% 3.3% 2.8% 2.8%

結腸 SE05 1 14 70 85 2.6% 5.8% 2.2% 2.4%

直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸 SE06 0 6 27 33 0.0% 2.5% 0.8% 0.9%

肝及び肝内胆管 SE07 0 4 49 53 0.0% 1.7% 1.5% 1.5%

胆のう及びその他の胆道 SE08 0 3 40 43 0.0% 1.2% 1.2% 1.2%

膵 SE09 0 15 83 98 0.0% 6.2% 2.6% 2.8%

気管、気管支及び肺 SE10 1 7 154 162 2.6% 2.9% 4.8% 4.7%

乳房 SE11 2 12 20 34 5.3% 5.0% 0.6% 1.0%

子宮 SE12 1 8 13 22 2.6% 3.3% 0.4% 0.6%

白血病 SE13 0 4 21 25 0.0% 1.7% 0.7% 0.7%

その他 SE02 4 23 200 227 10.5% 9.5% 6.2% 6.5%

糖尿病 SE14 0 7 24 31 0.0% 2.9% 0.7% 0.9%

高血圧性疾患 SE15 0 0 22 22 0.0% 0.0% 0.7% 0.6%

心疾患（高血圧性を除く） SE16～ 2 27 522 551 5.3% 11.2% 16.3% 15.8%

急性心筋梗塞 SE17 0 10 58 68 0.0% 4.1% 1.8% 2.0%

その他の虚血性心疾患 SE18 0 4 86 90 0.0% 1.7% 2.7% 2.6%

不整脈及び伝導障害 SE19 1 9 112 122 2.6% 3.7% 3.5% 3.5%

心不全 SE20 1 3 203 207 2.6% 1.2% 6.3% 5.9%

その他 SE16 0 1 63 64 0.0% 0.4% 2.0% 1.8%

脳血管疾患 SE21～ 1 15 255 271 2.6% 6.2% 8.0% 7.8%

くも膜下出血 SE22 0 4 23 27 0.0% 1.7% 0.7% 0.8%

脳内出血 SE23 0 10 58 68 0.0% 4.1% 1.8% 2.0%

脳梗塞 SE24 1 1 171 173 2.6% 0.4% 5.3% 5.0%

その他 SE21 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%

大動脈瘤及び解離 SE25 2 7 61 70 5.3% 2.9% 1.9% 2.0%

肺炎 SE26 0 1 209 210 0.0% 0.4% 6.5% 6.0%

慢性閉塞性肺疾患 SE27 0 0 40 40 0.0% 0.0% 1.2% 1.1%

喘息 SE28 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%

肝疾患 SE29 0 11 28 39 0.0% 4.5% 0.9% 1.1%

腎不全 SE30 0 6 62 68 0.0% 2.5% 1.9% 2.0%

老衰 SE31 0 0 361 361 0.0% 0.0% 11.3% 10.4%

不慮の事故 SE32～ 2 6 82 90 5.3% 2.5% 2.6% 2.6%

交通事故 SE33 2 0 4 6 5.3% 0.0% 0.1% 0.2%

その他 SE32 0 6 78 84 0.0% 2.5% 2.4% 2.4%

自殺 SE34 18 16 6 40 47.4% 6.6% 0.2% 1.1%

その他 空白 4 40 733 777 10.5% 16.5% 22.9% 22.3%

計 38 242 3203 3483 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

区分 コード
人数（人） 割合（％）
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（３）年齢調整死亡率の推移【性・主要死因別】【平成 25 年～令和 3 年】 

※基準人口変更による遡及済み。県は年齢区分が異なるため算出不能 
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（４）乳児死亡数及び死亡率 

 

 
 

（５）新生児死亡数及び死亡率 

 
（６）死産数及び死産率 
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（７）年齢階級別人工死産数 

 

 

（８）周産期死亡及び死亡率 
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４．婚姻 

婚姻件数及び婚姻率 

 
 

５.離婚 

離婚件数及び離婚率 
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